
2.8% 1.4%

課題等(Check)
　新型コロナウイルス感染症の影響で経済規模が縮小、消費エネルギーが減少した状況が続き、一人当たりの二酸化炭素排出量
の数値は令和２年度より５万トンの減となった。本県は地理・地形的に火力発電に頼らざるを得ない電源構成であること、民生
部門、運輸部門の二酸化炭素排出割合が高いなど、他都道府県とは異なる本県の特性を考慮した地球温暖化対策の検討・推進が
求められる

今後の方向性(Action)
　令和５年３月に改定した第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画に基づき、温室効果ガスの削減に向けた施策を全庁体制で推進
する。再エネ設備等への税制上の特例措置及び補助事業による導入支援等の再エネ導入拡大、電動車に係る補助金の周知などの
普及啓発や県公用車の率先的な電動車への転換に取り組む。また、二酸化炭素の吸収源対策として、沖縄県CO2吸収量認証制度
の普及啓発に務める。

未着手

71
62 3 3 2 1

87.3% 4.2% 4.2%

13.3% 0.0% 20.0% 0.0%

主な取組の進捗状況

主な取組数 順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

－

15
8 2 2 0 3 0

53.3% 13.3%

R元年度

　令和3年度の県内の二酸化炭素排出量は、基準値（Ｒ元年度）から127万t-CO2減少し、1,032万t-CO2であった。令和２年度か
らの新型コロナウィルス感染症の影響（経済規模の縮小による消費エネルギーの減少に伴う排出量の減少傾向）が続いていると
推測される。再生可能エネルギーの導入拡大や次世代自動車の普及等の排出削減対策に加え、沖縄県CO2吸収量認定制度の推進
等の吸収源対策を実施し、目標達成に努める。

取組状況(Do)

成果指標の達成状況
成果指標数 100%以上 100%-60% 60%-0% 0% 0%未満

参考年 R元年度 R2年度 R3年度

R6年度
目標値

全国の現状
（参考年）

二酸化炭素排出量
(万ｔ-CO₂)

1,159 1,037 1,032 ― 982 110,800

基本施策 １－（１） 世界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成

目指す姿
人間活動と自然環境が調和する持続可能な脱炭素社会の構築に向けて、自然環境が社会的共通資本であることを踏まえ、再生可能エ
ネルギー等のクリーンなエネルギーの導入促進、省エネルギー対策の強化、資源循環、新技術を活用したモビリティの導入、地域循
環共生圏の考え方に基づく環境と共生するまちづくり等に取り組み、世界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成を目指す。

主要指標名 基準値
R4年度
実績値

R5年度
実績値

R6年度
実績値

1,159 

1,037 1,032 

982 

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

基準年 R4 R5 R6

主要指標の推移

二酸化炭素排出量 目標値

1



(Do/Check)
成果指標・主な取組の状況

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

100.0%

0 0 0 0
29,561 38,248 8687 70.6% 48,000

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4

②　公共交通システムの戦略
的再編

公共交通利用者数（千人）

概ね順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0 0
0.221 0.28 0.1 11.1% 1.016

順調の割合 100.0%

大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
7 0 0

100.0%

１－（１）－ウ　人と環境に優しいまちづくりの推進

①　次世代型交通環境の形成

電動車（EV・PHV）普及率（％） 取組は順
調だが、
成果は遅
れている

主な取組数 7
順調 概ね順調 やや遅れ

26,740 26,061 -679 達成 27,137 順調の割合

0 0 0 0
一般廃棄物プラスチックごみ排出量

124,072 119,969 -4103 76.8% 118,733

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値

5

産業廃棄物廃プラスチック類排出量

④　脱プラスチック社会の推進

一般廃棄物・産業廃棄物プラスチック排出（リサイクル含む）量
（トン,トン）

順調

主な取組数 5

順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

1
61,450 53,966 -7484 357.9% 58,315

順調の割合 75.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3 0 0 0

75.0%

③　食品ロス削減等の推進

食品ロス量（トン）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

1 4 3 300.0% 3 順調の割合

0
広域的処理を行う市町村数

26 26 0 100% 26

あわせ処理を行う市町村数

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値

3 0 0 1

83.3%

②　効率的な廃棄物処理体制
の推進

広域的処理を行う市町村数及びあわせ処理を行う市町村数
（市町村,市町村）

順調

主な取組数 4

順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

51.1 45.2 -5.9 未達成 50.6 順調の割合

0 0
一般廃棄物

16.6 15.9 -0.7 未達成 20.8

産業廃棄物

大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値

10 1 1

75.0%

１－（１）－イ　社会生活における資源循環の推進

①　３Ｒの推進と環境負荷の
低減化

一般廃棄物及び産業廃棄物のリサイクル率（％,％）

取組は順
調だが、
成果は遅
れている

主な取組数 12
順調 概ね順調 やや遅れ

1 0 0 0
2,072 2,220 148 370.0% 2,132

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3

③　二酸化炭素の吸収源対策
の推進

県が認証した二酸化炭素吸収量（累計）（t-CO₂）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
8.0 7 -1 111.1% 6.6

順調の割合 84.6%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
11 0 2 0

100.0%

②　脱炭素化に向けた取組の
促進

一人当たりの二酸化炭素排出量（t-CO₂/人）

順調

主な取組数 13
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

0 0 0 0
8.2 12 3.8 146.2% 12.1

順調の割合

概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
6

基本施策 １－（１） 世界に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成

１－（１）－ア　脱炭素島しょ社会の実現に向けたエネルギー施策の推進

①　再生可能エネルギー等の
クリーンなエネルギーの導入
促進

再生可能エネルギー電源比率（％）

順調

主な取組数 6
順調

2



0
64.5 63.8 -0.7 -20.0% 70

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3 0 0 0

100.0%

⑤　公共施設等におけるユニ
バーサルデザインの推進

公共施設等のバリアフリー化適合率（％） 取組は順
調だが、
成果は遅
れている

主な取組数 3
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

0 0 0 0
6 3 -3 達成 3

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4

④　歩いて暮らせる環境づくり

歩いていける身近な都市公園（街区公園）箇所数（箇所）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
646 653 7 43.8% 670

順調の割合 60.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3 1 0 1

③　花と緑にあふれる環境づく
り

緑化活動団体数（団体）

概ね順調

主な取組数 5
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

3



6.1% 0.0%

課題等(Check)
・重点対策種の防除実施については、沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録されたことから、生物多様性を保全するため
の外来種対策がより重要となっている。
・指定希少野生動植物種のモニタリングについては、計画的に実施する必要があり、また、条例の規制や指定希少野生動植物種
については、県民に広く周知する必要がある。

今後の方向性(Action)
・重点対策種の防除実施については、沖縄県外来種対策行動計画において定めた防除目標の達成に向けて、同計画に基づく取組
を引き続き推進していく。
・指定希少野生動植物種のモニタリングについては、検討委員会における専門家の意見を踏まえ、具体的な調査計画を策定し、
実施する。また、条例の規制等について、パンフレットの配布やホームページでの周知などにより、情報発信に取り組む。

未着手

49
36 5 5 3 0

73.5% 10.2% 10.2%

0.0% 9.1% 27.3% 0.0%

主な取組の進捗状況

主な取組数 順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

－

11
5 2 0 1 3 0

45.5% 18.2%

―

実績値は、R8年度までに行うレッドデータブックの改訂で把握できる見込みのため、H29年度数値としている。目標達成に向け
ては、希少野生動植物の保護や、これらの生息地・生育地を保全する取組が重要である。このため、生態系への影響が大きいマ
ングース、タイワンハブ等外来種の駆除や、世界自然遺産登録地、自然公園等の適正管理に取り組む。

取組状況(Do)

成果指標の達成状況
成果指標数 100%以上 100%-60% 60%-0% 0% 0%未満

参考年 H29年度 H29年度 H29年度

R6年度
目標値

全国の現状
（参考年）

準絶滅危惧種から絶滅
危惧種への移行種割合

(％)

24.7％ 
（H29年度）

24.7 24.7 ― 24.7％ －

基本施策 １－（２） 自然環境の保全・再生・継承及び持続可能な利用

目指す姿
本県が有する緑豊かな島々やサンゴ礁が発達した海域、マングローブ林が広がる河口域など、多くの固有種や希少種が生息・生育す
る生物多様性に富んだ豊かな自然環境を次世代に継承するため、自然環境の保全・再生・継承及び持続可能な利用を目指す。

主要指標名 基準値
R4年度
実績値

R5年度
実績値

R6年度
実績値

24.7 
24.7 24.7 24.7 

0

5

10

15

20

25

30

基準年 R4 R5 R6

主要指標の推移

準絶滅危惧種から絶滅危惧種への移

行種割合

目標値

4



(Do/Check)
成果指標・主な取組の状況

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

0
100％ 

（R２年度）
- ― 未達成 100％

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値

2 0 0 0

75.0%

⑤　環境影響評価制度の推進

配慮書に対する知事意見を述べた割合（％）

取組は順
調だが、
成果は遅
れている

主な取組数 2
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

1 0 0 0
11 13 2 100.0% 14

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3

④　自然環境再生の推進

自然環境に配慮した河川整備率（％）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
100 100 0 100% 100

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4 0 0 0

100.0%

③　大気環境保全

大気環境基準の達成率（光化学オキシダントを除く）（％）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

0 0 0 0
100 100 0 100% 100

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
2

②　土壌汚染対策

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の適正処理率（％）

順調

主な取組数 2
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

1 0
94 95.1 1.1 達成 95

順調の割合 57.1%

大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4 1 1

100.0%

１－（２）－イ　水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生

①　水質汚濁対策及び地下水
の保全・利用

特定事業場排水基準の達成率（検査時）（％）

順調

主な取組数 7
順調 概ね順調 やや遅れ

0 0 0 0
29 21 -8 -800.0% 30

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3

③　アジアの自然史科学の拠
点「国立沖縄自然史博物館」
の設置促進

国立沖縄自然史博物館の誘致活動の認知度（％） 取組は順
調だが、
成果は遅
れている

主な取組数 3
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
0 0 0 0% 1

順調の割合 75.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
9 0 3 0

37.5%

②　希少野生動植物種や沖縄
固有種の保護対策、外来生物
対策の推進

重点対策種等の排除・根絶地域数（地域） 取組は概
ね順調だ
が、成果
は遅れて
いる

主な取組数 12
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

3 1 1 0

沖縄島北
部及び西
表島の世
界自然遺

産登録（令
和３年７月）
（※世界遺
産委員会
に登録資
産の保全

状況等を６
年ごとに報

告）

ー ― 達成

令和９年度
の遺産登
録更新に

向け、遺産
地域の保

全と利用の
両立を図

り、貴重な
自然環境を

次世代へ
継承する取

組を推進

順調の割合

概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値

3

基本施策 １－（２） 自然環境の保全・再生・継承及び持続可能な利用

１－（２）－ア　自然環境・生物多様性の保全・継承

①　世界自然遺産や自然公園
の適正管理

世界自然遺産登録の更新（－）

成果は順
調だが、
取組は遅
れている

主な取組数 8
順調

5



【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

75.0%1,912 2,709 797 70.1% 3,616 順調の割合

0 0 1 0
①

5,941 8,026 2085 67.3% 10,587

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値

3

②

②　環境保全の意欲の醸成

①沖縄県地域環境センターの来場者数（講習会受講者数を含
む）    
②①のうち教育委員会等と連携して実施する講習会受講者数
（人,人）

概ね順調

主な取組数 4

順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
59,691 12,819 -46872 未達成 31,600

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3 0 0 0

１－（２）－ウ　多様な主体による環境保全等に向けた活動の推進

①　環境保全等に対する県民
参画の推進

環境啓発活動参加延べ人数（人） 取組は順
調だが、
成果は遅
れている

主な取組数 3
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

6



7.1% 0.0%

課題等(Check)
　依然として赤土等流出防止条例に基づく届出・通知が提出されていない事業現場や赤土等流出防止対策が不十分な事業現場や
農地等がみられる。また、農家の高齢化や兼業化、問題への関心の状況により、対策にかける労力や経費の優先順位が低い状況
にある。

今後の方向性(Action)
　令和5年度に策定した県の赤土等流出防止対策の総合的・計画的な計画である「第２次赤土等流出防止対策基本計画」に基づ
き赤土等流出防止対策を推進する。

未着手

28
21 1 4 2 0

75.0% 3.6% 14.3%

0.0% 42.9% 0.0% 0.0%

主な取組の進捗状況

主な取組数 順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

－

7
4 0 0 3 0 0

57.1% 0.0%

―

・海域での赤土堆積ランク５以下の海域割合は、前年度から3.5ポイント増加し、46.4％であった。Ｒ４と比較すると、対策の
進展や降雨量の減少により、赤土等堆積状況が改善されたと推察される。 
・海域の赤土等堆積状況は、天候による影響により変動することから引き続き中長期的にモニタリング調査を行っていく。

取組状況(Do)

成果指標の達成状況
成果指標数 100%以上 100%-60% 60%-0% 0% 0%未満

参考年 R３年度 ― ―

R6年度
目標値

全国の現状
（参考年）

海域での赤土堆積ラン
ク５以下の海域割合

(％)

46.4％（R３
年度）

42.9 46.4 ― 63.0％ －

基本施策 １－（３） 持続可能な海洋共生社会の構築

目指す姿
自然海岸と連なるサンゴ礁により、多くの海洋生物が生息するイノー（礁池）の豊かさや穏やかさが守られ、海底まで透き通った沿
岸域には海草・藻場や干潟が広がり、美しい砂浜が続いている、沖縄固有の海洋環境の保全と経済活動が調和した持続可能な海洋共
生社会の構築を目指す。

主要指標名 基準値
R4年度
実績値

R5年度
実績値

R6年度
実績値

46.4 

42.9 

46.4 

63.0 

0

10

20

30

40

50

60

70

基準年 R4 R5 R6

主要指標の推移

海域での赤土堆積ランク５以下の海

域割合

目標値

7



(Do/Check)
成果指標・主な取組の状況

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

0
34 36 2 200.0% 36

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
6 0 0 0

100.0%

③　海洋政策の総合的推進

海洋政策事業に係る関係団体数（事業者、研究機関等）（団
体※）

順調

主な取組数 6

順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

0 0 0 0
３ 4 1 達成 1

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3

②　海洋調査・開発の支援拠
点形成に向けた取組の推進

海洋資源を活用した新事業に参入可能性のある企業等の発
掘数（累計）（件）

順調

主な取組数 3

順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
3 2 -1 100.0% 1

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
1 0 0 0

１－（３）－イ　ブルーエコノミーの先導的な展開

①　海洋環境を活用した再生
可能エネルギーの導入促進

海洋再生可能エネルギーの商用実装化を行う可能性のある
企業等の発掘数（累計）（件）

順調

主な取組数 1

順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

0
141,172 141,172 0 0.0% 126,500

順調の割合 66.7%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4 0 1 1

60.0%

④　赤土等流出防止に向けた
総合対策

監視海域における赤土等年間流出量（トン） 取組は概
ね順調だ
が、成果
は遅れて
いる

主な取組数 6
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

0 1 1 0
50 50 0 0.0% 55

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3

③　サンゴ礁、藻場、干潟等の
保全と再生

沿岸域におけるサンゴ被度（沖縄島西岸）（％） 取組は概
ね順調だ
が、成果
は遅れて
いる

主な取組数 5
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
533 471 -62 達成 400

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4 0 0 0

0.0%

②　海洋ごみ問題等への対応

海岸漂着物回収・処理量（トン）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

1 2 0 0
0.2 0.2 0 0.0% 0.21

順調の割合

概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
0

基本施策 １－（３） 持続可能な海洋共生社会の構築

１－（３）－ア　海洋島しょ圏としてのSDGｓへの貢献

①　海洋保護区と総合的な沿
岸管理の推進

自然保護区域面積（海域）（万㎢）

大幅遅れ

主な取組数 3
順調
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6.3% 0.0%

課題等(Check)
県の支援した伝統芸能関係団体が実施したイベント（公演等）の参加者数については、各種公演が開催されることにより、伝統
芸能の魅力発信、鑑賞機会の提供、若手実演家の育成等を通じた、伝統芸能の継承と発展に寄与することができた。県内の文化
芸術に関する取組を行う団体等への支援件数については、実績値の更なる伸長のため、関連する主な取組を継続し実施する。

今後の方向性(Action)
県の支援した伝統芸能関係団体が実施したイベント（公演等）の参加者数については、県内公演のみならず、県外・海外公演の
開催についても関係団体の支援等を実施していく。県内の文化芸術に関する取組を行う団体等への支援件数については、今後
も、関連する取組等を着実に実施することで、文化関係団体や企業等による文化芸術の支援を促進させ、文化資源を活用した地
域づくりを図る。

未着手

80
67 8 0 5 0

83.8% 10.0% 0.0%

0.0% 0.0% 26.7% 0.0%

主な取組の進捗状況

主な取組数 順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

－

15
8 3 0 0 4 0

53.3% 20.0%

―

令和５年度における県が支援した文化芸術関連イベントの参加者数は、基準値（Ｒ３年度）から増加し、目標値を達成した。新
型コロナウイルスの蔓延により中止・延期となっていた各イベント等が再開され、復調傾向にある。引き続き、県内の文化芸術
に関する取組を行う団体等への支援や、伝統芸能鑑賞機会の提供等を行っていく。

取組状況(Do)

成果指標の達成状況
成果指標数 100%以上 100%-60% 60%-0% 0% 0%未満

参考年 R３年度 ― ―

R6年度
目標値

全国の現状
（参考年）

県が支援した文化芸術
関連イベントの参加者

数
(人)

46,808 150,072 468,744 ― 345,000 0

基本施策 １－（４） 沖縄文化の保存・継承・創造と更なる発展

目指す姿
本県の地理的特性や歴史過程を経て醸成された独自の伝統文化の継承とともに、多様性と普遍性が共存する新たな文化芸術が創造さ
れ、多様な担い手が活躍できる様々な機会及び場が創出されることで、県民の喜びや誇りとし、世界を魅了する沖縄文化の更なる発
展を目指す。

主要指標名 基準値
R4年度
実績値

R5年度
実績値

R6年度
実績値

46,808 

150,072 

468,744 

345,000 

40,000

140,000

240,000

340,000

440,000

540,000

基準年 R4 R5 R6

主要指標の推移

県が支援した文化芸術関連イベント

の参加者数

目標値
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(Do/Check)
成果指標・主な取組の状況

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

80.0%

0 0 1 0
31.6 54.9 23.3 149.4% 55.0

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4

④　文化芸術活動を支える基
盤の強化

県内文化施設の稼働状況（％）

順調

主な取組数 5
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
115 73 -42 -233.3% 142

順調の割合 40.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
2 1 0 2

88.9%

③　文化資源を活用した地域
づくり

県内の文化芸術に関する取組を行う団体等への支援件数
（件）

取組は概
ね順調だ
が、成果
は遅れて
いる

主な取組数 5
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

1 0 0 0
16,156 35,080 18924 73.4% 54,800

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
8

②　県民等の文化芸術活動の
充実

国立劇場おきなわの入場者数（人）

概ね順調

主な取組数 9
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0 0
4,011 4,452 441 124.6% 4,542

順調の割合 75.0%

大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3 1 0

100.0%

１－（４）－イ　文化芸術の振興と文化芸術を支える環境づくり

①　創造的文化芸術の発展を
担う人材の育成

沖縄県立芸術大学の卒業者数（累計）（人）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ

0 0 0 0
4,424 18,000 13576 1,030.0% 6,400

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4

⑤　歴史資料の保存・編集・活
用

琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブのアクセ
ス数（件）

順調

主な取組数 4

順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
1,434 1,447 13 81.2% 1,458

順調の割合 85.7%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
6 1 0 0

75.0%

④　文化財の保存・活用

文化財の指定件数（累計）（件）

順調

主な取組数 7
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

0 0 1 0
11,844 11,224 -620 -43.1% 14,000

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3

③　伝統文化の保存・継承・発
展

市町村文化協会会員数（名） 取組は概
ね順調だ
が、成果
は遅れて
いる

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
4,750 368,318 363568 7,517.9% 12,000

順調の割合 75.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3 1 0 0

71.4%

②　伝統芸能の継承・発展

県の支援した伝統芸能関係団体が実施したイベント（公演等）
の参加者数（人）

順調

主な取組数 4

順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

1 0 1 0
28.6 36.8 8.2 190.7% 35.0

順調の割合

概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
5

基本施策 １－（４） 沖縄文化の保存・継承・創造と更なる発展

１－（４）－ア　沖縄文化の継承・発展・普及

①　各地域におけるしまくとぅ
ばの保存・普及・継承の促進

しまくとぅばを挨拶程度以上使う人の割合（％）

順調

主な取組数 7
順調
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【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

100.0%

0 0 0 0
2,502 2,862 360 106.8% 3,007

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
6

②　伝統工芸を活用した感性
に働きかける魅力的なものづ
くりの振興

工芸品生産額（百万円）

順調

主な取組数 6
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0 0
1.6 1.9 0.3 150.0% 1.9

順調の割合 83.3%

大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
5 1 0

100.0%

１－（４）－エ　伝統工芸の振興

①　伝統的な技術・技法の継
承と経営基盤の強化

従事者一人あたりの工芸品生産額（百万円）

順調

主な取組数 6
順調 概ね順調 やや遅れ

0 0 0 0
11,500 13,135 1635 188.6% 12,800

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4

④　ユネスコ無形文化遺産の
登録に向けた取組の推進

県民気運の醸成及び普及啓発のためのイベント参加人数
（人）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
71 9,228 9157 108.7% 12,700

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4 0 0 0

83.3%

③　沖縄空手世界大会の定期
開催等を通じた国際交流

県外・海外からの空手関係者来訪数（人）

順調

主な取組数 4
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

1 0 0 0
36.8 30.7 -6.1 -50.4% 55.0

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
5

②　沖縄空手会館を拠点とし
た「空手発祥の地・沖縄」の強
力な発信

県外における「空手発祥の地・沖縄」の認知率（％） 取組は順
調だが、
成果は遅
れている

主な取組数 6
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0 0
32 23.1 -8.9 -296.7% 36

順調の割合 100.0%

大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
5 0 0

１－（４）－ウ　沖縄空手の保存・継承・発展

①　沖縄空手の指導者及び後
継者の育成

県内空手道場における門下生数（１道場あたりの平均）（人） 取組は順
調だが、
成果は遅
れている

主な取組数 5
順調 概ね順調 やや遅れ
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8.1% 2.7%

課題等(Check)
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観行政の推進）については、風景づくりに関する県民の意識の向上や知識の普及を図るた
めには、情報発信の手法等について検討する必要がある。 
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観形成に係る人材の育成）については、風景・まちなみづくりに対する地域住民の関心を
高めるには、長期的な視点から継続的な取組が求められる。

今後の方向性(Action)
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観行政の推進）については、風景づくりに関する県民の意識の向上や知識の普及を図るた
めに、情報発信の手法等について風景づくり協議会等で検討する。 
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観形成に係る人材の育成）については、地域住民の景観への関心を高めるため、地元市町
村および実施地区と連携を図りながら、地域景観協議会設立に向け引き続き取り組む。

未着手

37
26 6 1 3 1

70.3% 16.2% 2.7%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

主な取組の進捗状況

主な取組数 順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

－

8
6 2 0 0 0 0

75.0% 25.0%

R元年度

・景観計画の策定・改定数は、令和４年度から４回増加し、48回であった。 
・景観行政担当職員を対象とした「景観行政コーディネーター」の育成を行ったことが、景観計画の改定数に影響していると推
測される。今後は継続的な人材育成等に取り組み、風景づくりに関する県民の意識の更なる向上や知識の普及及び行政担当者の
技術力向上を図り、目標達成に努める。

取組状況(Do)

成果指標の達成状況
成果指標数 100%以上 100%-60% 60%-0% 0% 0%未満

参考年 R２年度 ― ―

R6年度
目標値

全国の現状
（参考年）

景観計画の策定・改定
数

(回)
41 44 48 ― 55 1,019

基本施策 １－（５） 悠久の歴史や伝統文化に育まれた魅力ある空間と風土の形成

目指す姿
県民の重要な歴史・文化資源である沖縄固有の景観・風景・風土を重視した千年悠久のまちづくりを進め、人々を惹きつける悠久の
歴史や伝統文化に育まれた魅力ある空間と風土の形成を目指す。

主要指標名 基準値
R4年度
実績値

R5年度
実績値

R6年度
実績値

41 
44 

48 

55 

0

10

20

30

40

50

60

基準年 R4 R5 R6

主要指標の推移

景観計画の策定・改定数 目標値
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(Do/Check)
成果指標・主な取組の状況

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

【施策展開】

【施策】 【成果指標（初期アウトカム）】 推進状況 主な取組の進捗割合

0
164.5 175.7 11.2 104.7% 180.5

順調の割合 33.3%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
1 1 1 0

66.7%

③　沖縄固有の景観資源の保
全・継承

無電柱化整備総延長（km） 成果は順
調だが、
取組は遅
れている

主な取組数 3
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

1 0 0 0
35.7 39.1 3.4 達成 42.3

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
2

②　世界遺産の環境整備と歴
史的景観を活用したまちづくり
の促進

歴史景観と調和する都市公園の供用面積（ha）

順調

主な取組数 3
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0 0
58 81 23 85.2% 98

順調の割合 100.0%

大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3 0 0

66.7%

１－（５）－イ　沖縄の歴史と景観に配慮した千年悠久のまちづくり

①　沖縄固有の景観・風景・風
土を重視した魅力的な景観形
成

景観アセスメント数（累計）（件）

順調

主な取組数 3
順調 概ね順調 やや遅れ

1 0 2 0
39.8 61.2 21.4 792.6% 43.8

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
6

⑤　首里城を中心とした琉球
文化のルネサンス

伝統工芸・芸能を体験した個人旅行者の割合（％）

順調

主な取組数 9
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
573 588 15 214.3% 584

順調の割合 100.0%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3 0 0 0

80.0%

④　首里城に関連する伝統技
術の活用と継承

工芸技術研修（漆芸・木工）累計修了者数（人）

順調

主な取組数 3
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

0 0 0 1
32,065 50,790 18725 78.7% 67,735

順調の割合

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4

③　首里城に関係する文化財
等の保護・復元・収集

首里城関係文化財のＷＥＢ公開の累計アクセス件数（件）

概ね順調

主な取組数 5
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

0
337,884 1,446,286 1108402 306.5% 880,000

順調の割合 57.1%

未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
4 2 0 1

75.0%

②　首里城公園の管理体制の
強化と首里杜地区の歴史まち
づくりの推進

首里城公園来場者数（人）

順調

主な取組数 7
順調 概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ

1 0 0 0
6,324 6,324 0 100% 6,324

順調の割合

概ね順調 やや遅れ 大幅遅れ 未着手

基準値 実績値 増減幅 達成状況 目標値
3

基本施策 １－（５） 悠久の歴史や伝統文化に育まれた魅力ある空間と風土の形成

１－（５）－ア　首里城の復興

①　正殿等の早期復元と復元
過程の公開

沖縄県国営沖縄記念公園（首里城地区）の供用面積（㎡/㎡）

順調

主な取組数 4
順調
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
補助事業による再エネ設
備等の導入支援
(商工労働部産業政策課)

362,432

補助を活用した再エネ設備等の導入容
量（累計） 　民間事業者が行う太陽光発電事業に対し、導

入支援を実施し、離島における再生可能エネル
ギー電源比率が向上した。

900kW
（1,800kW）

1,826kW 順調

○インセンティブの導入等

3
税制上の特例措置による
再エネ設備等の導入支援
(商工労働部産業政策課)

0

制度を活用した再エネ設備等の申請数
（累計） 　再エネ設備等の税制上の特例措置(産業イノ

ベーション促進地域制度)を活用し、固定資産税
減免等の活用を促進した。

10件（20
件）

19件 順調

順調

2
クリーンエネルギー導入
拡大に係る調査等の推進
(商工労働部産業政策課)

10,364

県内のクリーンエネルギー導入拡大に
係る調査事業等の実施件数（累計） 　クリーンエネルギーの導入促進のため、県内

に賦存する木くず等バイオマス資源の既存火力
発電所での混焼利用の可能性について調査し
た。

１件（２
件）

1件 順調

実績 進捗状況

○地域特性に合ったクリーンエネルギーの導入拡大

1

沖縄県クリーンエネル
ギー・イニシアティブの
推進
(商工労働部産業政策課)

8,997

プレイヤーとなる事業者、関係団体等
との協議回数（累計） 　クリーンエネルギー・イニシアティブの推進

のため、クリーンエネルギー導入拡大に関連す
る事業を行っている、または行いたいと考えて
いるプレイヤーと広く協議を行った。

10件（20
件）

27件

施策の方
向

・本県は地理的・地形的及び需要規模の制約により、現時点ではエネルギーの多くを化石燃料に頼らざるを得ない状況に
ありますが、エネルギー使用に伴う環境負荷の低減に向けて、エネルギーの安定供給に配慮しつつ、県民の協力の下、民
間事業者等と連携しながら本県の地域特性に合ったクリーンエネルギーの導入拡大に取り組みます。

・特に、太陽光発電、バイオマス発電、風力発電、太陽熱利用等の再生可能エネルギーの導入拡大に向けては、最先端技
術に係る実証事業成果の他地域への展開、民間事業者等の再エネ関連設備に係る投資を促す税制上の特例措置や補助等の
インセンティブ導入・活用促進等に取り組みます。

・水素・アンモニア等の次世代エネルギー及び二酸化炭素を極力排出しない次世代火力発電の利活用に向けて、調査研究
の促進、税制上の特例措置や補助等の支援策拡充に取り組みます。

・エネルギーの地産地消化、電力系統の安定運用や社会全体の効率的な電力使用に向けて、ICTを活用した「アイラン
ド・スマートグリッド」のシステム確立や蓄電池の導入支援等に取り組みます。

関係部等 商工労働部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－ア 脱炭素島しょ社会の実現に向けたエネルギー施策の推進

施策 １－（１）－ア－① 再生可能エネルギー等のクリーンなエネルギーの導入促進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

12.1

担当部課名 商工労働部産業政策課

達成状況の説明

　再生可能エネルギー電源比率は１年後に実績値が確定する。直近の令和４年度の実績値は、再エネ電源の供給量の大幅増により、
目標値を大きく上回った。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・税制上の特例措置による再エネ設備等の導入支援については、クリーンエネルギーの導入拡大に向けて、民間事業者等の再エネ関
連設備等に係る特例措置の活用促進の加速化を図る必要がある。
・次世代エネルギーの利活用に係る調査等の推進については、水素の利活用について、インフラ整備などの課題があるため、関係機
関との情報交換を引き続き行っていく必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティブの推進については、クリーンエネルギー・イニシアティブ広報の事業にて県民向けの
説明動画を作成してＰＲしたが、再エネへの県民の理解を更に深める必要がある。
・クリーンエネルギー導入拡大に係る調査等の推進については、県内に賦存する未利用バイオマス資源等の燃料分析の結果、塩素等
の酸化物含有量が多く、現在のペレット製造方法では石炭火力発電への燃料としては使用できない結果となった。また、ヒアリング
を行った一般廃棄物処理施設２施設においては令和４年度の机上調査により得られた、県内未利用木くずの集材量が想定より少ない
結果となった。
・補助事業による再エネ設備等の導入支援については、一部離島では、太陽光発電の急速な普及により、民間事業者のうち、設置や
維持管理を担当する施工者が足りていない状況があるため、離島の再エネ導入の足かせとなっている。
・地域マイクログリッドの導入促進については、地域マイクログリッドに係る各自治体のアンケート回答数が２３件（５６％）で
あった。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・再生可能エネルギー電源比率については、直近の令和４年度は、令和３年７月に稼働したバイオマス発電所が通年稼働し、再エネ
電源の供給量が大幅に増加したことにより、再生可能エネルギー電源比率が大幅に向上した。

―

12.1 146.2% 目標達成
R3年度 R4年度

計画値

9.5 10.8

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

再生可能エネルギー電源比率 ％ 8.2

11.1 12

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○ICTを活用した「アイランド・スマートグリッド」のシステム確立等

6
地域マイクログリッドの
導入促進
(商工労働部産業政策課)

―

マイクログリッド導入検討地区数（累
計） 　地域マイクログリッドの活用を促進するた

め、地域マイクログリッドのアンケートを実施
し、地域マイクログリッドの広報啓発等を実施
した。

１件（２
件）

4件 順調

○次世代エネルギーの利活用に係る支援策の拡充・調査等の促進

5
次世代エネルギーの利活
用に係る調査等の推進
(商工労働部産業政策課)

7,622

県内の次世代エネルギーの利活用に係
る調査事業等の実施件数（累計）

　離島における水素利活用の可能性について、
法規制やコストなどの条件の整理を行った。

１件（２
件）

1件 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・次世代エネルギーの利活用に係る調査等の推進については、民間事業者や官公庁などと情報交換を行い、水素やアンモニア等の次
世代エネルギーの利活用をより効果的に促進する。
⑤情報発信等の強化・改善
・税制上の特例措置による再エネ設備等の導入支援については、民間施設等の再エネ関連設備に係る投資を促す税制上の特例措置の
活用促進にむけて、次年度以降も相談窓口等を活用し、情報発信などの強化を図る。
⑧その他
・沖縄県クリーンエネルギー・イニシアティブの推進については、作成した動画も活用しつつ、人が集まるリアルなイベントにて広
報活動を行う等、より直接的に県民に働きかける広報活動を行う。
・クリーンエネルギー導入拡大に係る調査等の推進については、県内に賦存する未利用バイオマス資源等由来のペレット製造工程に
おいて、石炭火力混焼に適さない成分等を取り除く実証をする民間事業者へ支援する。また、他の一般廃棄物処理場へもヒアリング
を行い、木くず等の実態把握を行う必要がある。
・補助事業による再エネ設備等の導入支援については、太陽光発電等のさらなる再エネ導入拡大を図るため、離島に存在する太陽光
発電設備の設置や維持管理を担える施工者に対して、再エネ導入のノウハウ等を発信する。
・地域マイクログリッドの導入促進については、無回答市町村に対し、再度のアンケートや勉強会を実施し、地域マイクログリッド
の認知度向上や機運醸成等を図る。

[成果指標]
・再生可能エネルギー電源比率については、引き続き、バイオマスも含めた再エネ設備等について、税制上の特例措置及び補助事業
による導入支援を行う等、再エネの導入拡大に取り組み、再生可能エネルギー電源比率向上を推進する。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○産業部門の脱炭素化に向けた取組

4
産業部門における省エネ
ルギー対策の推進
(環境部環境再生課)

0

普及啓発イベントの開催数（累計） 　街頭キャンペーン（参加者：231名）などの環
境月間行事及び県民環境フェア（参加者：2,700
名）において産業部門における省エネルギー対
策等の普及啓発を行った。

２回（４
回）

2回 順調

3
下水道事業（省エネル
ギー化）
(土木建築部下水道課)

6,417,214

流入水量千㎥あたりの温室効果ガス排
出量（累計）

　県の下水道施設において、電力使用量を削減
し、単位流入水量あたりの温室効果ガス排出量
を低減させた。△0.0015t-

CO₂/千㎥
（0.2978t-
CO₂/千㎥）

-0.009t-CO₂
/千㎥

順調

順調

2
県有施設ZEB化の検討
(土木建築部施設建築課)

―

県有施設ZEB化検討施設数（累計）
　県有建築物の設計する際に、ZEB（ネット・ゼ
ロエネルギー・ビル）化への検討を3施設におい
て実施した。

３施設（５
施設）

3施設 順調

実績 進捗状況

○温室効果ガスの排出削減の推進

1
地球温暖化対策事業
(環境部環境再生課)

3,438

沖縄県地球温暖化対策実行計画協議会
の開催数（累計）

　協議会を開催し、第2次沖縄県地球温暖化対策
実行計画の進捗管理を実施した。また、県民環
境フェアを開催するとともにラジオCMの放送、
地球温暖化防止活動推進員を活用した啓発活動
を実施した。１回（４

回）
1回

施策の方
向

・地球温暖化防止に向けて、産業部門、民生部門、運輸部門ごとの具体的な取組を促進するとともに、官公庁施設におけ
るエネルギーの効率的な利活用等を推進し、温室効果ガスの排出削減に取り組みます。

・産業部門については、製造業・建設業分野における省エネルギー対策の推進のため、太陽光発電の無償設置等に関する
サービス「PPA（Power Purchase Agreement）モデル」や省エネ型機器の普及促進に向けた助言・指導等に取り組みま
す。

・民生部門については、建物の断熱性能等の向上、高効率設備システムの導入、PPAを含む再生可能エネルギー導入等に
より、年間一次エネルギー消費量収支ゼロを目指した建物（ZEH・ZEB）の普及促進等に取り組みます。

・運輸部門については、自家用車、路線バス、タクシー、トラック等への電気自動車（EV）・燃料電池自動車（FCV）な
ど次世代自動車の普及促進、基幹バスシステム導入等の交通需要マネジメント（TDM）施策の推進、鉄軌道を含む新たな
公共交通システムと地域を結ぶ利便性の高い公共交通ネットワークの構築に向けた取組推進、公共交通の利用促進、航空
灯火のLED化や陸上電力供給による船舶のアイドリングストップなど脱炭素化に配慮した空港・港湾機能の高度化等を推
進するとともに、航空機・船舶の脱炭素化についても国と連携して取り組みます。

・気候変動によって現在生じている影響及び将来予測される被害の防止・軽減を図るため、防災、健康被害の予防、農林
水産業の対策支援、生物多様性の保全など、あらゆる観点から気候変動適応策を推進します。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－ア 脱炭素島しょ社会の実現に向けたエネルギー施策の推進

施策 １－（１）－ア－② 脱炭素化に向けた取組の促進
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様式２（施策）

12

脱炭素化に配慮した港湾
機能の高度化（陸上電力
供給施設の整備等）
(土木建築部港湾課)

26,818

港湾機能の高度化検討に着手した港湾
数（県管理港湾） 　運天港、金武湾港、中城湾港において、港湾

脱炭素化推進協議会を通して、船舶を利用して
いる事業者に対して、陸上電源や船舶の運航情
報等をヒアリングした。

－ 現状把握 順調

11

カーボンニュートラル
ポート（CNP）形成計画の
策定
(土木建築部港湾課)

26,818

CNP形成計画を策定した港湾数（県管
理港湾）

　運天港、金武湾港、中城湾港において、港湾
脱炭素化推進計画策定に向けた検討を進めると
ともに、協議会に検討内容を諮り協議すること
で、策定に向けた進捗が図られた。

３港湾
0港湾(3港湾
で6割進捗)

やや遅れ

10
航空灯火の改修
(土木建築部空港課)

9,317

航空灯火のLED化率

　粟国空港において航空灯火LED化更新の実施設
計業務を行った。

32％ 23％ やや遅れ

9

公共交通利用促進広報
（シームレスな陸上交通
体系構築事業）
(企画部交通政策課)

78,318

公共交通利用促進イベントの開回催数
（累計）

　令和５年６月より、かなえ！夢バス図画コン
クールを開催し、９月にバス事業者主催のイベ
ント「バスフェスタ」２件について後援し、令
和５年11月に天久小学校で「親子で学ぼう！バ
スの乗り方教室」を実施した。１回（２

回）
4回 順調

8

鉄軌道を含む新たな公共
交通システムの導入促進
事業（講演会・体験学習
等啓発イベント）
(企画部交通政策課)

56,001

講演会・各種啓発イベント等の開催回
数（累計） 　機運醸成に係る取組として、中・高校生向け

鉄軌道導入効果体験（1回）、小学生向けワーク
ショップ（2回）、鉄軌道講演会（1回）、鉄軌
道PRパネル展示（3回）を行った。

３回（６
回）

7回 順調

○運輸部門の脱炭素化に向けた取組

7

鉄軌道を含む新たな公共
交通システムの導入に向
けた取組
(企画部交通政策課)

56,001

国への要請回数（累計）
　沖縄鉄軌道の事業化に向けた要請を令和５年
７月、8月、9月の計3回実施した。また、九州知
事会を通じて国に対して2回の要望を行った。

１回（２
回）

5回 順調

6
蒸暑地域住宅の普及啓発
(土木建築部住宅課)

4,838

住まいの情報展（パネル展示）の開催
回数（累計） 　①住まいの総合相談窓口設置・パネルディス

カッション・パネル展開催 
②住宅施策に関する周知動画作成

１回（２
回）

1回（2回） 順調

○民生部門の脱炭素化に向けた取組

5
民生部門における普及啓
発活動
(環境部環境再生課)

2,345

普及啓発活動の実施回数（累計） 　沖縄県地球温暖化防止活動推進センターとの
連携や沖縄県地球温暖化防止活動推進員の活動
促進を図り、民生部門における脱炭素化に向け
た普及啓発を行った。（活動実績：60回）

50回（100
回）

60回 順調
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

6.6

担当部課名 環境部環境再生課

達成状況の説明

　直近の情報である令和３年度の一人当たりの二酸化炭素排出量は、前年度に引き続き減少しており、その主な要因は新型コロナウ
イルス感染症による経済縮小の影響が継続していたことによると考えられる。引き続き二酸化炭素排出量の削減を図る必要がある。

―

6.6 111.1%
目標達成の

見込み

R2年度 R3年度

計画値

7.5 7.1

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

一人当たりの二酸化炭素排出量
t-CO₂/

人
8

7.1 7

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○気候変動適応策の総合的かつ計画的な推進

13
気候変動適応策推進業務
(環境部環境再生課)

6,488

適応策に係る協議会等への参加・開催
数（累計） 　国が主催する関連会議へ出席して情報収集を

行った。また、沖縄県気候変動適応計画に基づ
く適応策を推進し、気候変動に係る普及啓発を
行った。

２回（４
回）

7回 順調
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）
 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・下水道事業（省エネルギー化）については、下水道施設では、放流水質を維持する必要があることから、設備の過度な運転抑制に
よる電力使用量の削減は困難である。　また、施設改築にあたっては、省エネルギー設備の導入を検討する必要がある。
・気候変動適応策推進業務については、気候変動に関する情報の収集、整理、分析、提供等を行う拠点として沖縄県気候変動適応セ
ンターを確保する必要がある。
②他の実施主体の状況
・下水道事業（省エネルギー化）については、雨天時に汚水管渠へ不明水が流入することで、県の下水道施設への流入水量が増加
し、電力使用量が増加する。
・鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入に向けた取組については、鉄軌道の持続的な運営を可能とするためには、全国新幹線
鉄道整備法を参考とした特例制度（上下分離方式）の創設が不可欠であり、国との調整が必要となっている。また、鉄軌道導入にあ
たり、国から課題とされている費用便益比について、精緻化した結果、１を超えるケースを確認した。当該結果を踏まえつつ、更な
る深度化を図りながら、国との協議を進めていく必要がある。
③他地域等との比較
・地球温暖化対策事業については、地理・地形的に火力発電に頼らざるを得ない電源構成であること、民生部門、運輸部門の二酸化
炭素排出割合が高いなど、他都道府県とは異なる本県の特性を考慮した地球温暖化対策の検討・推進が求められる。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・地球温暖化対策事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済規模の縮小し、活動量が低下した状況が継続した
ことから、一人当たりの二酸化炭素排出量の数値が引き続き低い数値となっている。
・県有施設ZEB化の検討については、第六次エネルギー基本計画において、2030年度以降に新築される建築物について、ZEB基準の水
準の省エネルギー性能の確保を目指すことが示されている。
・産業部門における省エネルギー対策の推進については、国が中心となって推進しているデコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮
らしを創る国民運動）の趣旨を踏まえつつ、普及啓発を推進する必要がある。
・民生部門における普及啓発活動については、国が中心となって推進しているデコ活の趣旨を踏まえつつ、普及啓発を推進する必要
がある。
・カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画の策定については、全国的に脱炭素化の取組が進められ行く中で、制度整備や新技
術の開発の取組も大きく進捗しているため、動向を確認していく必要がある。
・脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化（陸上電力供給施設の整備等）については、全国的に脱炭素化の取組が進められ行く中で、
制度整備や新技術の開発の取組も大きく進捗しているため、動向を確認していく必要がある。
・気候変動適応策推進業務については、沖縄県気候変動適応計画（令和3年３月）の策定後、国において「気候変動適応計画」や
「気候変動適応に関する広域アクションプラン」が策定されており、これらを踏まえ適応策の推進強化を図る必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・蒸暑地域住宅の普及啓発については、子どもや子育て世代などが住情報に関心を持ってもらうには、パネルディスカッションや住
まいの情報展の内容をいかに工夫していくことが課題である。また、パネルディスカッションと住情報展が分散して配置されてお
り、より多くの県民に住情報を提供していくには効率的ではない。
・鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入促進事業（講演会・体験学習等啓発イベント）については、鉄軌道導入に向けた県民
の機運醸成について、より効果的な手法について引き続き検討する必要がある。
・公共交通利用促進広報（シームレスな陸上交通体系構築事業）については、メディアを活用した広報やイベントの実施等により公
共交通への関心は高まったものの、より効果的に自家用車から公共交通への転換を促す広報を引き続き実施する必要がある。
・航空灯火の改修については、2030年までにＬＥＤ化導入率１００％の達成には、LED化計画後半年度に工事が集中しないよう平準
化を行い、事業を推進する。関係者間調整を速やかに進める必要がある。

[成果指標]
⑫社会経済情勢
・一人当たりの二酸化炭素排出量については、新型コロナウイルス感染症の影響により経済規模が縮小し、活動量が低下、消費エネ
ルギーが減少した状況が続いていたことにより、一人当たりの二酸化炭素排出量の数値が減少している。
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・下水道事業（省エネルギー化）については、下水道施設で、省エネ啓蒙活動に関する内容を掲示するとともに、施設の契約電力管
理や中央監視による運転管理の効率化を図る。また、設備改築に当たっては省エネルギー設備の導入を推進する。
②連携の強化・改善
・地球温暖化対策事業については、地球温暖化防止活動推進員のスキルアップを図るとともに、普及啓発を実施する。
・県有施設ZEB化の検討については、公共建築物の省エネに関する情報の蓄積、施設管理者への働きかけを行う。また、ZEB化への検
討を継続して実施することで、その情報を蓄積し、類似施設等の計画に活用する。
・下水道事業（省エネルギー化）については、雨天時に汚水管渠に流入する不明水について、流域関連公共下水道と連携して、「不
明水対策連絡会議」を開催し、不明水の流入抑制に努める。
・産業部門における省エネルギー対策の推進については、デコ活の趣旨を踏まえ、沖縄県地球温暖化防止活動推進センターやおきな
わアジェンダ２１県民会議などの関係機関と連携した普及啓発を推進する。
・民生部門における普及啓発活動については、デコ活の趣旨を踏まえ、沖縄県地球温暖化防止活動推進センターや沖縄県地球温暖化
防止活動推進員などと連携した普及啓発を推進する。
・鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入に向けた取組については、特例制度の創設に向け、引き続き国への要請・調整を行
う。
・気候変動適応策推進業務については、センター機能を確保するため、有識者や関係者から各分野ごとに必要な助言を受ける体制を
構築するなど、連携の強化を行う。
③他地域等事例を参考とした改善
・脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化（陸上電力供給施設の整備等）については、全国的に脱炭素化の取組が大きく進捗している
が、検討中の制度や、未開発な技術もあることから、これらを踏まえ、港湾機能高度化の取組においても、短期・中長期の計画を検
討する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・地球温暖化対策事業については、第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画（改定版）に基づき、幅広く情報収集を行いながら、緩和
策と適応策を車の両輪として推進する。
・蒸暑地域住宅の普及啓発については、パネルディスカッションや住情報展を集中して配置していくことで、より多くの県民に住情
報を提供していく。
・鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入に向けた取組については、費用便益比向上が見込まれる新たな便益項目の候補の洗い
出しを行うとともに、費用便益比向上が見込まれる既存の便益項目について、有識者からも様々な助言を得ながら深度化を図る。
⑤情報発信等の強化・改善
・産業部門における省エネルギー対策の推進については、デコ活の趣旨を踏まえ、令和４年度に立ち上げた「沖縄県の気候変動適応
情報」ウェブサイトにおける緩和策の情報発信の充実を図る。
・民生部門における普及啓発活動については、デコ活の趣旨を踏まえ、令和４年度に立ち上げた「沖縄県の気候変動適応情報」ウェ
ブサイトにおける緩和策や適応策の情報発信の充実を図る。
・蒸暑地域住宅の普及啓発については、子どもや子育て世代も参加しやすいイベントを計画するなど新たな取り組みにより改善を図
る。
・気候変動適応策推進業務については、デコ活の趣旨を踏まえ、令和４年度に立ち上げた「沖縄県の気候変動適応情報」のウェブサ
イトにおける適応策の情報発信の充実を図る。
⑥変化に対応した取組の改善
・カーボンニュートラルポート（CNP）形成計画の策定については、全国的に脱炭素化の取組が大きく進捗しているが、検討中の制
度や、未開発な技術もあることから、これらを踏まえ、港湾脱炭素化推進計画の中で、短期・中長期の計画を検討する。
・気候変動適応策推進業務については、沖縄県気候変動適応計画の進捗管理を行いながら、同計画の中間見直し時期等において更な
る対策の強化を図ることができるよう、引続き国が主催する関連会議へ出席して情報収集を行う。
⑦取組の時期・対象の改善
・公共交通利用促進広報（シームレスな陸上交通体系構築事業）については、公共交通の利用促進をよびかけるにあたっては、引き
続き対象者（自家用車の有無、年齢等）に応じた取組（内容、時期）を検討する。
・航空灯火の改修については、灯火更新に係る、各種手続きを早期に行い、年度内で完了できるよう余裕のある工期設定に取り組
む。また工事着手後は関係者間調整を密に行い、工事を円滑に進める。
⑧その他
・鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入促進事業（講演会・体験学習等啓発イベント）については、鉄軌道導入に向けた県民
の機運醸成について、より効果的な手法を引き続き検討する。

[成果指標]
・一人当たりの二酸化炭素排出量については、令和４年度に改定した第２次沖縄県地球温暖化対策実行計画に基づき、計150の施策
を全庁体制で推進していく。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
環境に配慮した持続可能
な農業の推進
(農林水産部営農支援課)

52,252

エコファーマー認定会議等の開催数
（累計） 　エコファーマーや特別栽培農産物認証などの

環境保全型農業について、イベント等で普及啓
発活動を行った。

５回（10
回）

5回 順調

3
造林事業
(農林水産部森林管理課)

292,797

実施箇所数（累計）

　無立木地への造林や複層林整備を25箇所実施
した。

30箇所（60
箇所）

25箇所 概ね順調

順調

○吸収源対策に係る取組

2
ブルーカーボンに関する
情報収集
(環境部環境再生課)

―

情報収集結果の整理・公表件数（累
計）

　ブルーカーボンに係る情報収集を行い、ブ
ルーカーボン及びブルーカーボン生態系の特
徴、ブルーカーボンによる吸収量、県内の取組
事例、ブルーカーボン生態系の保全について整
理し、沖縄県のホームページに掲載した。１件（２

件）
1件 順調

実績 進捗状況

○沖縄県CO₂吸収量認証制度の推進

1
沖縄県CO₂吸収量認証制度
の普及啓発
(環境部環境再生課)

1,947

CO₂吸収量認証の件数（累計）
　制度説明会を１回開催し普及啓発に取り組ん
だ。また、CO2吸収量審査を開催し、５件の緑化
活動によるCO2吸収量を認証した。

２件（27
件）

5件(32件)

施策の方
向

・吸収源対策については、緑化活動によって育まれる森林や植栽地の二酸化炭素吸収量を本県が認証する「沖縄県CO₂吸
収量認証制度」を推進するとともに、県民、企業、市町村、関係団体など多様な主体によるカーボンオフセットの活用を
促進します。

・循環型林業を推進し、森林整備による森林の炭素固定能力の向上や木材利用促進による吸収源対策に努めるとともに、
環境保全型農業の推進による農地土壌における吸収源対策、海域等のブルーカーボンに関する知見の蓄積など、各種吸収
源対策に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－ア 脱炭素島しょ社会の実現に向けたエネルギー施策の推進

施策 １－（１）－ア－③ 二酸化炭素の吸収源対策の推進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・環境に配慮した持続可能な農業の推進については、○出荷団体等や生産者に対して、特栽マニュアルの勉強会や実証圃場での現地
検討会を行う。
②連携の強化・改善
・造林事業については、引き続き、緊密な連絡調整や林業研究会等を通して、市町村への技術的な助言・指導等を行う。
⑤情報発信等の強化・改善
・沖縄県CO₂吸収量認証制度の普及啓発については、沖縄県CO2吸収量認証制度を広く活用してもらうために、制度説明会等を通じて
周知を図っていく。
⑥変化に対応した取組の改善
・ブルーカーボンに関する情報収集については、引き続き情報収集を行い、収集した情報を整理し、沖縄県ホームページ内のブルー
カーボンのページに掲載し、情報発信していく。
・造林事業については、森林資源の利活用と環境保全の両立を図る循環型施業が実現できるよう、早生樹種の造林指針作成に資する
ための継続的な調査を行う。

[成果指標]
・県が認証した二酸化炭素吸収量（累計）については、二酸化炭素の吸収源対策を推進するため、県内の多くの企業等にインセン
ティブを与え、積極的に緑化活動に取り組んでもらうよう、引き続き、制度の普及啓発に務める。

2,132

担当部課名 環境部環境再生課

達成状況の説明

　沖縄県CO2吸収量認証制度において、令和5年度は見込んでいたよりも多くの申請があったため、目標値を達成することができた。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・環境に配慮した持続可能な農業の推進については、○制度の認知度向上や確立した栽培技術の普及を図る必要がある。
②他の実施主体の状況
・造林事業については、事業主体である市町村において、林業を専門とする技術職員がいないことから、継続した技術的助言・指導
等が必要である。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・沖縄県CO₂吸収量認証制度の普及啓発については、企業等において二酸化炭素の吸収源対策やカーボン・オフセットに関する意識
が高まっている。
・ブルーカーボンに関する情報収集については、ブルーカーボンについては、世界的にも研究が進み、理解が深まりつつある。我が
国としては初めて、ブルーカーボン生態系の一つであるマングローブ林による吸収量を算定した。
・造林事業については、林業の中核的な地域であるやんばる３村（国頭村、大宜味村、東村）は、令和３年度に世界自然遺産へ登録
されたことから、貴重な自然環境に配慮した森林施業を推進する必要がある。

[成果指標]
③周知・啓発の効果
・県が認証した二酸化炭素吸収量（累計）については、沖縄県CO2吸収量認証制度の制度説明会の開催等によって周知を図ったこと
が、目標値の達成に寄与した。

―

2,132 370.0% 目標達成
計画値

2,092 2,112

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

県が認証した二酸化炭素吸収量（累
計）

t-CO₂ 2,072

2,158 2,220

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
市町村産廃対策支援事業
(環境部環境整備課)

1,500

補助事業採択件数（累計）
　市町村が実施する産廃施設周辺の環境調査や
不法投棄防止事業に要する経費に対し補助金を
交付した。

３件（６
件）

2件 やや遅れ

○廃棄物排出抑制及び適正処理の啓発

3
ごみ減量化推進事業
(環境部環境整備課)

2,172

ごみ減量に関する啓発活動の実施数
（累計） 　環境月間等のイベントでごみ減量やリサイク

ルに関するパネル展開催及びレジ袋辞退率調
査、環境教育を合計５回実施し、県民に対する
普及啓発を行った。

２回（４
回）

5回 順調

順調

2
産業廃棄物発生抑制・リ
サイクル等推進事業
(環境部環境整備課)

10,562

補助事業採択件数（累計） 　産業廃棄物の発生抑制等、離島産廃の適正処
理を推進するため、産業廃棄物の排出事業者や
処理業者等が実施する施設・設備の整備を公
募・選定の上、補助金を交付した。

１件（２
件）

1件 順調

実績 進捗状況

○廃棄物３Rの推進

1
島しょ型資源循環社会構
築事業
(環境部環境整備課)

45,373

モデル事業選定 　令和４年度の調査結果等を活用し、リサイク
ル体制構築に向けた５つの資源循環モデル事業
案を作成した。検討委員会において、モデル事
業案を比較検討し、令和６年度に優先的に取り
組むモデル事業案を２つ選定した。

１件 2件

施策の方
向

・汚水処理の過程で発生する汚泥やバイオガス等を再資源化するなど、様々な手法による効率的な再生利用を推進しま
す。

・良好な水環境の構築に向けては、下水処理水を高度処理した再生水及び雨水の利用促進を図るなど地域の実情に応じた
水資源の有効利用に取り組みます。

・本県は、狭あいな島しょ性により環境負荷に脆弱な特性を有していることから、廃棄物の３Ｒを積極的に推進します。
第１に発生抑制（Reduce）、第２に再使用（Reuse）、第３に再生利用（Recycle）の３Ｒに加え、第４に熱回収、第５に
適正処分を処理の優先順位として、循環型社会の形成に向けて取り組みます。

・廃棄物の減量化や再利用ができる環境の構築に向けて、廃棄物の実態把握に基づき、一般廃棄物については市町村との
連携により、また、産業廃棄物については産業廃棄物税の活用等により、効果的な排出抑制、廃棄物の処理に関する啓発
に取り組みます。

・食品廃棄物のリサイクルを推進し、生産、加工・製造、小売における持続可能な資源循環のモデルとされる食品リサイ
クルループの促進に取り組みます。

・ゆいくる材等の県産リサイクル製品の積極的な利用の促進、環境配慮型製品の開発の推進、食品工場の残渣等のコンポ
スト化など、環境負荷の低減に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－イ 社会生活における資源循環の推進

施策 １－（１）－イ－① ３Ｒの推進と環境負荷の低減化
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様式２（施策）

11
再生水の有効利用
(土木建築部下水道課)

9,773

再生水利用施設数（内訳）

　「再生水利用促進連絡会」を開催した。新た
な供給先として2施設増えた。68施設（新

規１施設、
継続67施

設、累計68
施設）

69施設 順調

10
消化ガスの有効利用
(土木建築部下水道課)

6,417,214

消化ガス発生量（累計）

　県と市町村の処理場において、汚泥処理の過
程で発生する消化ガスの有効利用を図った。

61.94千㎥
（12,449.57

千㎥）

336千㎥ 
(12,662千

㎥)
順調

○汚水処理における再生利用の推進

9
下水汚泥の有効利用
(土木建築部下水道課)

6,417,214

汚泥発生量（累計）

　県と市町村の処理場において、汚水処理の過
程で発生する汚泥を肥料や土壌改良剤として緑
農地還元し、有効利用を図った。

227.46トン
（45,720.00

トン）

219.00トン
（45,479.00

トン）
順調

○県産リサイクル製品の積極的な利用の促進

8

建設リサイクル資材認定
制度（ゆいくる）活用事
業
(土木建築部技術・建設業
課)

29,248

ゆいくる材認定資材数（内訳）
　建設リサイクル資材製造業者からの申請を受
け、評価委員会を開催した。そのほか499資材の
品質を工場等にて確認し、関係者対象へ研修の
開催等、同制度の普及を図った。

567資材（継
続567資材）

508資材 概ね順調

7

食品リサイクル法の普及
啓発
(農林水産部流通・加工推
進課)

0

普及啓発用リーフレットの作成数（累
計）

　食品リサイクル法を普及するために普及啓発
用リーフレットを食品製造業者へ送付した。

300枚（600
枚）

282枚 順調

○食品リサイクルの促進

6
家庭系食品廃棄物発生量
の調査
(環境部環境整備課)

1,320

家庭系食品廃棄物削減に向けた市町村
への説明実施回数（累計） 　糸満市の処分場においてごみ袋を開封し、一

般家庭から排出される食品廃棄物の内訳や重量
を把握する組成調査を実施した。

１回 1回 順調

5

排出事業者及び産業廃棄
物処理業者に対する研修
会等の開催
(環境部環境整備課)

1,802

研修会開催回数（累計） 　産廃処理業者、排出事業者、医療機関向けに
産廃の適正処理の研修会（産廃処理業者は専門
的な内容）は北、中、南、宮、八で計５回、電
子マニフェスト操作説明会は本島２回・宮古島
１回の計３回の合計８回開催した。５回（10

回）
8回 順調
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

担当部課名 環境部環境整備課

達成状況の説明

　・一般廃棄物のリサイクル率は15.9%で令和5年度の計画値は達成できていない。 
・産業廃棄物のリサイクル率について、令和２年頃から食料品製造業の出荷額等が減小しており、それに伴い再生利用率が高い動植
物性残さの排出量も減小したことが目標未達成の要因の一つと推測される。なお、目標値（R６年度50.6％）については、沖縄県廃
棄物処理計画（第五期）の目標値（R７年度51.0％）から計算して設定した。

50.6 未達成
達成に努め

るR3年度 R3年度

計画値

50.9 50.8 50.6

一般廃棄物及び産業廃棄物のリサイ
クル率 

（産業廃棄物のリサイクル率）
％ 51.1

45.2 45.2 ―

達成率 達成状況
R4 R5 R6 R6年度

20.8

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

―

20.8 未達成
達成に努め

る

R3年度 R4年度

計画値

18 19.4

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

一般廃棄物及び産業廃棄物のリサイ
クル率（一般廃棄物のリサイクル

率）
％ 16.6

15.8 15.9

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○水資源の有効利用

12
雨水等の有効利用の促進
(企画部地域・離島課)

699

リーフレット等の配布数（累計）
　県HPにおいて、雨水利用のリーフレット及び
雨水利用の手引きを掲載、配布した。また、小
学校4年生向けの「私たちと水」の副読本を作
成、県内全小学校へ配布し、水の有効活用の普
及啓発を行った。

18,900部
（37,800

部）
17,903部 順調
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）
 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・産業廃棄物発生抑制・リサイクル等推進事業については、施設・設備の整備前に設置許可に係る事前協議が必要な場合、半年程度
の期間を要することから、当年度の着手では年度内の事業完了が困難である。
・排出事業者及び産業廃棄物処理業者に対する研修会等の開催については、産廃処理業者の研修会については、法改正の解説及び近
年の廃棄物処理の動向を踏まえた内容とし、参加者アンケートを参考にブラッシュアップする。また、研修会の開催時期については
年末や年度末ではなく、参加者が多く集まりやすい年度の早い時期に実施する。
・下水汚泥の有効利用については、県の処理場の下水汚泥は、肥料や土壌改良剤として全量が緑農地還元されている。下水道の整備
推進による流入汚水量の増加に備え、汚水処理能力確保に努めるなど、下水汚泥の安定的な有効利用環境を整えた。
・再生水の有効利用については、県那覇浄化センターの再生水設備は、供用開始から20年以上経過しており、機械・電気設備の耐用
年数経過に伴い、順次更新が必要となっている。
②他の実施主体の状況
・島しょ型資源循環社会構築事業については、県内の多くの市町村で資源ごみであるプラスチック（ペットボトルを除く。）、バイ
オマス（主に厨芥類）は分別収集されておらず、燃えるごみとして処理されており、リサイクルが推進されていない。
・市町村産廃対策支援事業については、当事業を開始した平成19年度以降、応募市町村が減少傾向にあるため、今後、当事業の効果
的な実施が困難となる可能性がある。
・家庭系食品廃棄物発生量の調査については、市町村における食品廃棄物発生量調査の実施およびそれぞれの地域における原因や改
善方法等の検討が推進されるよう、効果的な周知啓発資料の内容について検討し、適宜更新する必要がある。
・下水汚泥の有効利用については、市町村の処理場においても、肥料や土壌改良剤としてほぼ全量が緑農地還元により有効利用され
ている。
③他地域等との比較
・ごみ減量化推進事業については、県民へ効果的に周知啓発を行うために、周知啓発用資料の内容について検討し、適宜更新する必
要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・食品リサイクル法の普及啓発については、県内の食品製造業者へ食品リサイクル法を認知させるため、引き続き普及啓発に取り組
む必要がある。
・建設リサイクル資材認定制度（ゆいくる）活用事業については、廃棄物の有効利用が図られており、取組の効果が現れているが、
工場閉鎖などの理由により認定廃止届があった。
・雨水等の有効利用の促進については、平成25年度から継続して普及啓発資料の配付を行っているものの、設置費用などのコストも
かかることから、容易ではない。雨水の利用方法及び経費削減効果等を示しながら、当該取り組みを行う必要がある。
⑤県民ニーズの変化
・再生水の有効利用については、新規施設だけでなく、既存施設への更なる利用促進を働きかける必要がある。また、再生水利用可
能地域内で、再生水利用を計画している施設等があり、県と那覇市は利用者のスケジュールを踏まえた施設整備が必要となる。
⑥他地域等の動向
・消化ガスの有効利用については、下水道の整備推進による流入汚水量の増加に合わせて消化ガス発生量も増加する。
・雨水等の有効利用の促進については、本県は、循環型社会を構築する必要があり、雨水の有効活用が求められているが、沖縄本島
では永く給水制限等を経験していないため、一般県民の節水や雨水利用等への関心は、低いと思われる。

　改善余地の検証等
⑦その他
・雨水等の有効利用の促進については、令和5年度は、近年希に見る少雨傾向が続き、節水の呼びかけや、渇水対策に取り組んでき
た。今後もこのような事象が勘案されるため、雨水等の利用について県民の関心を高め、利用促進させる必要がある。

[成果指標]
⑥その他個別要因
・一般廃棄物及び産業廃棄物のリサイクル率については、産業廃棄物について、これまで排出量全体の約14%を占めかつ再生利用率
が比較的高い品目である「動植物性残さ」の排出量が半減している影響があると推察される。 
 

⑩他の事業主体の取組遅れ等
・一般廃棄物及び産業廃棄物のリサイクル率については、ごみ処理の主体である市町村において、リサイクルの取組が遅れている。
プラスチック製容器包装の分別収集に取り組んでいる市町村数は４市町村と少なく、多くの市町村で燃えるごみとして処理されてい
ることが影響していると推察される。
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・排出事業者及び産業廃棄物処理業者に対する研修会等の開催については、引き続き、優良産廃処理業者認定事業者を講師に招き、
認定のメリットや事業活動の紹介を研修項目に盛込み、また法改正のあった事項を織り交ぜて説明することにより、参加者の意識を
高揚させる内容とする。また、近年の行政処分の事例から、令和４年度から医療機関に対する研修会を追加しており、引き続き、研
修会において排出者責任の重大さや適正処理の手法等を説明する。また、開催時期についても考慮する。
・下水汚泥の有効利用については、下水道の整備推進による流入汚水量の増加に備え、処理場の処理能力の確保に努めるなど、下水
汚泥の安定的な有効利用環境を整える。
・再生水の有効利用については、安定した再生水の供給を実施するために、施設の適切な維持管理や、計画的な施設改築を実施す
る。
②連携の強化・改善
・島しょ型資源循環社会構築事業については、一般廃棄物のリサイクル率を向上させるため、本事業における検討委員会等を通じ
て、資源循環モデル事業に係る水平展開の手法等を検討し、市町村における資源ごみの分別収集の取り組みを促進する。
・下水汚泥の有効利用については、県と市町村が連携して、下水汚泥の有効利用を推進する。
・消化ガスの有効利用については、県と市町村が連携して、消化ガスの有効利用に関する手法について情報交換し、さらなる活用に
向けた取組を強化する。
・再生水の有効利用については、「再生水利用促進連絡会」を開催し、再生水利用を計画している施設に関する情報共有を行うな
ど、新たな供給先の発掘等を行い、利用促進を図る。また、再生水利用を計画している施設整備のスケジュールに合わせて、供給設
備整備を実施する。
③他地域等事例を参考とした改善
・ごみ減量化推進事業については、他府県の取組等も参考にしながら、県民に対し、ごみ減量やリサイクル等の取組について効果的
に周知啓発が行えるよう改善する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・島しょ型資源循環社会構築事業については、引き続き、本県に適したリサイクル手法等を検討するとともに、作成した資源循環モ
デル事業案について、リサイクル率の向上、実現可能性、波及性の観点から選定した対象地域においてモデル事業の実証を行う。
・消化ガスの有効利用については、安定的な消化ガス供給に当たり、施設の整備や適切な維持管理を実施する。
⑤情報発信等の強化・改善
・産業廃棄物発生抑制・リサイクル等推進事業については、施設・設備の整備前に設置許可に係る事前協議が必要な場合、半年程度
の期間を要することから、事業者に対し、早めに関係機関に必要な手続きにいて相談するよう、引き続き周知を行う。
・市町村産廃対策支援事業については、引き続き、県HPや市町村が参加する会議等で当事業の周知を行う。
・食品リサイクル法の普及啓発については、県内の食品製造業者に対し、普及啓発の方法を工夫する。
・建設リサイクル資材認定制度（ゆいくる）活用事業については、ゆいくる材の新規認定資材の拡大のため、引き続き公共工事にお
けるゆいくる材の利用促進を図るとともに、情報発信等に取り組む。
・雨水等の有効利用の促進については、引き続き学校施設等建築時の説明会や子ども向け自由研究等のイベント、自然環境保全等を
テーマとしたシンポジウム等での雨水有効利用チラシの配布等、周知活動を行う。
⑦取組の時期・対象の改善
・市町村産廃対策支援事業については、引き続き、市町村の要望について調査するとともに、必要に応じ補助対象事業の見直しを検
討する。
・家庭系食品廃棄物発生量の調査については、市町村への働きかけだけでなく県民向けにも効果的な周知啓発が行えるよう取組内容
の改善を図る。

[成果指標]
・一般廃棄物及び産業廃棄物のリサイクル率については、一般廃棄物の処理を担う市町村において取組が進んでいない品目（プラス
チック製容器包装等）のリサイクルに対する課題の把握に努め、各課題に応じた対応の検討や市町村への情報提供、普及啓発を行う
必要がある。 
・産業廃棄物の適正処理に関する環境教育を実施する等リサイクルについて普及啓発に取り組んでいく。

28



様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

26

―

26 100% 目標達成
計画値

26 26

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

広域的処理を行う市町村数及びあわ
せ処理を行う市町村数(広域的処理

を行う市町村数)
市町村 26

26 26

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○海洋ごみの処理体制整備促進

4
海岸漂着物等地域対策推
進事業
(環境部環境整備課)

283,605

市町村への補助金活用の説明回数（累
計） 　令和５年５月25日の市町村向け会議において

補助金活用の説明を実施、令和５年７月10日に
令和６年度の補助金要望額調査と併せ未実施の
市町村に対し補助金活用の検討を促した。

２回（４
回）

2回 順調

3

公共関与による産業廃棄
物管理型最終処分場を活
用した環境教育の実施
(環境部環境整備課)

4,950

講習会開催回数（累計）

　講習会等を10回行うとともに普及啓発動画の
視聴を呼びかけ、延べ819名が参加した。

20回（25
回）

10回 大幅遅れ

順調

○公共関与最終処分場を活用した廃棄物適正処理の推進

2

公共関与最終処分場周辺
地域における協議会の開
催
(環境部環境整備課)

11,945

開催回数（累計）

　会議を５回開催し、地域振興事業について協
議した。

４回（８
回）

5回 順調

実績 進捗状況

○廃棄物の適正かつ効率的な処理体制構築

1
ごみ処理の広域化とあわ
せ処理の促進
(環境部環境整備課)

―

市町村説明会等開催数（累計） 　市町村廃棄物主管課長及び一部事務組合事務
局長会議を開催し、市町村等の職員に対して、
ごみ処理の広域化とあわせ処理の推進に向けた
説明を行った。１回（２

回）
1回

施策の方
向

・数多くの島々からなる本県の島しょ性は廃棄物処理コストが高くなる構造を抱えていることから、複数市町村間での処
理の広域化、産業廃棄物のあわせ処理など、発生した廃棄物等を適正かつ効率的に処理する体制構築に取り組みます。

・民間の産業廃棄物管理型最終処分場の残余容量が限られていることから、県内の安定的な処理体制を確保するため、公
共関与による産業廃棄物管理型最終処分場の適正な運営及び同処分場を活用した廃棄物の適正処理の促進に取り組みま
す。

・海洋ごみについては、効率的な回収体制の構築、継続的な回収処理の実施、回収されたごみの再資源化に向けた研究開
発・実用化等に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－イ 社会生活における資源循環の推進

施策 １－（１）－イ－② 効率的な廃棄物処理体制の推進
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

担当部課名 環境部環境整備課

達成状況の説明

　・広域的処理を行う市町村数は、実績値が26市町村となっており、令和５年度の計画値を達成できた。 
・あわせ処理を行う市町村数は、実績値が４市町村となっており、令和５年度の計画値を達成できた

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場を活用した環境教育の実施については、より多くの方が参加する方法を検討する必要
がある。
・海岸漂着物等地域対策推進事業については、市町村における事業実施の検討に資するよう周知啓発用資料の内容について検討し、
適宜更新を行う必要がある。
②他の実施主体の状況
・ごみ処理の広域化とあわせ処理の促進については、各市町村及び一部事務組合が所有する焼却施設の更新時期を見据え、ごみ処理
の広域化に取り組む必要があることから、ごみ処理広域化の主体となる市町村と各施設の更新時期に係る情報共有を図る必要があ
る。また、市町村が所有する廃棄物処理施設は、環境省の補助金を活用して整備しているものが多く、あわせ処理を行う場合は、市
町村が目的外使用の財産処分に関する申請を行い、環境省の承認を受ける必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・公共関与最終処分場周辺地域における協議会の開催については、台風の接近等により、協議会が開催できない場合がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・広域的処理を行う市町村数及びあわせ処理を行う市町村数については、広域的処理を行う市町村数について、令和５年度の計画値
を達成している状況にある。引き続き、令和６年度の目標達成に向けて取り組んで行く。また、あわせ処理を行う市町村数につい
て、令和５年度の計画値を達成しており、目標も達成している状況にある。引き続き、令和６年度の目標達成に向けて取り組んで行
く。

[主な取組]
①執行体制の改善
・海岸漂着物等地域対策推進事業については、海岸漂着物は、繰り返し際限なく漂着することから、引き続き、市町村に対し回収処
理への協力を呼びかけ、必要な予算の確保に努める。
②連携の強化・改善
・ごみ処理の広域化とあわせ処理の促進については、○引き続き、市町村廃棄物主管課長及び一部事務組合事務局長会議等におい
て、市町村及び一部事務組合の職員に対して、ごみ処理の広域化の推進に向けた説明を行い、関係者間における情報共有を図ってい
く。また、引き続き、市町村廃棄物主管課長及び一部事務組合事務局長会議等において、市町村及び一部事務組合の職員に対して、
あわせ処理の推進に向けた説明を行い、あわせ処理に係る手続等の周知を行っていく。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・公共関与による産業廃棄物管理型最終処分場を活用した環境教育の実施については、受託者の選定方法を一般競争入札からプロ
ポーザル公募に変え、多数の参加を促す効果的な提案を募る。
⑥変化に対応した取組の改善
・公共関与最終処分場周辺地域における協議会の開催については、台風の接近等により、対面での協議会が開催できない場合は、書
面またはリモートで開催する。

[成果指標]
・広域的処理を行う市町村数及びあわせ処理を行う市町村数については、広域的処理を行う市町村数について、引き続き、令和６年
度の目標達成に向けて取り組んで行く。 
・あわせ処理を行う市町村数について、引き続き、令和６年度の目標達成に向けて取り組んで行く。

3 300.0% 目標達成
計画値

2 2 3

広域的処理を行う市町村数及びあわ
せ処理を行う市町村数(あわせ処理

を行う市町村数)
市町村 1

4 4 ―

達成率 達成状況
R4 R5 R6 R6年度

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

30



様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○未利用食品を活用したフードバンクの取組の推進

4
災害備蓄食料の有効活用
(生活福祉部生活安全安心
課)

0

消費期限が残り１年を切る災害備蓄食
料の内、フードバンク等へ提供する食
料の割合 　災害備蓄食料、飲料水について、賞味期限が

残り１年を切る物資がなかったため、フードバ
ンク等へ提供する食料もなかった。

100％ 0％ 未着手

3

商慣習等見直し取組の促
進（食品流通段階での納
品期限３分の１ルールの
緩和等）
(生活福祉部生活安全安心
課)

0

商慣習見直し等に係る実務者会議・担
当者会議の開催回数（累計） 　実務者会議を３回、県民会議を１回開催し、

商慣習の見直しの取組に限定せず、効果的な食
品ロス削減の取組について各業界団体と協議を
行った。

３回（６
回）

4回（８回） 順調

順調

2

食品ロス削減月間（10
月）等の取組
(生活福祉部生活安全安心
課)

0

食品ロス削減月間におけるイベントの
実施回数（累計）

　県民や事業者の食品ロス削減に対する意識向
上のため、県立図書館でパネル展示、産業まつ
りにおいてポップを用いた普及啓発などの啓発
活動を２回を実施した。また、県庁内でフード
ドライブを１回実施した。２回（４

回）
3回（５回） 順調

実績 進捗状況

○サプライチェーン全体での食品ロス削減及び県民運動としての推進

1

家庭における食品ロス削
減の普及啓発の推進
(生活福祉部生活安全安心
課)

0

食品ロス問題を認知し削減に取り組む
県民の割合

　県民の食品ロス削減に対する意識向上のた
め、県立図書館やイベント、県内の学食・社食
等において普及啓発を実施した。また、ラジオ
番組で家庭で実践できる取組等について周知を
行った。

81.9％ 74％

施策の方
向

・食品ロスは、製造、物流、販売、消費など様々な段階で発生することから、サプライチェーン全体でその削減に取り組
む必要があるため、多様な主体が連携した県民運動として施策を推進します。

・未利用食品の効果的な活用に向けて、市町村・事業者等との関係機関と連携し、子どもの居場所や生活困窮者等への支
援等にもつながるフードバンクの取組を推進します。

関係部等 生活福祉部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－イ 社会生活における資源循環の推進

施策 １－（１）－イ－③ 食品ロス削減等の推進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・家庭における食品ロス削減の普及啓発の推進については、小売事業者と連携し、県民が日常的に訪れるスーパーなどの店舗で普及
啓発を実施する。
・商慣習等見直し取組の促進（食品流通段階での納品期限３分の１ルールの緩和等）については、県民会議及び実務者会議の構成員
となっている各業界団体の連携・協力の下、取組を実施する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・災害備蓄食料の有効活用については、災害備蓄物資の保管場所近隣に事務所のある団体や保管場所からの輸送が可能な団体など、
輸送費がかからない方法を検討する。
⑤情報発信等の強化・改善
・食品ロス削減月間（10月）等の取組については、街頭ビジョンなどのデジタルサイネージやテレビにおいて広報啓発を行い、幅広
い世代に周知する。

[成果指標]
・食品ロス量については、今後も各関係機関と連携し、県内の食品ロス量の削減に向けて取組を推進する。

58,315

担当部課名 生活福祉部生活安全安心課

達成状況の説明

　県内における食品ロス量の推計については毎年は実施しておらず、次回は令和７年度に実施を予定している。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・商慣習等見直し取組の促進（食品流通段階での納品期限３分の１ルールの緩和等）については、県全体で食品ロス削減の取組を推
進していくためには、各業界団体との連携がより一層求められる。

　改善余地の検証等
⑦その他
・家庭における食品ロス削減の普及啓発の推進については、県民の食品ロス削減への意識を醸成し、家庭で取組を実践できるような
啓発活動に取り組む必要がある。
・食品ロス削減月間（10月）等の取組については、広く県民に周知するために効果的な広報啓発の手法を検討する必要がある。
・災害備蓄食料の有効活用については、提供先への物資の輸送方法について検討する必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・食品ロス量については、沖縄県食品ロス削減推進計画に沿って、各課や関係団体と連携し施策を進めており、令和４年度に実施し
た調査においては、目標値を達成している状況にある。今後も引き続き食品ロス削減に向けた普及啓発等に取り組む。

―

58,315 357.9% 目標達成(R4年度）

計画値

60,406 59,359

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

食品ロス量 トン 61,450

54,332 53,966

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○ごみのポイ捨て防止の推進

5
ちゅら島環境美化促進事
業（全県一斉清掃）
(環境部環境整備課)

2,587

一斉清掃の呼びかけ回数（累計） 　全県一斉清掃は夏季（6月～8月）、年末（12
月）の２回呼びかけを行ったが、悪天候等によ
り清掃活動の開催を見送った市町村・団体も
あったため、各地域での参加者数は延べ約6,000
人に留まった。２回（４

回）
2回 順調

○プラスチック資源の循環的利用の促進

4

プラスチック資源循環法
に基づくプラスチック製
品リサイクルの促進
(環境部環境整備課)

12,611

プラスチック資源循環促進法に関する
啓発活動の実施回数（累計） 　プラスチック資源循環促進法に関する啓発活

動のため、集客が見込める県内の商業施設等で
プラスチック問題に関する普及啓発イベントを
計10回開催した。

２回（４
回）

10回 順調

3

環境保全啓発事業（出前
講座等による環境保全活
動の促進）
(環境部環境再生課)

16,227

出前講座等の活動回数（累計） 　沖縄県地域環境センターにおいて、県内全域
を対象に学校や地域等での出前講座や自然観察
会、啓発イベント等の環境保全啓発活動を年間
を通して実施した。また、センターのHPやセン
ター情報誌で環境情報を発信した。67回（132

回）
81回 順調

順調

2
プラスチック問題に関す
る万国津梁会議
(環境部環境整備課)

12,611

取組回数（累計） 　プラスチック問題に関する万国津梁会議にお
ける提言内容の具体化に向けて、庁内外関係者
へヒアリングや普及啓発に係る取組を計4回実施
した。

４回 4回 順調

実績 進捗状況

○使い捨てプラスチック製品等の使用削減

1
プラスチックごみ削減の
推進
(環境部環境整備課)

12,611

レジ袋削減協定締結事業者との連絡会
議等開催数（累計） 　レジ袋削減協定締結事業者との連絡会議を開

催し、使い捨てプラスチック製品使用削減等に
向けたガイドライン作成のため、意見交換を
行った。

１回（２
回）

1回

施策の方
向

・地球規模でのプラスチックによる海洋汚染が懸念されていることから、脱プラスチック社会への変革に向けて、使い捨
て容器包装等の削減などプラスチック製品の県内使用の低減化、プラスチック素材から自然素材への転換、自然環境に優
しい生分解性プラスチックなど新しい代替素材の研究開発、低コスト化の促進、普及啓発等に取り組みます。

・プラスチック資源循環戦略やプラスチック資源循環促進法等の国の施策を踏まえ、プラスチック資源の循環的利用の促
進にも取り組みます。

・プラスチック等による海洋汚染につながる陸域でのポイ捨て行為の防止対策に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－イ 社会生活における資源循環の推進

施策 １－（１）－イ－④ 脱プラスチック社会の推進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

担当部課名 環境部環境整備課

達成状況の説明

　・一般廃棄物プラスチック排出量は、実績値が119,969トンとなっており、R５計画値を達成できた。 
・産業廃棄物プラスチック排出量は、実績値が26,061トンとなっており、R５計画値を達成できた。なお、目標値（R６年度27,137ト
ン）については、沖縄県廃棄物処理計画（第五期）の目標値（R１年度排出量に対し、R７年度時点で増加を１％以内に抑制する）か
ら計算して設定した。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・プラスチックごみ削減の推進については、「使い捨てプラスチック製品使用削減に係るガイドライン」策定のため、庁内外の関係
者からの意見等を整理する必要がある。
・プラスチック問題に関する万国津梁会議については、「プラスチック問題に関する提言書」の提言内容の具体化に向け、引き続き
取り組む必要がある。
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、地域に根差した啓発活動を展開するためには、沖縄県地
域環境センターを中核に据えた事業を継続して実施する必要がある。
・プラスチック資源循環法に基づくプラスチック製品リサイクルの促進については、県民へ効果的に周知啓発を行うために、対象者
に応じた周知啓発の手法について検討する必要がある。
②他の実施主体の状況
・ちゅら島環境美化促進事業（全県一斉清掃）については、清掃実施の通知はメールや郵便により行っているが、通知後の積極的な
働きかけやフォローが必要である。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、学校向けの啓発活動は、小学校・中学校・高校が主で
あったが、近年は盲学校やろう学校と連携した活動等を行うなど、啓発活動対象者が多様になっており、対象者のニーズに合わせた
活動を展開する必要がある。
⑤県民ニーズの変化
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、啓発活動の多様化（リモートやオンライン開催等）に応
じた事業展開を継続して行う必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・一般廃棄物・産業廃棄物プラスチック排出（リサイクル含む）量については、産業廃棄物プラスチック排出量について、令和５年
度計画値を達成している状況にある。今後も引き続き産業廃棄物の適正処理に関する普及啓発等に取り組む。また、一般廃棄物プラ
スチック排出量について、令和5年度の計画値を達成している状況にある。目標値達成に向けて今後も安定した排出量削減につなが
るよう、引き続き取り組む。

27,137 達成 目標達成
R3年度 R3年度

計画値

26,872 27,005 27,137

一般廃棄物・産業廃棄物プラスチッ
ク排出（リサイクル含む）量 

(産業廃棄物廃プラスチック類排出
量)

トン 26,740

26,061 26,061 ―

達成率 達成状況
R4 R5 R6 R6年度

118,733

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

―

118,733 76.8%
目標達成の

見込み
R3年度 R4年度

計画値

122,294 120,511

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

一般廃棄物・産業廃棄物プラスチッ
ク排出（リサイクル含む）量 

(一般廃棄物プラスチックごみ排出
量)

トン 124,072

112,945 119,969

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、対象者のニーズや満足度等を把握するため、アンケート
調査等を行うことで、各種啓発活動の向上に繋げる。
②連携の強化・改善
・プラスチックごみ削減の推進については、「使い捨てプラスチック製品使用削減に係るガイドライン」の策定に向けて、レジ袋削
減協定締結事業者及びその他関連事業者も含めて、連絡会議を開催して意見交換を行う。
・プラスチック問題に関する万国津梁会議については、県庁関係各課、市町村、事業者、関係団体等との連携を図るための取組を実
施する。
・ちゅら島環境美化促進事業（全県一斉清掃）については、実績報告のない市町村・団体には、清掃実績の有無を再確認し、実施の
働きかけや実施結果の把握に努める。
⑤情報発信等の強化・改善
・プラスチック資源循環法に基づくプラスチック製品リサイクルの促進については、効果的・効率的な周知啓発に向けて、周知対象
者に応じた内容で普及啓発を行う。
⑥変化に対応した取組の改善
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、リモートやオンラインでの啓発活動を継続して行うとと
もに、対象者のニーズに合わせた啓発活動を展開する。

[成果指標]
・一般廃棄物・産業廃棄物プラスチック排出（リサイクル含む）量については、一般廃棄物プラスチック排出量について、使い捨て
プラスチック製品使用削減・プラスチック資源の循環的利用の促進に向けて取り組んでいく。 
・産業廃棄物プラスチック排出量について、産業廃棄物の適正処理に関する研修会の開催をとおして産業廃棄物廃プラスチック類の
排出削減についての普及啓発等を図る。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○公・民・学連携によるまちづくりの促進

5

公・民・学の連携による
交通・まちづくりの取組
促進
(土木建築部土木総務課)

―

参画する取組等の数（内訳） 　PFI制度活用を検討している大型MICEエリアの
協議会等の構成員として、地域の交通・まちづ
くりに向けた取組に参画した。県有施設への
PPP・PFIの利活用に向けた情報収集や発信、勉
強会等を開催した。１件（継続

１件）
1件 順調

4
次世代自動車普及に向け
た啓発活動
(環境部環境再生課)

0

普及啓発イベントの実施件数（累計） 　街頭キャンペーン（参加者：231名）などの環
境月間行事及び県民環境フェア（参加者：2700
名）において次世代自動車の普及を含む啓発活
動を行った。

２件（４
件）

2件 順調

○次世代自動車の普及促進

3
電動車転換促進事業
(環境部環境再生課)

238,859

県公用車（普通乗用車）の電動車導入
率

　令和５年度は県公用車56台を電動車に転換し
た。なお、電動車導入状況に合わせた充電環境
が確保できたため、令和５年度は充電設備の設
置工事は休止した。また、民間のEVバス１台、
充電設備１基の導入を支援した。

20％ 22％ 順調

順調

2

TDM重点エリアにおける
MaaS社会実装に向けた取
組（シームレスな陸上交
通体系構築事業）
(企画部交通政策課)

75,386

市町村及び大学担当者とのワーキング
の開催数（累計）

　令和５年10月および令和６年２月に関係市町
村や大学担当者とのワーキングを開催した。

２回（４
回）

2回 順調

実績 進捗状況

○自動運転等の新技術導入に向けた取組の促進

1
自動運転移動サービスの
導入促進
(土木建築部土木総務課)

―

市町村向け意見交換会の開催数及び情
報発信回数（累計）

　自動運転移動サービス導入に向けた市町村向
けの情報発信を２回を行った。

２回（４
回）

2回（８回）

施策の方
向

・人々のライフスタイルの変化に対応するため、自動運転技術、MaaS、ドローン等の新技術の導入を促進するとともに、
新技術等の基盤となる公共交通情報等のオープンデータを継続的に利用できる環境の構築に取り組みます。

・脱炭素型の交通環境を推進するため、電気自動車（EV）等の環境に優しい次世代自動車の普及促進、EV利用環境の充実
に取り組みます。

・本県の地域実情に応じたスマートシティの形成を念頭に、SDGsやSociety5.0に対応する地域と交通のあり方の調査研究
について、公・民・学が連携する体制を構築し、包括的・継続的に取り組みます。

・人口が集中する本島中南部地域においては、公共交通利用や多様なモビリティを利用するライフスタイルへの転換に向
けて、バス、モノレール、カーシェアリング、自転車利用、コミュニティバス、福祉交通等の移動抵抗の小さい交通手段
の導入やパーク・アンド・ライドの利用の促進等に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－ウ 人と環境に優しいまちづくりの推進

施策 １－（１）－ウ－① 次世代型交通環境の形成
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

1.016

担当部課名 環境部環境再生課

達成状況の説明

　世界的な半導体不足等による自動車の減産の影響を受け、計画値の達成に至っていない。一方で、新車販売台数（乗用車）に占め
る電動車の割合は、令和３年の1.67%（15,743台中263台）から、令和４年の1.83%（18,654台中342台）と増加しており、国が実施し
ているクリーンエネルギー自動車導入補助金や、本県の電動車転換促進事業、普及啓発の取組等が寄与していると思料される。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・TDM重点エリアにおけるMaaS社会実装に向けた取組（シームレスな陸上交通体系構築事業）については、関連するキャンパスMaaS
の実証実験においては、令和６年度以降に取り組みを強化するとの情報が確認できた。
・多様なモビリティの充実に向けた環境整備（交通体系整備推進事業）については、一部の候補地については、候補地の提案が遅
かったため、年度内のシェアサイクルステーションの設置まではつながらなかった。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・次世代自動車普及に向けた啓発活動については、国が中心となり推進しているデコ活の趣旨を踏まえつつ、普及啓発を推進する必
要がある。
⑤県民ニーズの変化
・パーク・アンド・ライド駐車場の利用促進については、利用者の増加に伴い、キャッシュレス精算の拡充など、様々な要望が利用
者から挙がっている。
⑥他地域等の動向
・TDM重点エリアにおけるMaaS社会実装に向けた取組（シームレスな陸上交通体系構築事業）については、移転後の琉球大学病院に
近接する北谷町において、観光二次交通拠点に向けた取り組みが進められている。

　改善余地の検証等
⑦その他
・自動運転移動サービスの導入促進については、令和５年度の進捗状況は順調であるが、導入に至った市町村が無いことから、市町
村に対し、引き続き取り組みへの理解を深める必要がある。また、令和５年度は意見交換会の開催が無かったことから、令和６年度
は市町村の意向も踏まえて開催を検討する。
・電動車転換促進事業については、本県では運輸部門の二酸化炭素排出量が高い割合を占めており、電動車への転換を進めていく必
要がある。
・公・民・学の連携による交通・まちづくりの取組促進については、Society5.0等に対応していく上で、どのような課題があるか把
握する必要がある。

[成果指標]
⑤周知・啓発不足等
・電動車（EV・PHV）普及率については、国が実施しているクリーンエネルギー自動車導入補助金による購入費用の支援などによ
り、新車販売台数に占める電動車の割合は増加しているものの、計画値の達成に至っておらず、電動車の普及促進に向け、様々な角
度からの情報発信の強化が必要である。

―

1.016 11.1%
達成に努め

る

R3年度

計画値

0.486 0.751

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

電動車（EV・PHV）普及率 ％ 0.221

0.249 0.28

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

7

パーク・アンド・ライド
駐車場の利用促進
(土木建築部都市計画・モ
ノレール課)

0

パンフレット配布回数（累計）
　R５年度はパンフレットを１回配布予定であっ
たが、パンフレットに代わりデジタルサイネー
ジによる周知活動を行った。

１回（２
回）

1回 順調

○脱炭素社会に向けた多様なモビリティの利用促進

6

多様なモビリティの充実
に向けた環境整備（交通
体系整備推進事業）
(企画部交通政策課)

43,749

シェアサイクルへの乗り換え施設の設
置数（累計）

　首里地域において、県管理道路等にシェアサ
イクルステーションを4箇所設置した。

２箇所（４
箇所）

4箇所 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・TDM重点エリアにおけるMaaS社会実装に向けた取組（シームレスな陸上交通体系構築事業）については、関連するキャンパスMaaS
については、令和６年度に、産官学連携による取り組みを進める予定となっており、取組内容を注視する。
・多様なモビリティの充実に向けた環境整備（交通体系整備推進事業）については、関係する市町村におけるステーションの設置方
針を確認するなどの連携を強化するとともに、施設管理者のニーズ等の把握等に努める。
⑤情報発信等の強化・改善
・次世代自動車普及に向けた啓発活動については、県の所有する電動車の活用や県内自動車メーカーとの協力等によって、県民環境
フェア等各種イベントにおいて次世代自動車の展示を行う。また、再生可能エネルギー由来の電力を活用した次世代自動車の運用
（ゼロカーボン・ドライブ）や災害時の電力融通など、次世代自動車の多様な運用方法の普及啓発を行う。また、デコ活の趣旨を踏
まえ、令和４年度に立ち上げた「沖縄県の気候変動適応情報」のウェブサイトで次世代自動車の情報発信を図る。
⑥変化に対応した取組の改善
・TDM重点エリアにおけるMaaS社会実装に向けた取組（シームレスな陸上交通体系構築事業）については、新たなバス路線の検討に
あたっては、観光二次交通拠点とも連携し、需要を喚起するような取り組みを図る必要がある。
・パーク・アンド・ライド駐車場の利用促進については、一般駐車についてもキャッシュレス精算を導入し、更なる利便性向上に取
り組む。
⑧その他
・自動運転移動サービスの導入促進については、市町村の抱える課題等の把握のためアンケートの実施を検討する。また、令和６年
度は市町村の意見を確認しながら意見交換会の開催を検討する。
・電動車転換促進事業については、電動車への転換を促進するため、電動車への転換や電動車充電設備の導入を支援する必要があ
る。
・公・民・学の連携による交通・まちづくりの取組促進については、引き続き協議会等に参加し、Society5.0等に対応する地域や交
通・まちづくりに向けて課題等の把握に向けて情報収集を行う。

[成果指標]
・電動車（EV・PHV）普及率については、国が実施しているクリーンエネルギー自動車導入補助金の周知などの普及啓発を推進す
る。また、引き続き県公用車の率先的な電動車への転換を図る。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4

地域公共交通計画の策定
促進（交通体系整備推進
事業）
(企画部交通政策課)

44,156

地域公共交通計画（県、市町村）の策
定件数（累計） 　浦添市、宜野湾市、粟国村、伊平屋村、宮古

島市で地域公共交通計画が策定された。また、
県の地域公共交通計画を策定した。

７件（14
件）

15件 順調

○効率的で利便性の高い公共交通体系の形成

3

基幹バスシステムの導入
（交通体系整備推進事
業）
(企画部交通政策課)

43,749

協議会の開催回数（累計）

　令和５年９月、令和６年３月に協議会を開催
した。

２回（４
回）

2回 順調

順調

○有機的な公共交通ネットワークの構築

2

鉄軌道を含む新たな公共
交通システムの導入促進
事業（市町村連携交通会
議）
(企画部交通政策課)

56,001

交通会議の開催回数（累計） 　市町村連携交通会議を北部圏域で２回、中部
圏域で２回、令和５年度からは南部圏域も追加
し２回、各圏域での交通課題等について協議を
行った。

４回（８
回）

6回 順調

実績 進捗状況

○沖縄都市モノレールの輸送力増強

1

沖縄都市モノレール輸送
力増強事業
(土木建築部都市計画・モ
ノレール課)

6,633,472

３両編成車両運行開始数（累計） 　令和５年度は、３両編成車両２編成を運行開
始し、輸送力を増強することで、利用者におけ
る定時定速性の確保および利便性の向上に取り
組んだ。

２編成 2編成

施策の方
向

・過度な自家用車利用から公共交通利用への転換を図るため、定時速達性に優れた幹線公共交通機関としてモノレールの
輸送力の増強に取り組みます。

・今後の制度改革や新たな技術開発等の動きも捉えながら、「速達性」、「定時性」等の機能を備えた基幹的な公共交通
システムとして期待される鉄軌道の導入の実現に向けて取り組むとともに、県民や観光客の利便性の向上に資する交通結
節点やフィーダー（支線）交通の機能強化に取り組み、北部・中部・南部の有機的な公共交通ネットワークの構築を図り
ます。

・慢性的な交通渋滞への対応が求められる中南部地域においては、減少に歯止めがかかりつつある路線バス利用者の増加
への転換に向けて、路線再編・ダイヤ見直し、ICT技術を活用したシームレスな移動環境の検討、自動運転技術の応用な
ど、効率的で利便性の高い公共交通体系の形成に取り組みます。

関係部等 企画部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－ウ 人と環境に優しいまちづくりの推進

施策 １－（１）－ウ－② 公共交通システムの戦略的再編
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・沖縄都市モノレール輸送力増強事業については、運行事業者や国、市町村等と連携を密にし、運行停止に係るリスク要因の把握に
努めるとともに、運航停止を行う場合はできる限り利用者に影響が生じないよう、停止期間の短縮や代替策の調整等を行う。
・鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入促進事業（市町村連携交通会議）については、本島各圏域（北部・中部・南部）毎の
市町村連携交通会議により、各圏域での交通課題の解決に向けた協議を引き続き行う。
・地域公共交通計画の策定促進（交通体系整備推進事業）については、引き続き、各市町村の地域公共交通会議等で意見交換・助言
を行い、市町村の地域公共交通計画の策定を支援する。
⑥変化に対応した取組の改善
・基幹バスシステムの導入（交通体系整備推進事業）については、他地域の事例を参考にしながら、バスレーン延長に向けた実証実
験等の可能性について検討する。

[成果指標]
・公共交通利用者数については、アフターコロナにおける移動需要の回復を公共交通に取り込むため、引き続き、公共交通の利便性
向上に向けた施策に取り組む必要がある。

48,000

担当部課名 企画部交通政策課

達成状況の説明

　直近の令和４年度の数値としては、基準値となる令和２年度から約３割増加しており、コロナ禍による乗客数の落ち込みからの回
復が確認できる。コロナ禍前の乗客数は45,791千人（R元年度）となっており、今後の乗客数回復状況を注視する必要がある。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・沖縄都市モノレール輸送力増強事業については、残りの３両車両編成の運行開始に係る工事のため、運航停止を行う可能性がある
ことから毎月１回程度、運行事業者と調整を実施しているが、リスク要因の把握に時間を要している。
・鉄軌道を含む新たな公共交通システムの導入促進事業（市町村連携交通会議）については、将来のフィーダー交通ネットワークの
構築を見据え、各圏域における交通の課題等を踏まえた公共交通の充実について、まちづくりの主体である市町村等と協働で検討を
進める必要がある。
・地域公共交通計画の策定促進（交通体系整備推進事業）については、市町村の地域公共交通計画の策定に向け、引き続き、市町村
の地域公共交通会議等で意見交換・助言を行い、計画策定の支援に取り組む必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・基幹バスシステムの導入（交通体系整備推進事業）については、協議会において、今後のバスレーン延長に向けて、実証実験等も
含めた検討が必要ではないかとの意見が示された。

[成果指標]
⑫社会経済情勢
・公共交通利用者数については、新型コロナウィルス感染症の流行による県民等の移動需要の縮小に伴い、公共交通利用者数の減少
が生じたところであるが、アフターコロナにおける移動需要の回復動向を注視する必要がある。

―

48,000 70.6%
達成に努め

る
R3年度 R4年度

計画値

35,701 41,860

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

公共交通利用者数 千人 29,561

29,960 38,248

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○魅力的な農村地域の整備

3

農村集落基盤再編・整備
事業
(農林水産部農地農村整備
課)

62,323

整備地区数（内訳）

　真壁西地区（糸満市）において、農業生産基
盤および農村生活環境の整備に対し補助した。

２地区（新
規１地区、

継続１地
区、累計２

地区）

1地区 大幅遅れ

順調

○世界水準の観光地に相応しい沿道景観の形成

2
沖縄フラワークリエイ
ション事業
(土木建築部道路管理課)

608,197

草花等による緑化・重点管理路線数
（内訳）

　国際通りや首里城等の観光地へアクセスする
41路線について、緑化（草花等）・重点管理を
実施した。

41路線（継
続41路線）

41路線 順調

実績 進捗状況

○全島緑化の推進

1
全島緑化活動の推進
(環境部環境再生課)

60,330

緑化活動件数（累計）
　緑化活動件数における実施主体別内訳は、次
のとおり。企業・団体84件、市町村84件、県82
件、国23件。

250件（500
件）

273件

施策の方
向

・県民一体となった全島緑化の推進については、行政のみならず地域住民、企業等との共同による県民一体となった緑化
を推進するとともに、在来種の活用を推進し、沖縄らしい緑地の創出に取り組みます。

・主要道路及び観光地へのアクセス道路等については、適正な植栽管理、飾花を行い、世界水準の観光地にふさわしい沿
道景観の形成や、周辺環境と調和のとれた沖縄らしい風景づくりに重点的に取り組みます。

・郊外及び農山村については、良好な自然環境、営農環境等と調和のとれた集落環境の保全など魅力的な田園農住地域の
整備に取り組みます。

・都市やグラウンド等の日陰づくりを進め、紫外線による健康被害防止及び気候変動の進行に伴う熱中症被害防止を見据
えたまちづくりの整備に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－ウ 人と環境に優しいまちづくりの推進

施策 １－（１）－ウ－③ 花と緑にあふれる環境づくり
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

670

担当部課名 環境部環境再生課

達成状況の説明

　企業や緑化活動団体に対し、継続した緑化の活動支援や普及啓発を行ったことにより、概ね目標は達成している。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・沖縄フラワークリエイション事業については、沖縄観光のイメージアップのため、観光地までの主要アクセス道路について、年間
を通して花と緑のある良好な道路空間を創出し、道路景観の向上と維持させる取り組みが求められている。
・農村集落基盤再編・整備事業については、事業を実施する上での課題になったこと等が新規地区採択の事業計画担当者へ共有され
ておらず、地区採択の遅れにつながっている。
②他の実施主体の状況
・全島緑化活動の推進については、県庁内部においては、緑化活動に対する認識を深め、横断的な取り組みにつながるよう努めてい
るが、未だ取組が十分ではない。
・ふるさと農村活性化基金事業については、一部実施地区から、申請から採択、実施、報告に至るまでの事務手続が煩雑との意見が
挙がっている。

　改善余地の検証等
⑦その他
・都市公園整備事業については、公園用地の取得に長時間を要することから、地権者等の同意が早期に得られるよう、市町村を通じ
て地元関係者等の協力を得ながら事業を推進する必要がある。また、整備の効果を早期に発現させるため、部分的な供用開始も含め
た効率的かつ効果的な整備に努める必要がある。

[成果指標]
②関係機関の調整進展
・緑化活動団体数については、県全体で横断的な緑化活動の取り組みにつながるよう、「沖縄県全島緑化県民運動推進会議」を開催
するほか緑化マトリックス会議を開催することで、情報共有や緑化活動に対する認識が深められている。
③周知・啓発の効果
・緑化活動団体数については、緑化に関するイベント実施や、普及啓発及び活動支援を継続して行っている。

―

670 43.8%
目標達成の

見込み計画値

654 662

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

緑化活動団体数 団体 646

650 653

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○都市やグランド等の日陰づくり

5
都市公園整備事業
(土木建築部都市公園課)

1,395,576

都市公園の供用面積（整備面積）（累
計）

　県営都市公園及び市町村都市公園において、
災害時の避難場所、緑と触れあう憩いの場、レ
クリエーション活動の場の創出に向けて用地取
得や園路、広場等の整備を行った。12.2ha

（1,577.2ha
）

10.0ha
（1,555ha）

概ね順調

4

ふるさと農村活性化基金
事業
(農林水産部村づくり計画
課)

17,681

ふるさと農村活性化基金事業支援地区
数（内訳）

　令和５年度は、当初13地区を採択したが、追
加募集を行い最終的に15地区において地域ぐる
みの農村環境保全管理活動や地域イベント等を
支援し、地域活動を推進する人材の育成を図っ
た。

16地区（新
規１地区、

継続15地
区、累計16

地区）

15地区 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・全島緑化活動の推進については、引き続き、緑化を推進する他部局との横断的な連携を積極的に深め、各部局が実施している事業
期間のスケジュールやニーズを共有することにより、計画的に緑化推進に取り組めると考える。
・農村集落基盤再編・整備事業については、事業を実施する上で課題となったものがあった場合は事業執行担当者だけでなく、ヒヤ
リング等を実施して事業計画担当者とも共有し、次期採択予定地区へフィードバックする。
・都市公園整備事業については、公園用地取得に向け、地権者等の同意が得られるよう粘り強く交渉を続けるとともに、市町村を通
じて地元関係者等の協力を得ながら事業を推進する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・沖縄フラワークリエイション事業については、限られた予算で効果的・効率的な植栽管理を実施するため実効性のあるしくみづく
りや道路ボランティア団体による住民と行政の協働による「美しい道路環境づくり」を推進する。
・ふるさと農村活性化基金事業については、運用基準に定める様式の見直しや記載要領の充実化等、実施地区の事務手続に対する負
担感の軽減に努める。
・都市公園整備事業については、整備の効果が早期に発現できるよう部分的な供用開始に取り組む。

[成果指標]
・緑化活動団体数については、引き続き、緑化推進を図るため、イベント開催による普及啓発や緑化活動に取り組む各種団体を支援
する。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

3

担当部課名 土木建築部都市公園課

―

3 達成
目標達成の

見込み

R3年度 R4年度

計画値

5 4

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

歩いていける身近な都市公園（街区
公園）箇所数

箇所 6

3 3

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○道路空間の適正な管理

4
主要道路における雑草・
街路樹の適正管理
(土木建築部道路管理課)

1,143,513

年中、安全上支障がない草丈に維持さ
れている路線数（内訳）

　主要道路（45路線）において性能規定方式に
よる道路除草管理を実施した。45路線（新

規５路線、
継続40路

線、累計45
路線）

45路線 順調

○身近な場所で充実した生活環境の創出

3
街路整備事業（県管理道
路）
(土木建築部道路街路課)

1,455,700

整備済延長（累計） 　真地久茂地線外1線（用地補償等）、県道24号
線バイパス（用地補償等）、城間前田線（街路
工事等）、龍潭線（街路工事等）等の整備を
行った。

0.74km 0.7km 順調

順調

2
土地区画整理事業等
(土木建築部都市計画・モ
ノレール課)

2,504,934

土地区画整理事業により整備された宅
地面積（累計）

　浦添南第一地区等13地区の宅地造成、道路築
造及び建物の移転補償等を促進した。

10ha
（20ha）

26ha 順調

実績 進捗状況

○コンパクトなまちづくりの促進

1

住民参加型都市計画マス
タープランの策定の促進
(土木建築部都市計画・モ
ノレール課)

―

県・市町村調整会議数（累計）

　3市町と都市計画マスタープラン改定に向けた
調整を行った。

１回（２
回）

1回

施策の方
向

・コンパクトなまちづくりを図るため、都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に集約し、その周辺や公共交通の沿線等に
居住の誘導が図られるよう、市町村の取組を促進します。

・誰もが身近な場所で充実した活動ができるよう、商店街や中心市街地の活性化により賑わいを創出するとともに、土地
区画整理事業、市街地再開発事業、街路整備事業、公園整備事業等により、公共施設や宅地の一体的整備、土地の高度利
用化に取り組みます。

・身体障害者、高齢者、子どもなど誰もが安全で快適に移動できる空間を創出するため、街路樹を含む歩道空間の適正な
管理等に取り組みます。

関係部等 土木建築部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－ウ 人と環境に優しいまちづくりの推進

施策 １－（１）－ウ－④ 歩いて暮らせる環境づくり
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・土地区画整理事業等については、土地区画整理事業については、複数年度継続して行われるため、定期的に住民説明会など行い、
事業内容や必要性等への理解を得ることにより、地権者交渉を円滑に進める。
・街路整備事業（県管理道路）については、事業箇所の交通渋滞状況や周辺道路ネットワークの整備状況等を踏まえて、早期効果発
現に寄与する資金配分計画の構築を図る。
・主要道路における雑草・街路樹の適正管理については、性能規定による植栽管理の範囲を街路樹まで含めることを検討し、良好な
沿道景観の維持を図る。
②連携の強化・改善
・住民参加型都市計画マスタープランの策定の促進については、引き続き、マスタープラン等の策定および改定を検討する市町村
と、適宜意見交換を実施し、県外の良好な事例を市町村へ情報共有することで、意識向上を図る。
⑦取組の時期・対象の改善
・土地区画整理事業等については、直接施行を考慮した工程管理の検討を進める。また、保留地を早期に処分できるよう、工事及び
補償について優先順位を定め、細かな工程管理に留意した工程表に見直すよう施行者に指導を行い、問題意識の共有を図る。

[成果指標]
・歩いていける身近な都市公園（街区公園）箇所数については、円滑な公園事業用地の取得のためには、地元関係者等と協力しなが
ら地権者等に公園事業の必要性を説明する等、市町村に対して、公園事業の進捗を図るための助言を行う。また、良好な都市環境や
緑と憩いの場等の提供だけでなく、災害時の防災機能向上にも寄与する場として都市公園の整備を推進するよう、市町村に対して助
言を行う。

達成状況の説明

　歩いていける身近な都市公園について、公園整備箇所は計画通りに進捗しており、R5年度計画値３箇所※に対し、直近の実績値
（R4年度）は３箇所となっている。 
※当該成果指標の実際の計画値は、上表記載の計画値ではなく、R4年度３箇所、R5年度３箇所、R6年度３箇所とする。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・街路整備事業（県管理道路）については、事業の早期効果発現を図るため、計画的な用地取得・街路工事及びこれに伴う資金配分
計画について検討する。
・主要道路における雑草・街路樹の適正管理については、街路樹の剪定について、道路利用者の安全性確保を優先し、交差点部など
必要最小限しか行えず、適正管理の観点からは改善すべき点が多い。
②他の実施主体の状況
・土地区画整理事業等については、換地計画に基づき補償を行うことから、換地先に不満がある地権者との交渉に不測の時間を要し
ている。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・住民参加型都市計画マスタープランの策定の促進については、マスタープラン等の策定及び改定を検討する際に、立地適正化計画
の策定も同時に進める必要があるため、良好な事例の周知についてさらに各市町村へ広げていく必要がある。
⑤県民ニーズの変化
・土地区画整理事業等については、住民ニーズの高まりにより、区画整理地区内における、無電柱化や擁壁の追加等が発生した場
合、資金計画及び事業計画の見直しが必要となり、事業完了が遅れるおそれがある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・土地区画整理事業等については、移転協議が難航している物件がある場合は、直接施行移転（除去）等の検討を行い、目標とする
宅地面積の達成に向けて施行者と連携を図る必要がある。

[成果指標]
②関係機関の調整進展
・歩いていける身近な都市公園（街区公園）箇所数については、公園用地の取得に向けては、地元関係者等と協力しながら、地権者
等に対し事業の必要性を説明する等、市町村に対して公園事業の進捗を図るための助言を行った。また、良好な都市環境や緑と憩い
の場等の提供だけでなく、災害時の防災機能向上にも寄与する場として都市公園の整備を推進するよう、市町村に対して助言を行っ
た。
⑧他の事業主体の取組進展
・歩いていける身近な都市公園（街区公園）箇所数については、市町村は、公園整備に必要な用地取得や園路整備及び広場等の整備
を行った。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

70

担当部課名 生活福祉部障害福祉課

―

70 -20.0%
目標達成の

見込み

R元年度

計画値

66 68

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

公共施設等のバリアフリー化適合率 ％ 64.5

67.1 63.8

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

3

県民のホスピタリティ向
上
(文化観光スポーツ部観光
振興課)

21,891

観光事業者の参加者数（累計）

　高齢者及び障害者等の受入環境整備にかかる
講義を実施し、110人が参加した。

110人（210
人）

110人（320
人）

順調

順調

○安全・安心で快適を提供できる環境の整備

2

観光施設等のバリアフ
リー・ユニバーサルデザ
インの促進
(文化観光スポーツ部観光
振興課)

21,891

アドバイザー派遣件数（累計）
　高齢者及び障害者等の受入環境整備にかかる
セミナー及びアドバイザー派遣を６回実施し
た。

６件（11
件）

6件（14件） 順調

実績 進捗状況

○公共施設等におけるバリアフリー化

1
都市公園バリアフリー化
支援事業
(土木建築部都市公園課)

1,544,120

都市公園のバリアフリー化率 　県営都市公園事業において、バリアフリーに
対応した園路等の整備を行った。また、県は、
市町村都市公園事業に対して、バリアフリーに
対応した園路等の整備を行うための補助を行っ
た。

37.3％ 39.6％

施策の方
向

・人と環境に優しいまちづくりを推進するため、公共空間等におけるユニバーサルデザインの導入に取り組む。

・世界から選ばれる「ユニバーサルツーリズム」を推進するため、障害者、高齢者、療養者など多様な観光困難者を円滑
に受け入れ、安全・安心で快適を提供できる環境の整備に取り組みます。

関係部等 生活福祉部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（１）－ウ 人と環境に優しいまちづくりの推進

施策 １－（１）－ウ－⑤ 公共施設等におけるユニバーサルデザインの推進
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・都市公園バリアフリー化支援事業については、施工方法や施工時期について、引き続き早期に地元等の関係者との合意形成を図
り、協力を得ながら事業を推進する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・都市公園バリアフリー化支援事業については、バリアフリー化施設の優先度を勘案して、利用者の多い公園や利用頻度の高い施設
を選定するほか、老朽化した施設の改築、更新も含めて勘案しながら、引き続き効率的かつ効果的に整備を推進する。
⑥変化に対応した取組の改善
・観光施設等のバリアフリー・ユニバーサルデザインの促進については、ユニバーサルツーリズムの対象者は今後も増加が見込まれ
ることから、引き続き、観光関連事業者の受入体制強化を図る。
・県民のホスピタリティ向上については、ユニバーサルツーリズムの対象者は今後も増加が見込まれることから、引き続き、観光関
連事業者の受入体制強化を図る。

[成果指標]
・公共施設等のバリアフリー化適合率については、条例の目的である高齢者、障害者等の全ての人が等しく社会に参加することがで
きる地域社会の実現のため、引き続き条例に規定する施設新築等の事前協議において、事業者に対し丁寧な指導、助言を行い、条例
に規定する整備基準への適合を図っていく。

達成状況の説明

　沖縄県福祉のまちづくり条例に規定する整備基準への適合に対する事業者の理解が深まりつつあるが、建築費高騰などの影響か適
合率は例年並みとなっている。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・観光施設等のバリアフリー・ユニバーサルデザインの促進については、ユニバーサルツーリズムの主な対象となる高齢者、障害者
の割合は国内総人口の３割以上を占めており、今後もさらに増えていくことが想定されている。
・県民のホスピタリティ向上については、ユニバーサルツーリズムの主な対象となる高齢者、障害者の割合は国内総人口の３割以上
を占めており、今後もさらに増えていくことが想定されている。

　改善余地の検証等
⑦その他
・都市公園バリアフリー化支援事業については、バリアフリーに対応する公園施設の整備のほか、老朽化した公園施設の改築、更新
も行っているため、引き続き効率的かつ効果的な整備計画の策定が必要である。また、施工方法や施工時期について、引き続き早期
に地元等の関係者と調整を行い、合意形成を図る必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・公共施設等のバリアフリー化適合率については、条例に規定する施設新築等の事前協議において、事業者に対し丁寧な指導、助言
を行い、条例に規定する整備基準への適合を図っている。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
児童生徒への啓発
(環境部自然保護課)

23,000

フィールド観察会の開催数（累計） 　世界自然遺産の価値や保全の重要性につい
て、遺産登録地を含む圏域の小中学生の理解醸
成を図るための環境教育として西表で１回、や
んばるで２回、自然体験学習ツアー（フィール
ド観察会）を開催した。４回（８

回）
3回 概ね順調

16項目

○世界自然遺産の普及啓発・人材育成

3

県民や観光客への生物多
様性の保全やマナー・
ルールの啓発
(環境部自然保護課)

23,000

観光施設等でのマナー・ルールブック
の配布、電子化 　世界自然遺産の概要や遺産としての価値、貴

重な自然環境を次世代へ継承するための取組や
来訪する際のマナー等についてホームページで
情報発信した。

電子化によ
る発信

電子化によ
る発信

順調

順調

2

国、教育機関、研究機関
等と連携したモニタリン
グ調査の実施
(環境部自然保護課)

332,960

世界自然遺産地域モニタリング計画に
基づくモニタリング調査の実施数（調
査項目）（累計）

　県では、モニタリング計画掲げる指標に沿っ
て沖縄島北部と西表島の両地域でモリタリング
調査に取り組んでおり、違法採取トラップ数
や、マングース・ノネコ等の外来種生息状況な
どを調査した。

北部15項目 18項目

順調

西表11項目

実績 進捗状況

○世界自然遺産の保全と適正管理の推進

1

地域社会との協働による
遺産の管理体制の構築及
び運営の支援
(環境部自然保護課)

35,211

行動計画の検証・見直しを行うための
会議の開催数（累計） 　沖縄島北部及び西表島において地域部会を各

２回開催し、地域別行動計画に位置付けられた
各取組について進捗状況を把握するなどして、
同計画の検証や見直し、評価した。

２回（４
回）

2回

施策の方
向

・固有性の高い生態系と世界的に見ても生物多様性の保全上重要な地域である沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産登録
地においては、その普遍的価値を維持できるよう、鹿児島県の奄美大島、徳之島とともに、自然環境の保全体制の構築及
び適正な観光管理に取り組みます。

・地域住民を含めた県民や観光客に対する生物多様性の保全やマナー・ルールについて、県内外の観光事業者等と連携
し、空港、港湾、地域の観光拠点のみならず、インターネットも活用しながら、啓発に取り組みます。さらに、国、教育
機関、研究機関等と連携し、モニタリングや科学的な管理の基盤整備、自然環境の保全管理等の担い手としての若い世代
や地域の人材育成を促進するとともに、世界自然遺産の次世代への継承を目的とした児童生徒への啓発に取り組みます。

・自然保護地域については、自然環境保全地域、自然公園、鳥獣保護区など、それぞれの区域拡大を含めた適正な地域指
定・管理及び利用促進に取り組みます。

・自然公園施設の適正な管理及び利用増進については、既存施設の計画的かつ効率的な修繕や更新など効果的な施設整備
に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－ア 自然環境・生物多様性の保全・継承

施策 １－（２）－ア－① 世界自然遺産や自然公園の適正管理
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

―

担当部課名 環境部自然保護課

達成状況の説明

　令和３年７月に沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録され、諮問機関であるIUCNの勧告への対応や６年ごとの登録資産の定
期審査も見据えて、引き続き生物多様性の保全と適正利用の両立に向けて取り組む必要がある。また、令和４年12月に世界遺産委員
会からの４つの要請事項に対する「保全状況報告書」を提出しており、令和５年度においても当該報告書に記載の方法により事業
化、検討、対策などを実施した。

―

令和９年度
の遺産登録
更新に向
け、遺産地
域の保全と
利用の両立
を図り、貴
重な自然環
境を次世代
へ継承する
取組を推進

達成
目標達成の

見込み

計画値

― ―

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

世界自然遺産登録の更新 －

沖縄島北
部及び西
表島の世
界自然遺
産登録

（令和３
年７月）
（※世界
遺産委員
会に登録
資産の保
全状況等
を６年ご
とに報
告）

ー ー

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○自然公園施設の適正管理と利用増進

8
自然公園施設の整備
(環境部自然保護課)

938

自然公園施設整備に係る取組 　沖縄戦跡国定公園（大度園地）の休憩所の建
築工事が入札不調となり実施できなかった。ま
た、沖縄海岸国定公園（運天森園地）の休憩所
の建築設計を実施した。

施設整備 施設整備 大幅遅れ

7
鳥獣保護区の指定
(環境部自然保護課)

―

鳥獣保護区の新規指定、更新箇所数
（累計） 　鳥獣保護区等候補地において、地元市町村及

び関係者等と意見交換等に取り組んだ。また、
既存の鳥獣保護区等において、鳥類の生息数調
査の実施や、鳥獣保護管理員と連携しながら、
鳥獣保護区の管理に取り組んだ。

２箇所 27地区 概ね順調

6
自然公園区域等の見直し
（沖縄戦跡国定公園）
(環境部自然保護課)

8,425

沖縄戦跡国定公園区域等の見直し

　既存文献の調査の補完（現地踏査、環境調
査）、地域の意向確認、基本方針の検討等を実
施した。

地域の現況
調査及び意

向確認等

地域の現況
調査及び意

向確認等
概ね順調

○自然保護地域の適正な地域指定・管理

5
自然公園区域等の見直し
（伊良部県立自然公園）
(環境部自然保護課)

1,419

伊良部県立自然公園区域等の見直し

　過年度の現地踏査を踏まえて、現地調査を実
施し、詳細な公園資質について把握した。

関係機関調
整、地元説

明等

地域の現況
調査

やや遅れ
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・鳥獣保護区の指定については、新規指定の地区について、鳥獣保護管理員等と連携しながら最新の情報を収集する。
・自然公園施設の整備については、発注時や履行中の課題等について、関係機関（土木建築部施設建築課）と連携して課題解決にあ
たり、円滑な執行に努める。
②連携の強化・改善
・地域社会との協働による遺産の管理体制の構築及び運営の支援については、世界遺産委員会からの求めに応じ、各地域部会のネッ
トワークを活用し、関係機関と連携を強化して対応を検討していく。
・鳥獣保護区の指定については、市町村等関係機関意見を慎重に聞き取り、精査して、必要な対応を検討する。
⑤情報発信等の強化・改善
・県民や観光客への生物多様性の保全やマナー・ルールの啓発については、図画コンクールや環境教育の開催等、引き続き世界自然
遺産の認知度向上および理解醸成を図る取組を行う。
⑥変化に対応した取組の改善
・自然公園区域等の見直し（伊良部県立自然公園）については、自然的、社会的条件の変化を的確に捉えるため、十分な調査、地域
の意向確認を行い、有識者等の意見も踏まえて見直し作業を進める。
・自然公園区域等の見直し（沖縄戦跡国定公園）については、自然的、社会的条件の変化を的確に捉えるため、地元関係者等調整、
有識者ヒアリング、見直し内容の検討・整理等を踏まえて見直し作業を進める。
⑧その他
・国、教育機関、研究機関等と連携したモニタリング調査の実施については、遺産地域の保護管理に向けて効果的・効率的な手法
を、有識者等からの助言を踏まえて、検討する。
・児童生徒への啓発については、対象年齢等に応じてじかに自然体験ができるような効果的なプログラムを検討する。

[成果指標]
・世界自然遺産登録の更新については、世界遺産委員会に提出した「保全状況報告書」は、今後諮問機関IUCNにより審査されるが、
結果次第では関係機関と連携を強化して対応を検討していく。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「大幅遅れ」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・県民や観光客への生物多様性の保全やマナー・ルールの啓発については、県内外へ広く世界自然遺産の価値とその保全の重要性等
について普及啓発し、引き続き認知度の向上および理解醸成に取り組む必要がある。
・鳥獣保護区の指定については、鳥獣保護区の新規指定にあたり、鳥獣に関する最新の情報を持ち合わせる必要がある。
・自然公園施設の整備については、設計業務や施設整備の執行にあたっては、関係機関（土木建築部施設建築課）との連携が必要と
なる。
②他の実施主体の状況
・鳥獣保護区の指定については、自然環境の変化や指定に対する県民ニーズの変化があることを念頭に、市町村等関係機関からの意
見を十分に把握し、慎重に取り組んでいかなければならない。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・地域社会との協働による遺産の管理体制の構築及び運営の支援については、世界遺産委員会による審議結果次第で、適正な保全・
管理のためにさらなる対応を求められる可能性があり、必要に応じて対応を検討する必要がある。
・自然公園区域等の見直し（伊良部県立自然公園）については、自然的、社会的条件の変化を的確に捉え、見直しに反映する必要が
ある。
・自然公園区域等の見直し（沖縄戦跡国定公園）については、自然的、社会的条件の変化を的確に捉え、見直しに反映する必要があ
る。

　改善余地の検証等
⑦その他
・国、教育機関、研究機関等と連携したモニタリング調査の実施については、ネコの生息状況や交通事故発生状況等の指標において
は、遺産価値に一定の悪影響又はそのおそれが認められる、と評価された項目がある。
・児童生徒への啓発については、環境教育の実施にあたっては、児童生徒の世界自然遺産に対する関心や理解が深まるよう、プログ
ラムの内容を工夫する必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・世界自然遺産登録の更新については、世界遺産委員会から示された４つの要請事項に対して、保全状況報告書に基づき事業化し、
連絡会議やヒアリング、情報収集を行い、検討や対策などを実施した。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
沖縄島北部における希少
種の回復実態調査の実施
(環境部自然保護課)

138,124

希少種回復実態調査の実施種数（内
訳）

　希少な鳥類、哺乳類、両生類、爬虫類の分布
状況調査を実施した。

６種（継続
６種）

12種 順調

3
レッドデータおきなわの
改訂
(環境部自然保護課)

12,971

現地調査の実施数（累計）
　掲載種の評価作業及び執筆等の作成実務を担
当する各生物分類群の分科会において、現地調
査等を合計19回実施した。

１回（２
回）

19回 順調

やや遅れ

2
野生鳥獣等生息状況調査
(環境部自然保護課)

10,267

調査実施保護区における調査数（内
訳）

　鳥獣保護管理員を活用して保護区指定候補地
の鳥獣生息状況調査等を行うとともに、保護区
指定候補地の視察した。

５地域（継
続５地域）

5地域 順調

実績 進捗状況

○希少野生動植物の生態、生息域、個体数の現状把握、脅威となる外来種の防除

1
指定希少野生動植物種の
モニタリング
(環境部自然保護課)

12,379

指定希少野生動植物種のモニタリング
地点数（累計） 　希少野生生物保護推進事業において、指定希

少野生動植物種のモニタリング調査を沖縄島及
び石垣島で実施した。

30地点（60
地点）

22地点

施策の方
向

・県内に生息する希少生物種の生態、生息域、個体数等の現状を的確に把握するとともに、増減の原因等の分析を行い、
効果的な保護対策に取り組みます。

・アンダーパスの設置や側溝改良、ゼブラ舗装等によるイリオモテヤマネコやヤンバルクイナ等の希少生物種のロードキ
ルを防止するとともに、橋梁など道路構造の改良についての検討に取り組みます。

・外来種の生息状況や外来種による被害状況等の調査を実施し、調査結果に基づく効果的な捕獲手法の実践等を通して、
マングース等の外来種の駆除並びに侵入及び定着の防止を推進するとともに、ノイヌ・ノネコの捕獲と併せて、飼い犬・
飼い猫の野生化防止対策の強化に取り組みます。

・密猟・盗採や廃棄物の投棄など人為的な影響の抑制に向けて、自然保護地域における巡回・巡視の強化に取り組みま
す。

・本県の生物多様性に関する情報の一元化及び充実を図り、生物多様性に関するデータの利活用促進、研究及び普及に取
り組むとともに、ホームページや各広報媒体を活用して、希少種の保護対策、外来種対策、密猟・盗採防止対策等の普及
啓発活動を推進します。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－ア 自然環境・生物多様性の保全・継承

施策 １－（２）－ア－② 希少野生動植物種や沖縄固有種の保護対策、外来生物対策の推進
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様式２（施策）

11

生物多様性地域戦略事業
（生物多様性おきなわ戦
略）
(環境部自然保護課)

11,990

生物多様性おきなわ戦略の改定

　有識者からなる検討委員会を引き続き設置・
議論をし、新戦略（素案）を作成した。

生物多様性
おきなわ戦
略の改定作

業完了

生物多様性
おきなわ戦
略の改定作

業継続

やや遅れ

○普及啓発活動

10
外来種対策に係る普及啓
発活動の実施
(環境部自然保護課)

434,753

企画展示、講演会等、普及啓発活動の
実施数（累計） 　夏休みこども自由研究イベントへの出展を１

回、各地域の図書館等においてパネル展の開催
や展示ボックスの設置を12回、環境フェアへの
出展を１回行った。

１回（２
回）

14回 順調

○密猟・盗採等の防止

9
沖縄島北部における密
猟・盗採等の防止
(環境部自然保護課)

73,350

森林内のパトロールの実施数（累計）
　沖縄島北部国頭村の森林内において密猟対策
パトロールを早朝・昼間・夜間の時間帯に計183
回実施した。

180回（360
回）

183回 順調

8
飼い犬・飼い猫の野生化
防止対策
(環境部自然保護課)

25,330

普及啓発イベントの開催数（累計）
　捨て犬・捨て猫防止キャンペーンのほか、動
物愛護週間行事として動物愛護図画コンクー
ル、動物愛護の集い等を開催している。

５回（10
回）

5回 順調

7
重点予防種のモニタリン
グ実施
(環境部自然保護課)

434,753

重点予防種（ヒアリ）のモニタリング
実施地点数（内訳）

　県内の港湾や空港の周辺等において、ヒアリ
等のモニタリング調査を実施した。

８地点（継
続８地点）

10地点 順調

○外来種の駆除並びに侵入・定着防止、飼い犬・飼い猫の野生化防止対策の強化

6
重点対策種の防除実施
(環境部自然保護課)

573,322

防除実施重点対策種数（内訳）
　重点対策種17種（新規2種、継続15種）につい
て、トラップを用いた捕獲や除草、普及啓発等
の防除対策を実施した。

15種（継続
15種）

17種 順調

○希少生物種のロードキルの防止

5
イリオモテヤマネコ等の
交通事故の防止
(環境部自然保護課)

64,262

モニタリング、検討会の開催、工法・
候補地の検討（アンダーパスの設置）

　現在までの取組に関するモニタリングや、有
識者検討委員会の開催、実地調査による工法・
候補地の検討を行った。

実施設計
実態調査、
検討会等の

実施
やや遅れ
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

1

担当部課名 環境部自然保護課

達成状況の説明

　令和６年度までに重点対策種等の排除・根絶地域数１地域の目標に対し、令和５年度末時点では０地域となっている。県では「沖
縄県対策外来種リスト」で、マングース等17種を「重点対策種」に指定し、防除対策に取り組んでおり、ハヤトゲフシアリについて
は、令和３年度から那覇市内の国道沿いなどで防除対策を行い、令和５年度のモニタリング調査では確認されていない。この状況が
継続すれば、排除・根絶に至ることが期待される。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・指定希少野生動植物種のモニタリングについては、指定希少野生動植物種のモニタリング調査について、計画的に実施する必要が
ある。また、条例の規制や指定希少野生動植物種について、県民に広く周知する必要がある。また、保護増殖事業を実施するナゴラ
ンなど３種について、保護増殖事業計画を策定し、事業を推進する必要がある。
・沖縄島北部における希少種の回復実態調査の実施については、希少種の回復実態を把握するためには、長期間継続してモニタリン
グを実施する必要がある。
・重点対策種の防除実施については、定着している外来種については、対策を継続しない場合は生息数及び生息範囲を拡大させるお
それがある
・外来種対策に係る普及啓発活動の実施については、多くの県民が外来種問題を認識し、外来種被害予防三原則「入れない・捨てな
い・拡げない」の行動を実践するための普及啓発を充実させる必要がある。
②他の実施主体の状況
・野生鳥獣等生息状況調査については、現在、鳥獣保護区等の新規指定に取り組んでいる自治体は少なく、本県でも平成25年度以
降、新規指定は行っていない。鳥獣保護区等の指定等にあたり、最新の生息状況について情報収集する必要がある。
・重点予防種のモニタリング実施については、未定着の外来種は、常に物流等による侵入・定着のリスクがある。
・飼い犬・飼い猫の野生化防止対策については、イベント実施において、市町村や教育機関等の関係機関と連携した取組を強化する
必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・レッドデータおきなわの改訂については、開発行為や外来種の侵入等により、新たに追加した評価対象分類群を含む、希少種への
影響が考えられる。
・沖縄島北部における希少種の回復実態調査の実施については、世界自然遺産の登録により、今後も遺産価値の維持・向上が重要で
あり、より一層、マングース等外来種対策に取り組む必要がある。
・重点対策種の防除実施については、沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録されたことから、生物多様性を保全するための外
来種対策がより重要となっている。
・重点予防種のモニタリング実施については、沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録されたことから、生物多様性を保全する
ための外来種対策がより重要となっている。
⑤県民ニーズの変化
・野生鳥獣等生息状況調査については、鳥獣保護区の指定にあたり、第13次鳥獣保護管理事業計画に基づき取り組んでいくこととし
ているが、自然環境や指定に対する県民のニーズに変化があることを念頭に、慎重に取り組んでいく必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・イリオモテヤマネコ等の交通事故の防止については、西表島における交通実態やイリオモテヤマネコの出現状況を詳細に分析し、
関係機関と連携し効果的な対策を検討する必要がある。また、沖縄島北部におけるヤンバルクイナ等の交通事故対策として、関係機
関と連携し、引き続き効果的な除草手法などを検討する必要がある。
・沖縄島北部における密猟・盗採等の防止については、効果的な密猟防止対策に係る取組及び体制について検討する。
・生物多様性地域戦略事業（生物多様性おきなわ戦略）については、有識者からなる検討委員会において、新戦略では沖縄県の生物
多様性変遷を見える化すること、また、ステークホルダーへの理解を深めるために、新戦略の発信方法を対象別に変えること等の意
見があった。
・生物多様性地域戦略事業（生きものいっせい調査）については、これまで継続してきた調査結果データの適切な活用方法が課題で
ある。

―

1 0%
目標達成の

見込み計画値

0 1

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

重点対策種等の排除・根絶地域数 地域 0

0 0

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

12

生物多様性地域戦略事業
（生きものいっせい調
査）
(環境部自然保護課)

4,609

生きものいっせい調査の実施数（累
計）

　生物多様性の普及啓発と県内の生物多様性の
状況把握の一助となるよう、県内小学校の４～
６学年全員を対象に「生きものいっせい調
査」、一般を対象に「フォトコンテスト」を実
施した。１回（２

回）
1回 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・指定希少野生動植物種のモニタリングについては、ナゴランなど３種の保護増殖事業計画について、自然環境保全審議会において
承認を得るとともに、関係機関と連携して事業を推進する。また、指定希少野生動植物種のモニタリング調査計画については、検討
委員会において調査地点数の案を示し、目標としている地点数を達成できるよう取り組む。
・沖縄島北部における希少種の回復実態調査の実施については、限られた予算の範囲で調査対象種の選定や調査サイクル等の検討を
行い、効率的に調査を実施していく。
・重点対策種の防除実施については、沖縄県外来種対策行動計画において定めた防除目標の達成に向けて、同計画に基づく取り組み
を引き続き推進していく。
②連携の強化・改善
・野生鳥獣等生息状況調査については、鳥獣保護区等の新規指定にあたり、最新の生息状況に関する情報収集に努める。　既存の鳥
獣保護区を適正管理するため、鳥獣保護管理員等と連携し継続的に鳥獣の生息状況調査を実施する必要がある。
・重点予防種のモニタリング実施については、沖縄県外来種対策行動計画に基づき、侵入リスクの高い港湾周辺等において、環境省
や港湾管理者などの関係機関と連携してモニタリング調査や情報共有を行っていく。
・飼い犬・飼い猫の野生化防止対策については、イベント実施において、市町村や教育機関等の関係機関との連携を深め、県民によ
り広く普及啓発を図る。
⑤情報発信等の強化・改善
・指定希少野生動植物種のモニタリングについては、指定希少野生動植物種に関して、パンフレットの配布やホームページでの周
知、イベントでの展示など情報発信に取り組む。
・野生鳥獣等生息状況調査については、鳥獣生息調査等の結果をホームページで公開することで、多様な鳥獣が生息していること等
を発信していく。
・外来種対策に係る普及啓発活動の実施については、多様なイベントの開催やより興味を引く展示物の作成、外来種専用ホームペー
ジの充実など、普及啓発の取組を引き続き行っていく。
⑥変化に対応した取組の改善
・レッドデータおきなわの改訂については、新たに追加した評価対象分類群を含む、生物の生息・生育状況の変化を把握するため、
文献調査や現地調査を実施し、最新の情報収集に努める必要がある。
⑦取組の時期・対象の改善
・イリオモテヤマネコ等の交通事故の防止については、西表島における交通実態やイリオモテヤマネコの出現状況を詳細に分析し、
関係機関と連携し効果的な対策を検討し、令和５年度に作成した計画案を検証する。また、沖縄島北部におけるヤンバルクイナ等の
交通事故対策として、関係機関と連携し、効果的な除草手法の検討結果等を踏まえ、除草の取組やロードキル対策防止の普及啓発を
実施する。
⑧その他
・沖縄島北部における密猟・盗採等の防止については、パトロール等を継続して実施し、密猟防止の取り組みを広くアピールすると
ともに、効果的な地点設定を検討する。
・生物多様性地域戦略事業（生物多様性おきなわ戦略）については、新戦略（素案）では、沖縄県の生物多様性の変遷を地図上の重
ね合わせ等見える化を図るとともに、新戦略の発信方法については、対象別に新戦略の概要版を策定予定である。
・生物多様性地域戦略事業（生きものいっせい調査）については、専門家へのヒアリングを行い、調査結果データの活用を検討す
る。

[成果指標]
・重点対策種等の排除・根絶地域数については、引き続き、環境省、那覇市、ＯＩＳＴ等と連携して、主要港湾や空港周辺等でモニ
タリング調査を行っていく。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・指定希少野生動植物種のモニタリングについては、指定希少野生動植物種のモニタリング調査について、計画的に実施する必要が
ある。また、条例の規制や指定希少野生動植物種について、県民に広く周知する必要がある。また、保護増殖事業を実施するナゴラ
ンなど３種について、保護増殖事業計画を策定し、事業を推進する必要がある。
・沖縄島北部における希少種の回復実態調査の実施については、希少種の回復実態を把握するためには、長期間継続してモニタリン
グを実施する必要がある。
・重点対策種の防除実施については、定着している外来種については、対策を継続しない場合は生息数及び生息範囲を拡大させるお
それがある
・外来種対策に係る普及啓発活動の実施については、多くの県民が外来種問題を認識し、外来種被害予防三原則「入れない・捨てな
い・拡げない」の行動を実践するための普及啓発を充実させる必要がある。
②他の実施主体の状況
・野生鳥獣等生息状況調査については、現在、鳥獣保護区等の新規指定に取り組んでいる自治体は少なく、本県でも平成25年度以
降、新規指定は行っていない。鳥獣保護区等の指定等にあたり、最新の生息状況について情報収集する必要がある。
・重点予防種のモニタリング実施については、未定着の外来種は、常に物流等による侵入・定着のリスクがある。
・飼い犬・飼い猫の野生化防止対策については、イベント実施において、市町村や教育機関等の関係機関と連携した取組を強化する
必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・レッドデータおきなわの改訂については、開発行為や外来種の侵入等により、新たに追加した評価対象分類群を含む、希少種への
影響が考えられる。
・沖縄島北部における希少種の回復実態調査の実施については、世界自然遺産の登録により、今後も遺産価値の維持・向上が重要で
あり、より一層、マングース等外来種対策に取り組む必要がある。
・重点対策種の防除実施については、沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録されたことから、生物多様性を保全するための外
来種対策がより重要となっている。
・重点予防種のモニタリング実施については、沖縄島北部及び西表島が世界自然遺産に登録されたことから、生物多様性を保全する
ための外来種対策がより重要となっている。
⑤県民ニーズの変化
・野生鳥獣等生息状況調査については、鳥獣保護区の指定にあたり、第13次鳥獣保護管理事業計画に基づき取り組んでいくこととし
ているが、自然環境や指定に対する県民のニーズに変化があることを念頭に、慎重に取り組んでいく必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・イリオモテヤマネコ等の交通事故の防止については、西表島における交通実態やイリオモテヤマネコの出現状況を詳細に分析し、
関係機関と連携し効果的な対策を検討する必要がある。また、沖縄島北部におけるヤンバルクイナ等の交通事故対策として、関係機
関と連携し、引き続き効果的な除草手法などを検討する必要がある。
・沖縄島北部における密猟・盗採等の防止については、効果的な密猟防止対策に係る取組及び体制について検討する。
・生物多様性地域戦略事業（生物多様性おきなわ戦略）については、有識者からなる検討委員会において、新戦略では沖縄県の生物
多様性変遷を見える化すること、また、ステークホルダーへの理解を深めるために、新戦略の発信方法を対象別に変えること等の意
見があった。
・生物多様性地域戦略事業（生きものいっせい調査）については、これまで継続してきた調査結果データの適切な活用方法が課題で
ある。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

30

―

30 -800.0%
目標達成の

見込み計画値

29 30

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

国立沖縄自然史博物館の誘致活動の
認知度

％ 29

29 21

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

3
経済団体等への説明会・
講演会の開催
(環境部自然保護課)

30,571

説明会等の開催数（累計）

　市町村議会や沖縄県議会国立自然史博物館設
置促進議員連盟に説明を行った。

１回（２
回）

2回 順調

順調

2
国への要請
(環境部自然保護課)

30,571

国への要請回数（累計）
　骨太の方針への要請、沖縄及び北方対策担当
大臣への要望など、国への要請を合計５回行っ
た。

１回（２
回）

5回 順調

実績 進捗状況

○国立沖縄自然史博物館の設置促進

1
国立沖縄自然史博物館誘
致に係るイベント開催
(環境部自然保護課)

28,467

シンポジウム等周知啓発イベントの開
催数（累計） 　県内シンポジウム（名護市）を10月14日に、

東京シンポジウムを令和６年３月22日に実施し
た。また、県内５圏域（７箇所）で企画展を実
施した。

５回（10
回）

9回

施策の方
向

・「国立沖縄自然史博物館」については、東アジア、東南アジア全体の自然史科学を支える研究及び人材育成の拠点とな
るばかりでなく、本県の生物多様性の豊かさやその重要性をより多くの人に発信し、自然環境の保全や沖縄観光の魅力の
強化につながることや、県内の子どもたちの自然科学に対する関心を高め学力向上にも資することから、今後あらゆる機
会を捉えて県内誘致に努めます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－ア 自然環境・生物多様性の保全・継承

施策 １－（２）－ア－③ アジアの自然史科学の拠点「国立沖縄自然史博物館」の設置促進
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・国立沖縄自然史博物館誘致に係るイベント開催については、大型商業施設などでのイベントを行うなど、普及啓発方法を工夫しな
がら、更なる認知度の向上及び機運醸成を図る。
・国への要請については、誘致実現に向けて、国等への働きかけや意見交換等を行う必要がある。
・経済団体等への説明会・講演会の開催については、有識者と連携して関係団体等への説明会等を行い、認知度の向上および機運醸
成を図る。

[成果指標]
・国立沖縄自然史博物館の誘致活動の認知度については、大型商業施設などでのイベントを行うなど、普及啓発方法を工夫し、更な
る認知度向上に取り組む。

担当部課名 環境部自然保護課

達成状況の説明

　R５年度に実施した企画展（５圏域）におけるアンケート調査では、国立沖縄自然史博物館の誘致活動の認知度が２１％であっ
た。今後もシンポジウム、企画展等の開催に継続的に取り組み、R６年度の目標値達成の見込みである。 
なお、R４年度実績値は、アンケート母数の異なる５圏域の認知度の割合を単純平均で算出したため、改善が必要な数値となってお
り、アンケート総数で算出した認知度の割合は２0.5％となっている。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・国立沖縄自然史博物館誘致に係るイベント開催については、引き続き、普及啓発に取り組み、更なる認知度の向上及び機運醸成を
図っていく必要がある。
・国への要請については、誘致実現に向けて、国等への働きかけや意見交換等を行う必要がある。
・経済団体等への説明会・講演会の開催については、引き続き、認知度の向上及び機運醸成を図り、賛同者（団体等）を広げていく
必要がある。

[成果指標]
③周知・啓発の効果
・国立沖縄自然史博物館の誘致活動の認知度については、シンポジウムや企画展の開催等により普及啓発を行っているが、前年度の
数値を下回っている状況にあり、更なる認知度向上に取り組む必要がある。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○公共用水域や地下水等の水質調査の実施及び事業者に対する監視指導の強化

5
公共用水域及び地下水の
水質調査
(環境部環境保全課)

23,986

調査地点数（累計）
　河川65地点、海域54地点の水質の測定、地下
水水質の概況調査7地点、継続調査9地点、計135
地点の測定・調査を実施した。100地点

（200地点）
135地点 順調

4
浄化槽管理対策事業
(環境部環境整備課)

3,917

浄化槽に関する普及啓発活動の実施数
（累計） 　浄化槽の適正な維持管理および合併処理浄化

槽の普及啓発のため、浄化槽の日に係るパネル
展示、県内情報誌等による広報、新聞広告の掲
載を実施した。

１回（２
回）

1回 順調

3

漁港漁村環境整備事業
（漁業集落環境整備事
業）
(農林水産部漁港漁場課)

7,273

整備数（改築・機能保全工事）（内
訳）

　池間地区において、漁業集落排水施設に関す
る機能保全計画を策定した。

１地区 1地区 順調

順調

2

農業集落における汚水処
理施設の整備
(農林水産部農地農村整備
課)

2,654,737

整備地区数（内訳）

　恩納第２地区（恩納村）ほか13地区におい
て、農業集落排水施設の整備または更新に対し
補助した。

16地区（新
規２地区、

継続14地
区、累計16

地区）

14地区 概ね順調

実績 進捗状況

○各種汚水処理施設の整備推進

1
下水道事業
(土木建築部下水道課)

9,018,429

下水道整備進捗率 　県の処理場等において、施設の増設および、
老朽化した施設の改築・更新をした。また、２
３市町村において、汚水管渠等の整備を推進
し、下水道の普及を図った。

85.78％ 85.79％

施策の方
向

・下水道、農業・漁業集落排水施設、合併処理浄化槽など、地域の実情に応じた各種汚水処理施設の計画的かつ効率的な
整備を推進するとともに、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換、浄化槽の適正な維持管理、公共下水道への接続
等について、地域住民の水質保全及び浄化に関する意識の向上に取り組みます。

・河川、海域等の公共用水域や地下水等の水質調査を実施し、水質汚濁の原因究明や発生源となり得る流域内の事業者に
対する監視指導の強化に取り組みます。

・地下水の適正な保全及び利用を図るため、特に生活用水に利用する等の地域の実情に応じ、関係団体において情報の収
集並びに当該情報の整理、適正な保全及び利用に関する協議を行う組織の設置など必要な措置を講ずるよう努めます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生

施策 １－（２）－イ－① 水質汚濁対策及び地下水の保全・利用
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

95

担当部課名 環境部環境保全課

達成状況の説明

　令和５年度は、41事業場の排水検査を行ったところ、39事業場が排水基準に適合していたことから、実績値は95.1%となり、目標
値を達成した。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・公共用水域及び地下水の水質調査については、県全域の公共用水域及び地下水の水質汚濁の状況を効率的かつ適切に把握する必要
がある。
・水質汚濁防止法に基づく事業場等の監視・指導については、県内には約2,000件以上の特定施設があることから、限られた担当職
員で効果的かつ効率的に立入検査等を行う必要がある。
②他の実施主体の状況
・下水道事業については、市町村の財政事情等により、下水道事業に充てられる予算や人員が限られている中、老朽化した施設の増
加や自然災害への対応が増加している。　また、他事業の進捗に合わせた整備を実施する必要がある。
・浄化槽管理対策事業については、浄化槽設置者講習会や浄化槽の普及啓発に係るイベントの開催等については、各保健所や（公
社）沖縄県環境整備協会との連携が不可欠であることから、今後も引き続き連携を図っていく必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・公共用水域及び地下水の水質調査については、環境問題の変化や科学的知見の集積を踏まえ、新たな項目についての環境基準の設
定や基準値の改定が行われる可能性がある。
・水質汚濁防止法に基づく事業場等の監視・指導については、暫定排水基準の見直しが行われ､基準値が引き下げられることがあ
る。

　改善余地の検証等
⑦その他
・農業集落における汚水処理施設の整備については、沖縄振興予算の確保のため補正予算を要望したが、希望する事業費が確保でき
なかった。
・漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境整備事業）については、策定した機能保全計画に基づき老朽化が進行している箇所について
機能保全工事を実施する必要がある。
・浄化槽管理対策事業については、国庫による補助事業（循環型社会形成推進交付金および地方創生汚水処理推進交付金）の周知。
・地下水利用に係る水循環基本法の理念について市町村、県民等への普及啓発については、令和5年度は少雨傾向が続き、節水の呼
びかけ等、渇水対策に取り組んでおり、今後も渇水となる場合があることから、地下水等の利用について県民の関心を高めるため、
その利用を促進する必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・特定事業場排水基準の達成率（検査時）については、毎年度、計画的に水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出の
水質検査を行い、基準値不適合の事業場に対して改善命令や指導等を行うことにより、概ね排水基準を達成することができた。

―

95 達成 目標達成
計画値

94 95

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

特定事業場排水基準の達成率（検査
時）

％ 94

95.3 95.1

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○地下水の保全・利用

7

地下水利用に係る水循環
基本法の理念について市
町村、県民等への普及啓
発
(企画部地域・離島課)

―

リーフレット等の配布部数（累計）
　令和4年度に作成したリーフレットの内容を見
直し県ホームページに掲載するとともに市町村
等に電子データを配布した。

1,000部 50部 大幅遅れ

6
水質汚濁防止法に基づく
事業場等の監視・指導
(環境部環境保全課)

1,816

水質汚濁防止法に係る特定事業場等へ
の立入検査数（累計） 　水質汚濁防止法に係る特定事業場60か所に立

入検査を行い、排出水の水質検査を42事業場に
行ったところ、２事業場の排出水が基準値を超
過したことから、改善指導を行った。

100件（200
件）

60件 やや遅れ
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・公共用水域及び地下水の水質調査については、県全域の公共用水域及び地下水を効率的かつ適切に把握できるよう、調査に携わる
各関係機関と調整するとともに、過年度調査の結果等を踏まえた上で、測定計画を策定する。
・水質汚濁防止法に基づく事業場等の監視・指導については、立入検査等を効果的かつ効率的に実施するため過年度検査結果等を踏
まえ立入検査等監視計画を策定し、実施する。
②連携の強化・改善
・下水道事業については、新たな財源の検討や官民連携及び汚水処理事業広域化・共同化の取組強化、関係事業の進捗確認など、県
と市町村で情報共有等を行いつつ、下水道事業の進捗を図る。また、下水道事業を実施している市町村に対して、新規整備や改築に
関する今後の所要額の確認、費用対効果の高い地区の洗い出し、整備の優先度の検討状況など、ヒアリングを実施する。
・漁港漁村環境整備事業（漁業集落環境整備事業）については、機能保全工事の実施に向けて関係機関と調整する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・浄化槽管理対策事業については、浄化槽担当者会議で早い段階から各保健所と浄化槽の日のイベント内容について検討する。ま
た、浄化槽設置者講習会で使用するスライドの内容の検討。
⑤情報発信等の強化・改善
・浄化槽管理対策事業については、市町村廃棄物主管課長・一部事務組合事務局長会議において、各市町村に浄化槽設置整備事業の
交付金活用を促す。
・水質汚濁防止法に基づく事業場等の監視・指導については、暫定排水基準の見直しが行われた場合は、特定事業場等に文書発送や
県ホームページに掲載するなどして周知徹底する。
・地下水利用に係る水循環基本法の理念について市町村、県民等への普及啓発については、継続的な取り組みが必要であることか
ら、引き続きリーフレットの配布や地下水有効利用チラシの配布等を実施するとともに、普及啓発効果の高い方法について検討し、
周知活動する。
⑥変化に対応した取組の改善
・下水道事業については、下水道の整備推進による流入汚水量の増加に対応するため、処理場の処理能力を確保する。
⑧その他
・農業集落における汚水処理施設の整備については、沖縄振興予算減額影響事例として継続地区を挙げ、予算確保に取り組む。
・公共用水域及び地下水の水質調査については、新たに定められた環境基準の項目や基準値の達成状況を把握できるよう、職員の水
質測定技術などの向上を図る。

[成果指標]
・特定事業場排水基準の達成率（検査時）については、毎年度、水質汚濁防止法に係る特定事業場への立入検査及び排出水の水質測
定の計画を策定し、効率的かつ効果的に立入検査や排出水の水質測定を行う。

59



様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

100

担当部課名 環境部環境保全課

達成状況の説明

　指定区域内の土地の形質変更や汚染土壌の除去に係る飛散防止対策等の実施計画について、適正に確認・審査等を実施し、汚染土
壌の適正管理及び適正処理の確保を図った。

―

100 100% 目標達成
計画値

100 100

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の
適正処理率

％ 100

100 100

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

順調

○土壌調査や汚染土壌の適正管理・処理に関する監視指導の強化

2

指定調査機関及び汚染土
壌処理業者に関する監視
指導
(環境部環境保全課)

1,296

指定調査機関及び汚染土壌処理業者へ
の立入件数（累計） 　指定調査機関３機関及び汚染土壌処理業者１

者に対し立入検査を実施し、土壌汚染状況調査
の公正性、調査結果の品質管理に関する確認、
汚染土壌の適正処理の確認を実施した。

４件（８
件）

4件 順調

実績 進捗状況

○汚染状況調査の迅速化のための土壌汚染に関する情報や届出等の収集・蓄積

1
土壌汚染に関する情報や
届出等の収集・蓄積
(環境部環境保全課)

1,296

土壌汚染対策法に基づく届出等の期限
内の適正処理率 　土壌汚染対策法に基づく届出を処理期限内に

適正に処理した。また、全ての届出を管理台帳
に登録した。

100％ 100％

施策の方
向

・事業者による土壌調査の実施や汚染土壌の適正管理及び適正処理に関する監視指導等の強化に取り組みます。

・土壌汚染対策については、土壌汚染判明時において、土地周辺の地下水脈及び地質構造が不明な場合が多いことから、
土壌汚染に関連する情報や届出等を収集・蓄積し、各種届出への対応や土壌汚染判明時の汚染状況調査の迅速化に取り組
みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生

施策 １－（２）－イ－② 土壌汚染対策
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・土壌汚染に関する情報や届出等の収集・蓄積については、国が実施するセミナー等の受講機会の確保及び担当者職員間の情報交換
の機会を設け、届出対応業務及び監視指導業務等の能力向上を図る。
・指定調査機関及び汚染土壌処理業者に関する監視指導については、職員の知識、能力の向上を図るため、国が実施する土壌環境に
関連する研修等の受講機会を確保し、指定調査機関等への適切な指導の実施を図る。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・土壌汚染に関する情報や届出等の収集・蓄積については、事務取扱要領等を整備し、統一した審査・監視指導等対応を行う。
⑥変化に対応した取組の改善
・土壌汚染に関する情報や届出等の収集・蓄積については、審査や照会等に資するため、法対象外の報告や他法令に関する届出情報
等地歴情報を収集・記録し、蓄積に努める。

[成果指標]
・土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の適正処理率については、引き続き、関係機関との連携、土地所有者等へ必要な情報の提供を実
施し、汚染土壌の飛散・拡大防止を図る。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・土壌汚染に関する情報や届出等の収集・蓄積については、複雑化、多様化する土壌汚染調査や対策等に対応するため、職員の知
識、能力の向上を図る必要がある。
・指定調査機関及び汚染土壌処理業者に関する監視指導については、複雑化、多様化する土壌汚染調査や対策等に対応するため、職
員の知識、能力の向上を図る必要がある。

　外部環境の分析
⑤県民ニーズの変化
・土壌汚染に関する情報や届出等の収集・蓄積については、土地取引する際のリスク管理の一環として、土壌汚染に関する情報の照
会や開示請求等が増加している。

[成果指標]
③周知・啓発の効果
・土壌汚染対策法に基づく汚染土壌の適正処理率については、土壌汚染の発覚後、関係市町村との連携、土地所有者や事業者等との
調整・意向確認等を密に行うことで、必要となる届出を事前に案内することができ、必要な届出の徹底、汚染土壌の飛散や拡大防止
に関する計画の事前確認により、適正処理が図られた。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
悪臭防止法に基づく規制
地域の指定
(環境部環境保全課)

6,457

指定済町村数（内訳）
　各種事業場及び家畜飼育場等から発生する悪
臭公害を防止するため、悪臭防止法に基づく規
制地域の指定及び規制基準の設定を行い、悪臭
物質の排出を規制し、県民のよりよい生活環境
の保全を図る。12町村（継

続12町村）
12町村 順調

○騒音・悪臭防止対策

3
自動車騒音の常時監視
(環境部環境保全課)

6,457

道路区間数（累計）

　自動車騒音の常時監視を行った。

13区間（23
区間）

13区間 順調

順調

2
事業者の監視・指導
(環境部環境保全課)

30,385

工場・事業場等の立入件数（累計） 　大気汚染防止法、沖縄県環境保全条例に基づ
くばい煙発生施設等や粉じん発生施設、特定粉
じん排出等作業の届出受理、現場確認及び改善
指導を行う。

100件（200
件）

1,282件 順調

実績 進捗状況

○大気環境の常時監視及び事業者の監視・指導の強化

1
大気環境の常時監視
(環境部環境保全課)

30,385

測定局数（内訳）
　沖縄県で設置している大気測定局８局で大気
環境の常時監視を行い、地域における大気汚染
状況等を把握した。

８局（継続
８局）

8局

施策の方
向

・大陸からの越境汚染物質の飛来状況にも注目しつつ、大気環境の常時監視や発生源となる事業所等の監視指導等の強化
に取り組みます。

・騒音や悪臭の防止対策については、航空機騒音や自動車騒音の常時監視を実施するとともに、法に基づく規制地域の指
定及び見直しを行うなど、発生源の規制強化に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生

施策 １－（２）－イ－③ 大気環境保全
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・大気環境の常時監視については、測定機器の老朽化より、整備計画に基づき効率的な機器の更新を行う（令和６年度は石垣局の二
酸化硫黄計・SPM計を更新）。PM2.5の発生源割合の推定に向けPM2.5成分分析を実施する。
・事業者の監視・指導については、法令に基づく審査や工場・事業への立入・監視パトロールを強化するため、引き続き、環境保全
指導員を確保し、保健所に配置していく。
・自動車騒音の常時監視については、自動車騒音については効果的な監視が行えるよう監視区間の見直しを行う。
②連携の強化・改善
・悪臭防止法に基づく規制地域の指定については、環境省の実施する施行状況調査等を通じて県内町村の状況を確認し、必要に応じ
て規制地域の見直しを働きかける。
⑧その他
・悪臭防止法に基づく規制地域の指定については、嘉手納飛行場周辺の悪臭実態調査を引き続き行う。

[成果指標]
・大気環境基準の達成率（光化学オキシダントを除く）については、県民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、引き続き、
大気汚染状況の測定を実施する。

100

担当部課名 環境部環境保全課

達成状況の説明

　光化学オキシダントを除く４項目（二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、PM2.5）について、大気環境基準を達成した。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・大気環境の常時監視については、測定機器が老朽化しており、計画的に機器の更新を行う必要がある。・微小粒子状物質(PM2.5)
の発生源対策を行う必要があるが、越境によるものが主なのか、県内発生が主なのか推定が必要である。
・事業者の監視・指導については、大気汚染を防止し、生活環境を保全するためには発生源対策が重要であることから、法令に基づ
く届出審査や工場・事業場への立入・監視パトロールを強化するため、執行体制を整備する必要がある。
・自動車騒音の常時監視については、現体制ではこれまでの監視区間を全てカバーすることは困難であり、効果的な監視が行えるよ
う監視区間の見直しが必要。
②他の実施主体の状況
・悪臭防止法に基づく規制地域の指定については、悪臭の苦情件数は県内の公害苦情の中で依然として最も多いことから、県内町村
における規制状況等を把握し、規制地域の見直しが必要な自治体には働きかけを行う必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・自動車騒音の常時監視については、自動車騒音常時監視については、道路交通量の変化や道路の開通によって、環境基準の達成状
況に変化が生じる可能性がある。
・悪臭防止法に基づく規制地域の指定については、嘉手納飛行場周辺では、航空機からの排ガスが原因と推定される悪臭が問題と
なっていることから、悪臭発生の実態について把握する必要がある。
⑥他地域等の動向
・大気環境の常時監視については、大気汚染物質の低減は、発生源対策が有効であるが、大気汚染物質が越境による影響の場合、直
接的な対策が困難である。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・大気環境基準の達成率（光化学オキシダントを除く）については、県民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、大気汚染物
質の測定を実施した結果、光化学オキシダントを除く４項目で大気環境基準を達成しており、計画通りに進捗している。

―

100 100% 目標達成
計画値

100 100

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

大気環境基準の達成率（光化学オキ
シダントを除く）

％ 100

100 100

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○環境配慮型資材の開発と実用化に向けた実証

4

環境配慮型資材の開発の
推進
(商工労働部ものづくり振
興課)

14,208

技術支援件数（累計）

　環境配慮型資材に関する技術支援として、受
託研究２件、技術相談２件を行った。

３件（６
件）

4件 順調

○自然環境再生に取り組む市町村等の活動支援

3
沖縄県自然環境再生指針
の普及啓発
(環境部環境再生課)

0

自然環境再生事業に取り組む地域数
（内訳）

　地域主導の自然環境再生事業の取組について
指針に基づき技術的な助言を行うため、大宜味
村の設置する塩屋湾水環境再生事業検討委員会
に委員として参加した。

６地域（継
続６地域）

7地域 順調

概ね順調

○自然石等を用いた河川の整備

2
自然環境に配慮した河川
の整備
(土木建築部河川課)

1,919,000

整備延長（累計）
　安里川ほか17河川にて、環境・景観に配慮し
た多自然川づくりにむけた用地取得および護岸
工事等を行った。

0.3km
（0.6km）

0.3km 順調

実績 進捗状況

○自然環境に配慮した海岸の整備

1
自然環境に配慮した海岸
の整備
(土木建築部海岸防災課)

254,713

整備延長（累計） 　中城湾港海岸（川田地区）や伊佐海岸、兼久
海岸等において、自然環境に配慮し地域の特性
に応じた海岸保全施設の整備を実施した（L=約
0.25km）。

0.3km
（0.5km）

0.25km
（0.45km）

施策の方
向

・自然環境及び生物相互のバランスに配慮しつつ、沖縄らしい砂浜の創出や海浜緑地の創出など、地域の特性に応じた海
岸の整備に取り組みます。

・自然石等を用いた河川護岸の整備や景観・環境に配慮した多自然川づくりにより、河川の水辺環境の保全・再生に取り
組みます。

・自然環境再生に取り組む市町村や団体の活動を支援し、県内の自然環境の保全・再生を促進します。

・環境配慮型資材の開発と実用化に向けた実証に取り組みます。

関係部等 土木建築部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生

施策 １－（２）－イ－④ 自然環境再生の推進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・沖縄県自然環境再生指針の普及啓発については、自然環境再生事業を市町村が地域主導で実施できるよう、県と市町村の連携を強
化し、支援する仕組みを検討する。
⑤情報発信等の強化・改善
・自然環境に配慮した河川の整備については、河川事業は多大な期間を要することから、事業説明会等で事業説明および効果発現状
況を説明することで、事業の効果を実感してもらい事業への協力を得ることで進捗を図る。また、引き続き、関係機関（沖縄防衛
局、現地米軍）及び地権者との調整を密に行い、事業の進捗を図る。
⑥変化に対応した取組の改善
・環境配慮型資材の開発の推進については、環境問題は随時多岐にわたり生じていることから、対応できる課題に絞り技術ニーズ、
技術シーズを情報収集し、技術支援を効率よく実施する。
⑦取組の時期・対象の改善
・自然環境に配慮した海岸の整備については、工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討を踏まえ、発注計画を行う。

[成果指標]
・自然環境に配慮した河川整備率については、目標に設定している0.3km/年の自然石護岸整備を継続的に実施することで、景観・環
境に配慮した多自然川づくりにより、河川の水辺環境の保全・再生に取り組む。

14

担当部課名 土木建築部河川課

達成状況の説明

　H24年度以降に県管理河川（二級河川）の整備を要する延長に対する自然環境に配慮した河川整備の割合を成果指標としている。
R5年度は0.3kmの自然石護岸を整備し、4.89km(累計整備延長)/36.3km(整備が必要な延長)＝13.0％となっていることから、R6目標は
達成する見込みである。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・沖縄県自然環境再生指針の普及啓発については、自然環境再生事業の推進にあたり、地域主導で取組を行う市町村を増やしていく
ため、県が市町村を支援する仕組みを検討する必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・自然環境に配慮した河川の整備については、米軍提供施設内の河川整備や用地取得の難航等により、事業進捗に遅れが生じてい
る。
・環境配慮型資材の開発の推進については、環境問題は随時生じていることから、環境配慮型資材の開発を進めるにあたり、環境に
対する課題に対応した技術ニーズの情報収集を図る。

　改善余地の検証等
⑦その他
・自然環境に配慮した海岸の整備については、工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討が必要であり、それを踏まえた発注計
画を図る必要がある。
・自然環境に配慮した河川の整備については、河川整備は、下流側から整備するという事業の特殊性から、事業効果をあげるには多
大な期間を要する。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・自然環境に配慮した河川整備率については、計画値である自然石護岸の整備延長0.3km/年を計画どおり着実に実施することで、目
標を達成する見込みである。

―

14 100.0%
目標達成の

見込み計画値

12 13

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

自然環境に配慮した河川整備率 ％ 11

12 13

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

―

担当部課名 環境部環境政策課

達成状況の説明

　令和５年度は、事業者から環境影響評価法および沖縄県環境影響評価条例に基づく計画段階配慮書の送付がなかったことから、同
図書に対する知事意見を述べた実績はない。

―

100％ 未達成
達成に努め

る計画値

― ―

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

配慮書に対する知事意見を述べた割
合

％
100％ 

（R２年
度）

- -

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

順調

○簡易な環境影響評価手法の導入

2

小規模開発に対する簡易
な環境影響評価手法の導
入
(環境部環境政策課)

3,935

小規模開発における簡易な環境配慮指
針（仮称）の検討状況

　小規模開発を対象とした簡易的な環境影響評
価の手法（素案）を作成した。

指針素案の
作成

素案を作成
した

順調

実績 進捗状況

○対象事業の早期段階における環境保全の適正な配慮

1
環境影響評価審査調整事
業
(環境部環境政策課)

0

専門家等意見を聴取した配慮書の割合

　事業者から計画段階配慮書の送付がなかった
ことから、同図書に対する専門家等意見の聴取
は行っていない。

100％

事業者から
計画段階配
慮書の送付
がなかった

施策の方
向

・海洋島しょ圏である本県の脆弱な自然環境を保全するため、環境影響評価法及び条例の対象とならない小規模開発に対
して簡易な環境影響評価手法の導入に取り組みます。

・規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある公共工事・民間事業について、環境保全の適正な配慮が
なされるよう、環境影響評価及び事後調査の適切かつ円滑な実施に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－イ 水域・陸域・大気・土壌環境の保全・再生

施策 １－（２）－イ－⑤ 環境影響評価制度の推進
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
⑧その他
・環境影響評価審査調整事業については、事業者から計画段階配慮書が送付された際には、専門家等への意見聴取を行う。
・小規模開発に対する簡易な環境影響評価手法の導入については、令和５年度に作成した小規模開発を対象とした簡易的な環境影響
評価の手法（素案）について、より使いやすくなるよう記載を工夫する。

[成果指標]
・配慮書に対する知事意見を述べた割合については、事業者から環境影響評価法および沖縄県環境影響評価条例に基づく計画段階配
慮書の送付がなされた場合は、同図書を審査するとともに専門家等意見を聴取し、それを踏まえ同図書に対する知事意見を述べる。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　改善余地の検証等
⑦その他
・環境影響評価審査調整事業については、令和５年度は、事業者から計画段階配慮書の送付がなかったことから、同図書に対する専
門家等の意見聴取は行っていない。
・小規模開発に対する簡易な環境影響評価手法の導入については、令和５年度に作成した小規模開発を対象とした簡易的な環境影響
評価の手法（素案）について、より使いやすくなるよう記載を工夫する必要がある。

[成果指標]
⑮その他個別要因
・配慮書に対する知事意見を述べた割合については、令和５年度は、事業者から環境影響評価法および沖縄県環境影響評価条例に基
づく計画段階配慮書の送付がなかったことから、同図書に対する知事意見を述べた実績はない。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

31,600

―

31,600 未達成
達成に努め

る
計画値

50,337 40,954

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

環境啓発活動参加延べ人数 人 59,691

13,458 12,819

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○県民参画の仕組みづくり

3

環境保全啓発事業（環境
ボランティアマッチング
の促進）
(環境部環境再生課)

16,227

ボランティアマッチングの実施件数
（累計）

　沖縄県地域環境センターのホームページ上
で、環境保全活動を希望するボランティアと地
域のニーズ（各種団体等の要望）をマッチング
するため、年間を通して、環境保全活動団体の
活動情報等を発信した。10件（15

件）
14件 順調

順調

2
生物多様性に係る情報公
開の促進
(環境部自然保護課)

4,609

情報の公開及びデータの更新数（累
計） 　生物多様性保全利用指針OKINAWAの公開に向け

た調整を行ったほか、生物多様性情報プラット
フォーム等のWebサイトの更新及び情報公開を
行った。

1回（２回） 4回 順調

実績 進捗状況

○産学官の連携・協働ネットワークの構築及び指針や調査結果等の情報公開

1
連携・協働ネットワーク
づくりの推進
(環境部環境再生課)

3,293

環境教育等推進行動計画推進協議会の
開催数（累計）

　令和４年度の環境教育等推進行動計画の実施
状況を取りまとめ、進捗管理を行った。

１回（２
回）

1回

施策の方
向

・県内の環境教育・環境保全活動に携わる県民、事業者、NPO、研究機関、行政が一体となった産学官の連携・協働ネッ
トワークを構築し、各主体の情報交換や相互交流の場の創出に取り組むとともに、「生物多様性保全利用指針OKINAWA」
や「レッドデータおきなわ」など県が策定した指針や調査結果を積極的に公開し、県民が容易にアクセスできるよう取り
組むことで県民参画を促し、自然環境の保全等に関する計画づくりを推進します。

・県内企業・団体・個人による環境保全活動の促進及びボランティア支援を推進するとともに、生物多様性の保全をはじ
めとする社会課題解決に多くの県民が参画できる仕組みの構築に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－ウ 多様な主体による環境保全等に向けた活動の推進

施策 １－（２）－ウ－① 環境保全等に対する県民参画の推進
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・連携・協働ネットワークづくりの推進については、県民一体となった環境保全体制の構築に向け、企業、大学、NPO,自治体など産
学官の連携・協働のネットワークづくりに努める。
②連携の強化・改善
・連携・協働ネットワークづくりの推進については、本協議会を通じて、関係機関と環境教育に関する連携や情報共有を図る。
・環境保全啓発事業（環境ボランティアマッチングの促進）については、沖縄県地域環境センターのホームページを活用した情報発
信を継続して行うとともに、対象者のニーズに合ったマッチングを展開する。
⑤情報発信等の強化・改善
・連携・協働ネットワークづくりの推進については、本協議会を通じて、関係機関と環境教育に関する連携や情報共有を図る。
⑧その他
・生物多様性に係る情報公開の促進については、生物多様性保全利用指針OKINAWAの策定目的、利用方法、位置づけについて昨年度
の検討を踏まえ調整を進める。

[成果指標]
・環境啓発活動参加延べ人数については、新型コロナウイルス感染症以前の活動を再開し、より多くの参加者を募る工夫を行い、更
なる周知の拡大を図り、目標値である活動参加者の達成を実現していく。

担当部課名 環境部環境政策課

達成状況の説明

　新型コロナウイルス感染症の影響により研修や清掃活動を見送った市町村・団体が多かったことから活動が制限された。 
　また、研修や清掃活動が行われる日が悪天候であった場合もあり、参加予定者が参加を控えたことが減少したと思われる。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・連携・協働ネットワークづくりの推進については、豊かな自然環境を次世代に継承するため、引き続き自然環境保全に対する県民
参画の推進に努めるとともに、環境保全の重要性など環境問題に対する県民の意識向上に取り組む必要がある。また、本行動計画を
推進するため、県民・事業者・関係機関・関係団体等の協力及び連携が必要である。
・環境保全啓発事業（環境ボランティアマッチングの促進）については、県民による地域に根差した環境保全活動への参画を促進す
るため、沖縄県地域環境センターを中核に据えた事業を継続して実施する必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・連携・協働ネットワークづくりの推進については、持続可能な社会の担い手づくりに通じる環境教育の取組は、ＳＤＧｓの達成に
向けて、必要不可欠である。

　改善余地の検証等
⑦その他
・生物多様性に係る情報公開の促進については、生物多様性保全利用指針OKINAWAの暫定版のみの公開となっており、完成版の公開
に至っていない。

[成果指標]
⑬天候・自然災害
・環境啓発活動参加延べ人数については、研修や清掃活動が行われる日が悪天候であった場合もあり、参加予定者が参加を控えたこ
とが減少したと思われる。
⑮その他個別要因
・環境啓発活動参加延べ人数については、新型コロナウイルス感染症の影響により研修や清掃活動を見送った市町村・団体が多かっ
たことから活動が制限された。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
県民参加型外来種防除の
実施
(環境部自然保護課)

434,753

外来種防除イベントの実施回数（累
計） 　外来植物防除イベントに54名、グリーンア

ノール防除イベントに2回にそれぞれ21名、17名
の参加があった。

３回（６
回）

3回 順調

○環境保全意欲の醸成に向けた普及・啓発

3
ちゅら島環境美化促進事
業（普及啓発）
(環境部環境整備課)

2,709

環境美化に関する啓発活動の実施数
（累計）

　強化月間・各種イベント数については、県庁
ホール及び県立図書館でパネル展を開催し、11
月の「おきなわアジェンダ２１県民環境フェア
inなは」でも普及啓発を行い、計画どおり３回
実施することができた。２回（４

回）
3回 順調

大幅遅れ

○環境保全意欲の醸成に向けた環境教育の充実

2

環境保全啓発事業（出前
講座等による環境保全活
動の促進）
(環境部環境再生課)

16,227

出前講座等の活動回数（累計） 　沖縄県地域環境センターにおいて、県内全域
を対象に学校や地域等での出前講座や自然観察
会、啓発イベント等の環境保全啓発活動を年間
を通して実施した。また、センターのHPやセン
ター情報誌で環境情報を発信した。67回（132

回）
81回 順調

実績 進捗状況

○保全利用協定の締結促進

1
自然環境の保全利用協定
締結推進事業
(環境部自然保護課)

6,401

保全利用協定新規締結地区数（累計）

　保全利用協定の新規締結に向けたヒアリング
や勉強会を実施した。

１地区（２
地区）

0地区

施策の方
向

・環境保全型自然体験活動に係る事業者が、環境保全と利用に関するルールを事業者間で自主的に策定・締結する保全利
用協定の締結促進に取り組みます。

・環境保全活動の啓発に向けて、広く県民を対象とした「おきなわ環境教育プログラム集」の普及・活用等を推進すると
ともに、学校教育においては、自然環境に親しむための体験学習や総合学習等を通して、次代を担う子どもたちの環境保
全の意欲の醸成に取り組みます。

・ごみのポイ捨て・不法投棄の防止、海浜の節度ある利用等について、広く県民の環境保全意欲の醸成に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（２）－ウ 多様な主体による環境保全等に向けた活動の推進

施策 １－（２）－ウ－② 環境保全の意欲の醸成
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

担当部課名 環境部環境再生課

達成状況の説明

　沖縄県地域環境センターにおいて、県内全域を対象に学校や地域等での出前講座や自然観察会、啓発イベント等の環境保全啓発活
動を年間を通して実施した結果、順調に推移している。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、地域に根差した啓発活動を展開するためには、沖縄県地
域環境センターを中核に据えた事業を継続して実施する必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、学校向けの啓発活動は、小学校・中学校・高校が主で
あったが、近年は盲学校やろう学校と連携した活動等を行うなど、啓発活動対象者が多様になっており、対象者のニーズに合わせた
活動を展開する必要がある。
・ちゅら島環境美化促進事業（普及啓発）については、より効果的な普及啓発の方法を、各イベント・キャンペーン等において考案
する必要がある。
⑤県民ニーズの変化
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、啓発活動の多様化（リモートやオンライン開催等）に応
じた事業展開を継続して行う必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・自然環境の保全利用協定締結推進事業については、同一地区を利用するツアーガイド業者間の調整や、手続きの負担に見合う制度
の魅力向上が重要である。
・県民参加型外来種防除の実施については、多くの県民が本県の豊かな生物多様性を認識し、外来種対策の必要性について理解を深
め、県民一丸となった取組に繋げていくため、より一層、県民参加型の取組を充実させる必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・①沖縄県地域環境センターの来場者数（講習会受講者数を含む）    
②①のうち教育委員会等と連携して実施する講習会受講者数については、沖縄県地域環境センターのホームページやSNS等を活用し
て、出前講座や講習会等の周知を図ったことで、計画通り順調に推移している。

3,616 70.1%
目標達成の

見込み計画値

2,479 3,049 3,616

①沖縄県地域環境センターの来場者
数（講習会受講者数を含む）    

②①のうち教育委員会等と連携して
実施する講習会受講者数 

(②①のうち教育委員会等と連携し
て実施する講習会受講者数)

人 1,912

5,108 2,709 ―

達成率 達成状況
R4 R5 R6 R6年度

10,587

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

―

10,587 67.3%
目標達成の

見込み計画値

7,488 9,040

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

①沖縄県地域環境センターの来場者
数（講習会受講者数を含む）    

②①のうち教育委員会等と連携して
実施する講習会受講者数 

(①沖縄県地域環境センターの来場
者数（講習会受講者数を含む） )

人 5,941

10,016 8,026

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、対象者のニーズや満足度等を把握するため、アンケート
調査等を行うことで、各種啓発活動の向上につなげる。
②連携の強化・改善
・自然環境の保全利用協定締結推進事業については、地区毎の課題に留意しながらも、補助金制度の活用も含め、保全利用協定制度
の魅力向上に向けて取り組む。・関係自治体との連携にも注力し、新規締結に向けた支援に継続して取り組む。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・ちゅら島環境美化促進事業（普及啓発）については、各種イベント等については、多くの県民へ関心を持ってもらえるよう、引き
続き、県民ホールや県立図書館以外の場所でも実施する等、内容を工夫する。
・県民参加型外来種防除の実施については、より多くの参加者を集めるため、多様なイベントの開催や効果的なイベント情報の発信
方法の検討等を行っていく。
⑥変化に対応した取組の改善
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、リモートやオンラインでの啓発活動を継続して行うとと
もに、対象者のニーズに合わせた啓発活動を展開する。

[成果指標]
・①沖縄県地域環境センターの来場者数（講習会受講者数を含む）    
②①のうち教育委員会等と連携して実施する講習会受講者数については、引き続き、広く県民に周知を図り、環境保全の意欲の醸成
に取り組む。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○環境調査結果に基づく地域特性に応じた海岸整備

3
自然環境に配慮した海岸
の整備
(土木建築部海岸防災課)

254,713

整備延長（累計） 　中城湾港海岸（川田地区）や伊佐海岸、兼久
海岸等において、自然環境に配慮し地域の特性
に応じた海岸保全施設の整備を実施した（L=約
0.25km）。

0.3km
（0.5km）

0.25km
（0.45km）

概ね順調

やや遅れ

○海洋保護区の指定

2
鳥獣保護区（海域を含む
もの）の指定
(環境部自然保護課)

―

指定地域数（累計） 　鳥獣保護区等候補地において、地元市町村及
び関係者等と意見交換等に取り組んだ。また、
既存の鳥獣保護区等において、鳥類の生息数調
査の実施や、鳥獣保護管理員と連携しながら、
鳥獣保護区の管理に取り組んだ。

２箇所 0.2万㎢ やや遅れ

実績 進捗状況

○海洋環境の保全・再生、持続的な利活用

1
サンゴ礁保全再生地域協
議会の設置
(環境部自然保護課)

70,684

サンゴ礁保全再生地域協議会の設置地
域（内訳）

　地域協議会の設立準備を行った宮古島市伊良
部島、うるま市平安座島の両地域において、サ
ンゴ礁保全再生地域協議会を設立させ、その活
動支援を行った。

３地域（新
規１地域、

継続２地
域、累計３

地域）

2地域

施策の方
向

・海洋環境の保全・再生、持続的な利活用に向けて、市町村と連携し、総合的な沿岸管理に取り組みます。

・海域及び沿岸の生物多様性が周辺よりも高いレベルで保護されている区域については、海洋生物の保護強化に向けて、
新たな海洋保護区の指定に取り組みます。

・自然豊かな海岸を有する地域の海岸整備においては、防災機能の発揮に加え、生物の多様性や環境の保全・再生に視点
を置きつつ、環境調査結果に基づく地域特性に応じた整備に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（３）－ア 海洋島しょ圏としてのSDGｓへの貢献

施策 １－（３）－ア－① 海洋保護区と総合的な沿岸管理の推進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・鳥獣保護区（海域を含むもの）の指定については、新規指定の地区について、鳥獣保護管理員等と連携しながら最新の情報を収集
する。
②連携の強化・改善
・鳥獣保護区（海域を含むもの）の指定については、市町村等関係機関意見を慎重に聞き取り、精査して、必要な対応を検討する。
⑦取組の時期・対象の改善
・自然環境に配慮した海岸の整備については、工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討を踏まえ、発注計画を行う。
⑧その他
・サンゴ礁保全再生地域協議会の設置については、県内各市町村における漁業協同組合を中心としたサンゴ保全活動への興味関心、
サンゴ養殖の漁業権の有無、環境保全に取り組む関係団体の有無、予算確保のしくみなどを整理し、新規候補地を検討する。

[成果指標]
・自然保護区域面積（海域）については、引き続き、市町村等関係機関と調整を行っていく。 
鳥獣保護管理員を配置し、管理および最新の鳥獣の情報を収集する。

0.21

担当部課名 環境部自然保護課

達成状況の説明

　令和６年度の目標を達成するために、鳥獣保護区（海域）の新規指定に向けて市町村等との調整を行っている。また、鳥獣保護管
理員を配置し、鳥獣保護区の最新状況について把握している。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「大幅遅れ」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・鳥獣保護区（海域を含むもの）の指定については、鳥獣保護区の新規指定にあたり、鳥獣に関する最新の情報を持ち合わせる必要
がある。
②他の実施主体の状況
・サンゴ礁保全再生地域協議会の設置については、新規の地域協議会を設置するにあたり、地域ごとのサンゴ保全活動に対する興
味・関心、サンゴ養殖実績の有無などの条件を把握する必要がある。
・鳥獣保護区（海域を含むもの）の指定については、自然環境の変化や指定に対する県民ニーズの変化があることを念頭に、市町村
等関係機関からの意見を十分に把握し、慎重に取り組んでいかなければならない。

　改善余地の検証等
⑦その他
・自然環境に配慮した海岸の整備については、工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討が必要であり、それを踏まえた発注計
画を図る必要がある。

[成果指標]
②関係機関の調整進展
・自然保護区域面積（海域）については、市町村等関係機関と調整し、意見が十分に反映されるよう、慎重に取り組みを進めてい
る。

―

0.21 0.0%
達成に努め

る計画値

0.2 0.21

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

自然保護区域面積（海域） 万㎢ 0.2

0.2 0.2

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○海岸清掃活動の促進

4

OCCN（沖縄クリーンコー
ストネットワーク）にお
ける活動
(環境部環境整備課)

0

海岸清掃実施の呼びかけ回数（累計）
　令和５年度においてはOCCN事務局主催の海岸
清掃活動を２回（6月17日及び11月25日）実施し
た。

１回（２
回）

2回 順調

○海洋ごみの効果的な回収処理

3

軽石を含む海岸漂着物の
県及び市町村による回
収・処理
(環境部環境整備課)

283,605

回収・処理を行う回収区域数（累計）
　国の補助金を活用して県（海岸管理者）及び
市町村において海岸漂着物の回収・処理等を実
施した。

50区域（100
区域）

55区域 順調

順調

2

海洋ごみ発生抑制にむけ
た国際的取組への協力
（海岸漂着物等地域対策
推進事業）
(環境部環境整備課)

283,605

交流回数（累計） 　国の補助金を活用した事業で「令和５年度沖
縄県海岸漂着物発生抑制対策検討・実施業務」
を委託にて実施し、今業務において海外交流を
含めた一般県民向けワークショップを開催し
た。１回（２

回）
1回 順調

実績 進捗状況

○海洋ごみの調査・回収、発生防止対策等

1

海洋ごみに関する調査・
研究（海岸漂着物等地域
対策推進事業）
(環境部環境整備課)

283,605

調査実施件数（累計） 　令和５年度において委託により「令和５年度
沖縄県海岸漂着物モニタリング調査等業務」を
実施し、与那国町（与那国島）及び座間味村
（座間味島・阿嘉島）において調査を実施し
た。２件（４

件）
2件

施策の方
向

・県が実施した調査の結果、海岸の生物がマイクロプラスチック及び海洋ごみに由来する有害化学物質を取り込んでいる
ことが判明しており、生態系への影響等をより詳細に把握するため、人の立ち入らない海岸や100を超える無人島につい
ても海洋ごみの調査、回収等に取り組むとともに、発生防止については、国際的な協力体制の充実に向けた取組を推進し
ます。

・海岸漂着物については、海岸管理者による処理を強化するとともに、市町村に対しては継続的に適正処理できる環境づ
くりに向けた支援や効果的な回収処理体制の構築に取り組みます。

・事業者、県民など様々な主体が海洋ごみ対策に取り組むという意識の向上を図るため、県民や事業者に対する普及啓発
を行うとともに、ボランティアによるビーチクリーン活動や企業のCSR活動も含めた海岸清掃活動の促進に取り組みま
す。

・本県及びその近海に海底火山の噴火による大量漂流・漂着した軽石等については、国、市町村、学術研究機関、県民、
NPO等の様々な機関・関係者と連携し、利活用の方法を検討しつつ、回収・処理を推進します。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（３）－ア 海洋島しょ圏としてのSDGｓへの貢献

施策 １－（３）－ア－② 海洋ごみ問題等への対応
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・軽石を含む海岸漂着物の県及び市町村による回収・処理については、今後も引き続き、予算不足や残余が見込まれる箇所を早期に
把握することで、効率的な予算配分を行うことでより多くの区域で取組を進める。
②連携の強化・改善
・海洋ごみ発生抑制にむけた国際的取組への協力（海岸漂着物等地域対策推進事業）については、諸外国に対しては国の働きかけが
重要であることから、引き続き、あらゆる機会を通して要望する必要がある。
③他地域等事例を参考とした改善
・OCCN（沖縄クリーンコーストネットワーク）における活動については、他府県の取組等も参考にしながら、より効果的な海岸清掃
活動実施の呼びかけとなるよう、呼びかけ内容や広報媒体等を検討していく。
⑦取組の時期・対象の改善
・海洋ごみに関する調査・研究（海岸漂着物等地域対策推進事業）については、海岸漂着物の県内の発生状況を把握できるよう、対
象地域を変えるなど効果的な取組内容となるよう検討する。

[成果指標]
・海岸漂着物回収・処理量については、令和６年度以降も効率的な回収・処理となるよう市町村等関係機関と連携し目標値達成に向
け着実に取り組んでいく。

400

担当部課名 環境部環境整備課

達成状況の説明

　海岸漂着物回収・処理量は実績値471トンであり、令和５年度の計画値を達成できた。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・軽石を含む海岸漂着物の県及び市町村による回収・処理については、回収・処理事業の進捗管理を行い、効率的な予算配分を実施
したことで多くの区域で取組を進めることができたことから、毎年継続して予算の効率的配分を行うことで、より多くの区域で実施
できる可能性がある。
②他の実施主体の状況
・OCCN（沖縄クリーンコーストネットワーク）における活動については、OCCNでは「無理なく、出来る範囲で」という方針の下に通
年を通した取組を推進しているが、海岸清掃活動実施の呼びかけ方法について、より広く、より参加したくなる内容へ適宜検討・更
新に取り組む。
③他地域等との比較
・海洋ごみに関する調査・研究（海岸漂着物等地域対策推進事業）については、海岸漂着物の県内の発生状況を把握できるよう、対
象地域を変えるなど効果的な取組内容となるよう検討する必要がある。

　外部環境の分析
⑥他地域等の動向
・海洋ごみ発生抑制にむけた国際的取組への協力（海岸漂着物等地域対策推進事業）については、海岸漂着物の大半は海外由来であ
ることから、県レベルの取組では限界がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・海岸漂着物回収・処理量については、令和５年度においては、回収・処理事業の進捗管理を行い、市町村への追加配分等を実施し
たことから海岸漂着物の効率的な回収・処理がなされ、目標達成したと考える。

―

400 達成 目標達成
計画値

489 444

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

海岸漂着物回収・処理量 トン 533

12,422 471

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○県民等への普及啓発

4

環境保全啓発事業（出前
講座等による環境保全活
動の促進）
(環境部環境再生課)

16,227

出前講座等の活動回数（累計） 　沖縄県地域環境センターにおいて、県内全域
を対象に学校や地域等での出前講座や自然観察
会、啓発イベント等の環境保全啓発活動を年間
を通して実施した。また、センターのHPやセン
ター情報誌で環境情報を発信した。67回（132

回）
81回 順調

○藻場や干潟等の水辺環境の保全・再生

3
沖縄県自然環境再生指針
の普及啓発
(環境部環境再生課)

0

自然環境再生事業に取り組む地域数
（内訳）

　地域主導の自然環境再生事業の取組について
指針に基づき技術的な助言を行うため、大宜味
村の設置する塩屋湾水環境再生事業検討委員会
に委員として参加した。

６地域（継
続６地域）

7地域 順調

大幅遅れ

2
サンゴ礁保全対策に係る
調査研究
(環境部自然保護課)

70,686

調査研究の実施数（累計） 　サンゴ群集の再生及び高水温による白化対策
に関する調査研究や、オニヒトデ対策として稚
ヒトデモニタリングトレーニング及び予察体制
の構築などについて検討を行った。

１回（２
回）

1回 順調

実績 進捗状況

○総合的なサンゴ礁保全・再生活動

1
サンゴ礁保全海域の選定
(環境部自然保護課)

―

サンゴ礁保全海域の選定数

　サンゴ礁現況調査の実施に向け、調査規模や
調査内容の検討・整理を行った。

必要な調査
の実施

調査に向け
た整理作業

施策の方
向

・サンゴ礁生態系の保全・再生を図るため、海水の高水温による白化、陸域からの栄養塩類・赤土等の流入、日焼け止め
クリームの中の化学物質等による影響、オニヒトデの大量発生抑制及び駆除等について、情報収集・調査研究・対策を推
進するとともに、国内外の知見の蓄積や国のモニタリング結果による情報把握、サンゴの植付け・再生技術の普及促進、
海岸等の陸域における自然環境の再生など、総合的なサンゴ礁保全・再生活動に取り組みます。

・野生生物にとって住み良い環境や県民の憩いの場、災害リスクの低減など、多様な機能を有する自然環境を確保するた
め、藻場や干潟等の水辺環境の保全・再生活動に取り組みます。

・海洋環境再生に取り組む市町村や団体への支援、国内外の研究機関と連携した調査研究等に取り組むとともに、調査研
究の結果等を踏まえ、藻場やサンゴ礁生態系の保全と再生に関して、県民や観光客への普及啓発に取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（３）－ア 海洋島しょ圏としてのSDGｓへの貢献

施策 １－（３）－ア－③ サンゴ礁、藻場、干潟等の保全と再生
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

55

担当部課名 環境部自然保護課

達成状況の説明

　環境省が実施しているモニタリングサイト1000における令和３年度サンゴ礁の調査結果において、沖縄島西岸においては、夏季高
水温が原因と考えられる白化現象が多くの地点で観察されたが、ほとんどの地点で死亡率は低く、影響は軽微であり、令和２年度の
調査結果と比較して増減はなかった。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、地域に根差した啓発活動を展開するためには、沖縄県地
域環境センターを中核に据えた事業を継続して実施する必要がある。
②他の実施主体の状況
・沖縄県自然環境再生指針の普及啓発については、自然環境再生事業の推進にあたり、地域主導で取組を行う市町村を増やしていく
ため、県が市町村を支援する仕組みを検討する必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、学校向けの啓発活動は、小学校・中学校・高校が主で
あったが、近年は盲学校やろう学校と連携した活動等を行うなど、啓発活動対象者が多様になっており、対象者のニーズに合わせた
活動を展開する必要がある。
⑤県民ニーズの変化
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、啓発活動の多様化（リモートやオンライン開催等）に応
じた事業展開を継続して行う必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・サンゴ礁保全海域の選定については、調査を行う範囲が膨大であり、多額の予算確保が必要となる。
・サンゴ礁保全対策に係る調査研究については、サンゴ礁の白化対策やオニヒトデ対策について、検討のみではなく、調査研究結果
を県民にフィードバックすることが必要である。
・サンゴ礁保全活動プログラムの周知については、サンゴ礁の適正利用についてどのようにすれば広く周知を図れるか検討する必要
がある。また、マリンレジャー団体がサンゴ礁を適正利用を行うための動機付けを検討する必要がある。

[成果指標]
⑬天候・自然災害
・沿岸域におけるサンゴ被度（沖縄島西岸）については、令和４年度の高水温による白化については県内の一部の地点で回復傾向と
なっていたが、石西礁湖など回復が十分でない地点もあった。オニヒトデは一部の地点で見られたものの影響は軽微だった。西岸に
おいて台風や強風によると思われる破損が多数記録された。

―

55 0.0%
達成に努め

る

R3年度 R3年度

計画値

52 53

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

沿岸域におけるサンゴ被度（沖縄島
西岸）

％ 50

50 50

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

5
サンゴ礁保全活動プログ
ラムの周知
(環境部自然保護課)

17,985

プログラムの更新数（累計） 　・観光やレジャーによる過剰な利用や不適正
な利用によるサンゴ損傷事例の把握 
・日焼け止めクリーム等によるサンゴ礁への影
響の把握 
・観光客・レジャー事業者向け普及啓発方法の
検討１件

調査実施・
骨子案作成

やや遅れ
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、対象者のニーズや満足度等を把握するため、アンケート
調査等を行うことで、各種啓発活動の向上につなげる。
②連携の強化・改善
・沖縄県自然環境再生指針の普及啓発については、自然環境再生事業を市町村が地域主導で実施できるよう、県と市町村の連携を強
化し、支援する仕組みを検討する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・サンゴ礁保全活動プログラムの周知については、具体的な周知啓発の対象や、資料・広報の形態について検討を行っていくととも
に、サンゴ礁に配慮した活動が観光客に選ばれやすいような仕組みについて検討を行っていく。
⑤情報発信等の強化・改善
・サンゴ礁保全対策に係る調査研究については、調査研究について、県民に成果をフィードバックすることを意識した内容の検討を
行い、普及啓発するための資料作成の検討を行う。オニヒトデ大量発生予察時に、県民に周知する情報発信の仕組み作りを行う。
⑥変化に対応した取組の改善
・環境保全啓発事業（出前講座等による環境保全活動の促進）については、リモートやオンラインでの啓発活動を継続して行うとと
もに、対象者のニーズに合わせた啓発活動を展開する。
⑦取組の時期・対象の改善
・サンゴ礁保全海域の選定については、国やその他の機関が行っているサンゴ礁調査のデータを参考に、調査する規模や内容につい
て検討を行う。

[成果指標]
・沿岸域におけるサンゴ被度（沖縄島西岸）については、天候や自然災害によるサンゴ礁への影響については直接的な対策を実施す
ることは難しいため、サンゴ礁現況調査の実施及び保護海域の選定、サンゴ礁保全に係る調査研究及び高水温による白化やオニヒト
デ対策の検討、サンゴ礁保全再生プログラムの周知及び内容の更新などに取り組むことにより、サンゴ礁の保全を図っていく。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○農地以外における赤土等流出防止対策

5
赤土等流出防止施設機能
強化事業
(環境部環境保全課)

180,510

既存施設の改修、浚渫、清掃等の機能
改善（実証試験）の実施数（累計）

　離島における既存施設（沈砂池等）の情報収
集を行い、堆積状況等の管理実態を把握した。
また、沈砂池および砂防ダムの浚渫による赤土
等流出防止に係る実証試験３件の実施、堆積赤
土等の有効活用の検討を行った。３件（６

件）
3件 順調

4

水質保全対策事業（耕土
流出防止型）
(農林水産部農地農村整備
課)

773,200

対策地区数（内訳）

　伊是名村第2地区（伊是名村）ほか7地区にお
いて流出防止対策および発生源対策の整備をし
た。

11地区（新
規２地区、

継続９地
区、累計11

地区）

8地区 やや遅れ

○農地からの赤土等流出防止対策

3
赤土等流出防止営農対策
促進事業
(農林水産部営農支援課)

146,191

市町村（地域協議会）の活動支援数
（内訳）

　地域協議会（11組織）における赤土等流出防
止対策（グリーンベルト等）に係る活動を支援
した。 
　赤土等流出防止活動資金の確保に係る制度設
計に向け、企業連携、テレビCM等、普及啓発を
実施した。

11カ所（継
続11カ所）

11カ所 順調

順調

2
赤土等流出防止活動促進
事業
(環境部環境保全課)

180,510

赤土等流出防止活動への支援団体数
（累計）

　赤土等流出防止対策に取り組む４団体の活動
に対して補助金を交付した。

７団体（14
団体）

4団体 大幅遅れ

実績 進捗状況

○各種発生源対策に係る普及啓発の強化

1
赤土等流出防止対策推進
事業
(環境部環境保全課)

9,863

赤土等流出防止対策交流集会及び講習
会の開催数（累計） 　県民を対象とした赤土等流出防止対策に係る

交流集会を１回、土木業者等を対象とした講習
会を南部地区及び八重山地区で各１回（計２
回）実施した。

３回（６
回）

3回

施策の方
向

・「沖縄県赤土等流出防止対策基本計画」に基づき、地域団体やNPO等の活動を支援するなど、流出防止に向けた地域住
民の主体的な取組を推進するとともに、市町村、関係団体と連携し、各種発生源対策に係る普及啓発活動の強化に取り組
みます。

・農地等の対策については、赤土等流出の実態に応じ、営農支援の強化、ほ場勾配の抑制、グリーンベルトの設置など各
種発生源対策の強化に取り組むとともに、流下する排水経路上では、沈砂池等の設置や施設に堆積した土砂の適切な除去
を進めるなど、新たな取組を含め、総合的な赤土等流出防止対策の強化に取り組みます。

・農地以外においても、流出防止対策の遵守・徹底に向けて、普及啓発及び監視指導を強化するとともに、砂防ダム等の
既存施設の改修、浚渫、清掃等の維持管理、堆積赤土等の除去、流出防止に関する調査研究など、赤土等流出防止対策の
強化に取り組みます。

・「沖縄県赤土等流出防止条例」の成果について検証し、必要に応じて見直しに取り組みます。

関係部等 環境部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（３）－ア 海洋島しょ圏としてのSDGｓへの貢献

施策 １－（３）－ア－④ 赤土等流出防止に向けた総合対策
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

126,500

担当部課名 環境部環境保全課

達成状況の説明

　監視地域（海域）における赤土等年間流出量の推計は毎年実施しておらず、次回は令和８年度に推計する予定としている。

　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・赤土等流出防止対策推進事業については、複雑な地形や多様化する事業現場における赤土等流出防止対策の届出・通知の審査や事
業現場での的確な指導等を行うため、職員の知識、能力の向上を図る必要がある。
・赤土等流出防止営農対策促進事業については、農地における赤土等流出防止対策を継続するための支援体制が構築されていない。
・水質保全対策事業（耕土流出防止型）については、事業を実施する上での課題になったこと等が事業計画担当者へ共有されていな
い。
・赤土等流出防止対策検証事業については、令和５年３月に策定した第２次沖縄県赤土等流出防止対策基本計画で設定した目標を達
成する必要がある。
②他の実施主体の状況
・赤土等流出防止営農対策促進事業については、継続年数等の差により、農業環境コーディネーターの農業に関する知識や技術など
の水準にバラツキがある。
・赤土等流出防止施設機能強化事業については、既存施設の機能維持のため必要となる浚渫には多額の費用を要することから、多く
の既存施設等で浚渫が行われず機能低下が確認された。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・赤土等流出防止対策推進事業については、依然として沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出・通知がされていない事業現場や対
策が不十分な事業現場や農地等がみられる。
・赤土等流出防止営農対策促進事業については、農家の高齢化や兼業化、問題への関心の状況により、赤土等流出防止対策にかける
労力や経費については、優先順位が低い状況にある。
⑤県民ニーズの変化
・水質保全対策事業（耕土流出防止型）については、地元農家や市町村との調整の結果、施工箇所の変更や工法変更のため工期が延
びる傾向である。

　改善余地の検証等
⑦その他
・赤土等流出防止活動促進事業については、県全体の赤土等流出量の約８割が農地由来であり、赤土等流出防止対策を強化するため
には団体等が実施する地域住民等と協働した活動が必須であることから、赤土等流出防止活動を行う団体を増やす必要がある。
・水質保全対策事業（耕土流出防止型）については、事業効果の向上を図るには、実施地区の課題を事業計画担当者とも共有するこ
とが必要。早期の地元調整および設計・積算をし、地区課題についても迅速に対処できる。
・赤土等流出防止施設機能強化事業については、既存施設の管理コストと削減のため、経費のうち多くの割合を占める浚渫した堆積
赤土等の処分方法の検討が必要となる。
・赤土等流出防止対策検証事業については、ドローン撮影画像および人工衛星画像を活用した調査結果を実測データと比較検証する
などし、広域調査の実施に向け画像解析の精度および解析の簡便性向上を図る必要がある。

[成果指標]
⑥その他個別要因
・監視海域における赤土等年間流出量については、監視地域（海域）における赤土等年間流出量は５年おきに推計を行うこととして
おり、次回は令和８年度に推計する（推計値の公表は令和９年度）。

―

126,500 0.0%
達成に努め

る
計画値

136,286 131,386

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

監視海域における赤土等年間流出量 トン 141,172

141,172 141,172

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○「沖縄県赤土等流出防止条例」の成果検証

6
赤土等流出防止対策検証
事業
(環境部環境保全課)

175,845

対策状況の把握・赤土等堆積状況等モ
ニタリング地域数（内訳）

　県内22地域において赤土等堆積状況や赤土等
流出状況を把握するためのモニタリング調査を
実施した。また、衛星画像やドローン撮影画像
を用いた調査を実施した。

20海域（継
続20海域）

22海域 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・赤土等流出防止対策推進事業については、職員の知識、能力向上を図るため、担当者会議や合同パトロールを行い、担当者間での
意見交換等を実施する。
・赤土等流出防止営農対策促進事業については、持続的な赤土等流出防止体制の構築に向けて、防止資材の二次利用等により、引き
続き活動資金の確保について検討する。
②連携の強化・改善
・赤土等流出防止営農対策促進事業については、農業環境コーディネーターの知識及び技術の向上に向けた研修とコーディネート業
務に活用出来るような講習会等の情報提供を行う。
・水質保全対策事業（耕土流出防止型）については、事業を実施する上で課題となったものがあった場合は事業執行担当者だけでな
く事業計画担当者とも共有し、次期採択予定地区へフィードバックする。また、事業執行担当者に地区の状況について、早めのフォ
ローアップを行うことで課題を抽出することができ、執行計画の見直し等が生じた場合は予算調整や必要手続きを迅速に進め、工事
の早期着手を目指す。
・赤土等流出防止対策検証事業については、継続的なモニタリング調査を実施し、海域における赤土等堆積状況および陸域の赤土等
流出削減状況等を関係機関に提供し、関係機関の事業計画に反映する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・赤土等流出防止施設機能強化事業については、堆積赤土等の畑地への還元などによる有効活用について検討を行う。また、砂防ダ
ムを含めた既存施設の効率的効果的な維持管理手法について実証試験を行う。
・赤土等流出防止対策検証事業については、引き続きドローン撮影画像および人工衛星画像を活用した調査を実施し、複数の解析手
法で実測データとの比較検証等を行い、広域調査の実施に向け、解析の精度および簡便性向上を図る。
⑤情報発信等の強化・改善
・赤土等流出防止対策推進事業については、交流集会及び講習会を通じて、届出・通知の徹底や事業現場や農地等において対策を徹
底するよう周知等を行う。
・赤土等流出防止活動促進事業については、赤土等流出防止活動に取り組む新たな団体を増やすため、活動に取り組む団体の活動内
容の紹介とともに、活動に対する補助金の周知も併せて行う。
・赤土等流出防止営農対策促進事業については、赤土等流出について広く認知を獲得するため、イベントへの出展等活動状況をＰＲ
する。
⑦取組の時期・対象の改善
・水質保全対策事業（耕土流出防止型）については、次年度施工箇所については今年度から地元農家と調整を行い、円滑な工事発注
を進めて、地区課題について迅速に対応していく。

[成果指標]
・監視海域における赤土等年間流出量については、令和６年度に策定した県の赤土等流出防止対策の総合な計画である「第２次赤土
等流出防止対策基本計画」に基づき赤土等流出防止対策を推進する。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

担当部課名 商工労働部産業政策課

達成状況の説明

　海洋再生エネルギーでの展開(実証事業を含む)を検討する企業に対し、課題やニーズに関するヒアリング調査を実施し目標を達成
した。

1 100.0% 目標達成
計画値

2 2 1

海洋再生可能エネルギーの商用実装
化を行う可能性のある企業等の発掘

数（累計）
件 3

3 2 ―

達成率 達成状況
R4 R5 R6 R6年度

順調

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

実績 進捗状況

○海洋環境を活用した再生可能エネルギーの将来的な導入拡大

1

海洋環境を活用した再生
可能エネルギーの導入促
進
(商工労働部産業政策課)

10,000

ターゲットとして抽出した企業等（国
の研究機関を含む）への誘致活動回数
（累計） 　参入可能性のある企業等へヒアリング調査を

行うとともに、県内海域における洋上風力発電
設備の導入可能性を調査した。

２件（４
件）

2件

施策の方
向

・海に囲まれた本県において、導入ポテンシャルが大きいとされる海洋環境を活用した再生可能エネルギーの将来的な導
入拡大のため、実用化に向けた技術の確立に向けて、洋上風力発電をはじめ、海洋温度差、潮流、波力等を活用した発電
等における研究機関や民間事業者等の研究開発の促進に取り組みます。

関係部等 商工労働部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（３）－イ ブルーエコノミーの先導的な展開

施策 １－（３）－イ－① 海洋環境を活用した再生可能エネルギーの導入促進
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　改善余地の検証等
⑦その他
・海洋環境を活用した再生可能エネルギーの導入促進については、R5調査により導入可能性検討調査エリアを絞り込んだが、引き続
き導入可能性を検討するためにはさらなる情報精査や港湾区域での可能性等を調査する必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・海洋再生可能エネルギーの商用実装化を行う可能性のある企業等の発掘数（累計）については、県内海域において海洋再生エネル
ギーにおける発電事業の展開を検討する企業等に対し、ヒアリング調査を行ったことから、計画通りとした。

[主な取組]
⑧その他
・海洋環境を活用した再生可能エネルギーの導入促進については、R5調査により絞り込んだ導入可能性調査エリアへのさらなる情報
精査や港湾区域における可能性を調査するとともに地域の関係者への理解醸成を図る。

[成果指標]
・海洋再生可能エネルギーの商用実装化を行う可能性のある企業等の発掘数（累計）については、海洋再生可能エネルギーの商用実
装化を行う可能性のある企業等の発掘に向け、事業化の課題や企業のニーズを収集するため、引き続き、ヒアリング調査を行ってい
く。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

1

担当部課名 商工労働部産業政策課

達成状況の説明

　海洋資源の調査及び開発事業に関連する企業を中心にヒアリングの対象を選定し、環境影響評価や資源調査、開発事業など各分野
ごとのプレイヤー４者に対し、海洋資源調査・開発事業への参入に向けた課題やニーズに関するヒアリング調査を実施した。

―

1 達成 目標達成
計画値

2 2

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

海洋資源を活用した新事業に参入可
能性のある企業等の発掘数（累計）

件 3

3 4

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○海洋調査・開発の支援拠点形成

3

海洋資源調査・開発支援
拠点形成促進に向けた取
組
(商工労働部産業政策課)

9,722

ターゲットとして抽出した企業等（国
の研究機関を含む）への誘致活動数
（ヒアリング等）（累計） 　国の海洋研究機関等にヒアリング調査を行

い、海洋資源関連の事業化・産業化に向けた課
題の整理を行った。

５件（10
件）

6件 順調

順調

○国の調査・研究等の情報収集等

2
国の調査・研究等の情報
収集等
(商工労働部産業政策課)

9,722

国の関係省庁との意見交換回数（累
計） 　国の海洋研究機関等にヒアリング調査を行

い、海洋資源関連の事業化・産業化に向けた課
題の整理を行った。

１回（２
回）

1回 順調

実績 進捗状況

○県内離島への関連施設の設置の検討

1

離島も含めた県内全域に
おける関連施設の設置の
検討
(商工労働部産業政策課)

9,722

離島も含めた県内全域における関連施
設の設置の検討に向けた可能性調査等
の実施数（累計） 　国の海洋研究機関等にヒアリング調査を行

い、海洋資源関連の事業化・産業化に向けた課
題の整理を行った。

１件（２
件）

1件

施策の方
向

・海洋環境・資源に囲まれる本県の離島は、再生可能エネルギー、メタンハイドレート、海底熱水鉱床等の調査研究拠点
として重要な立地にあり、県内離島への関連施設の設置を積極的に検討する必要があります。

・本県周辺海域に賦存する可能性が高い海底熱水鉱床等の海底資源に関して、将来の産業化を見据え、国の調査・研究の
情報収集を行うなど国や関係機関と連携しながら、海洋調査・開発の支援拠点形成の検討に向けて取り組みます。

関係部等 商工労働部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（３）－イ ブルーエコノミーの先導的な展開

施策 １－（３）－イ－② 海洋調査・開発の支援拠点形成に向けた取組の推進
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
⑥変化に対応した取組の改善
・離島も含めた県内全域における関連施設の設置の検討については、沖縄近海に賦存する海洋資源について、国の調査や技術革新に
より事業化・産業化への課題が整理された場合に備え、情報の収集を引き続き行っていく。
・国の調査・研究等の情報収集等については、沖縄近海に賦存する海洋資源について、国の調査や技術革新により事業化・産業化へ
の課題が整理された場合に備え、情報の収集を引き続き行っていく。
・海洋資源調査・開発支援拠点形成促進に向けた取組については、沖縄近海に賦存する海洋資源について、国の調査や技術革新によ
り事業化・産業化への課題が整理された場合に備え、情報の収集を引き続き行っていく。

[成果指標]
・海洋資源を活用した新事業に参入可能性のある企業等の発掘数（累計）については、海洋再生可能エネルギーの商用実装化を行う
可能性のある企業等の発掘に向け、事業化の課題や企業のニーズを収集するため、引き続き、ヒアリング調査を行っていく。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・離島も含めた県内全域における関連施設の設置の検討については、海洋資源開発について、経済性に課題があることや環境面に関
する法規制が未整備であることから、引き続き、政府や各国の動向を注視する必要がある。
・国の調査・研究等の情報収集等については、海洋資源開発について、経済性に課題があることや環境面に関する法規制が未整備で
あることから、引き続き、政府や各国の動向を注視する必要がある。
・海洋資源調査・開発支援拠点形成促進に向けた取組については、海洋資源開発について、経済性に課題があることや環境面に関す
る法規制が未整備であることから、引き続き、政府や各国の動向を注視する必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・海洋資源を活用した新事業に参入可能性のある企業等の発掘数（累計）については、過年度までに実施していたアンケート調査の
結果をもとにヒアリングの対象企業を選定したことや国や大学などの公的研究機関等にも参入可能性のある民間企業等について聞き
取りをおこなったことで、ヒアリング（企業等の発掘）をより効果的に行うことができた。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○豊かな海への関心を高める情報発信

5
海洋に関するイベントの
開催
(土木建築部港湾課)

0

イベントを開催した港湾数（内訳）
　「海の日」等の機会に、海洋に関する理解を
深め、関心をより一層高めるイベント等を開催
した。

４港（継続
４港）

4港 順調

4
ブルーカーボンに関する
情報収集
(環境部環境再生課)

0

情報収集結果の整理・公表件数（累
計）

　ブルーカーボンに係る情報収集を行い、ブ
ルーカーボン及びブルーカーボン生態系の特
徴、ブルーカーボンによる吸収量、県内の取組
事例、ブルーカーボン生態系の保全について整
理し、沖縄県のホームページに掲載した。１件（２

件）
1件 順調

3

熱帯性海域における漁場
環境特性を高度に活用し
た生産技術開発
(農林水産部農林水産総務
課)

95,655

水産業の技術開発数（累計） 　海域特性を活用した生産技術開発に向け、漁
場形成、資源管理、魚介藻類の養殖技術、魚
病、漁場保全、海洋深層水の活用等に関する試
験研究を実施した。

２件（５
件）

3件 順調

順調

○海洋環境等の調査研究・ネットワーク形成等の推進

2
海洋に関する研究情報及
び成果情報の共有
(企画部科学技術振興課)

―

会議開催数（累計） 　県内10の機関で構成するおきなわマリンサイ
エンスネットワークの事務局を琉大、ＯＩＳＴ
と持ち回りで行い、海洋に関する研究を発表す
るワークショップに参加した。１回（２

回）
1回 順調

実績 進捗状況

○海洋政策推進の新たな拠点の設置促進

1
国の「海洋政策センター
（仮称）」の設置促進
(企画部企画調整課)

4,851

「海洋政策センター（仮称）」の設置
検討に向けた可能性調査等 　今後の本県における海洋政策の方向性を検討

するため、海洋政策に関する県内外の現状分析
や有識者ヒアリング、先進地事例調査等を実施
した。

実施 実施

施策の方
向

・持続可能な海洋島しょ圏の発展、海洋立国と国際社会への貢献を基本方向に、我が国の海洋政策推進の新たな拠点とな
る国の「海洋政策センター（仮称）」の設置を促進し、調査研究体制の充実、海洋環境・資源の利活用、離島地域の活性
化など、ブルーエコノミーを先導する地域として海洋政策を総合的に推進します。

・OISTや琉球大学、研究機関等との国内外のネットワーク形成を視野に入れた産学官の相互連携、海洋生物資源の持続可
能な利活用の共同研究や、ブルーカーボンなど海洋生態系の活用可能性の検討等に取り組むとともに、持続可能な海洋島
しょ圏を支えていく海洋人材の育成・確保を推進します。

・海洋に関する理解を深め、本県の豊かな海への関心をより一層高めるため、美ら海水族館等の社会教育施設、研究機
関、関係団体等と連携した海洋教育を推進するとともに、「海の日」等の機会を通じた海洋に関するイベントの開催等に
よる情報発信に取り組みます。

関係部等 企画部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（３）－イ ブルーエコノミーの先導的な展開

施策 １－（３）－イ－③ 海洋政策の総合的推進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

36

担当部課名 企画部企画調整課

達成状況の説明

　海洋政策事業に係る関係団体数について、令和５年度は前年度から２団体増加し、目標値を達成することができた。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・国の「海洋政策センター（仮称）」の設置促進については、令和５年度は本県における海洋政策の基本的な方向性を検討するため
の基礎調査としていたため、新たな拠点に求められる役割や機能の整理等より詳細な調査を行う必要がある。
・水産業の振興のための普及活動等の実施については、沖縄県青年・女性交流大会の発表者の立候補や推薦等が少なく、県職員が選
出を支援しているため、候補者の情報収集に苦慮する場合がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・熱帯性海域における漁場環境特性を高度に活用した生産技術開発については、燃料費の高騰により、特に沖合漁業の操業効率化に
向けた技術開発が求められている。また、ソデイカの資源量の減少が懸念されており、適切な資源評価と資源管理策の高度化が求め
られている。また、沿岸環境の悪化や気象変動の影響により、海藻養殖に必要となる天然種苗の確保や、養殖の安定生産が困難な状
況が頻発している。
・ブルーカーボンに関する情報収集については、ブルーカーボンについては、世界的にも研究が進み、理解が深まりつつある。我が
国としては初めて、ブルーカーボン生態系の一つであるマングローブ林による吸収量を算定した。
⑤県民ニーズの変化
・熱帯性海域における漁場環境特性を高度に活用した生産技術開発については、県内スギ養殖において、新型の細菌病が発生してお
り、その対策への対応が求められている。

　改善余地の検証等
⑦その他
・海洋に関する研究情報及び成果情報の共有については、実施開催としたことで活発な研究交流に繋がった。また、実地開催の効果
等を伝達していくことで円滑なワークショップ開催に繋がった。
・海洋に関するイベントの開催については、港湾事業等の円滑な推進のため、県民に対し、港湾行政に関する関心喚起や理解向上を
図る必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・海洋政策事業に係る関係団体数（事業者、研究機関等）については、海洋政策の総合的な推進にあたり、関係部局や関係機関と連
携した効果的な情報収集・情報発信の取り組みが求められる。

―

36 200.0% 目標達成
計画値

35 35

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

海洋政策事業に係る関係団体数（事
業者、研究機関等）

団体※ 34

34 36

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

6
水産業の振興のための普
及活動等の実施
(農林水産部水産課)

3,766

参加人数（累計） 　少年水産教室、ＪＩＣＡ研修の講義・施設見
学を実施。沖縄県青年･女性漁業者交流大会を開
催し、漁村青壮年・女性漁業者および研究グ
ループ等の自主的な活動実績が発表され、相互
間の知識交流が図られた。105人（205

人）
159人 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・熱帯性海域における漁場環境特性を高度に活用した生産技術開発については、海藻類の種苗生産や養殖生産の安定化に資する研究
課題や調査体制の拡充を図る。
②連携の強化・改善
・国の「海洋政策センター（仮称）」の設置促進については、委託事業者及び関係機関等と連携の上、沖縄県におけるブルーエコノ
ミーの推進に向けた課題の整理や今後の方向性についてとりまとめを行う。
・海洋に関する研究情報及び成果情報の共有については、更なる研究交流の促進に繋がるよう、おきなわマリンサイエンスネット
ワークの事務局内（沖縄県、ＯＩＳＴ、琉大）で意見交換を行う。
・熱帯性海域における漁場環境特性を高度に活用した生産技術開発については、大学、研究機関と連携し、沖合漁業の効率化および
ソデイカの資源管理策の高度化に向けた調査研究を拡充する。また、研究機関、製薬会社等と連携し、ワクチンの効果試験等を行
う。
・水産業の振興のための普及活動等の実施については、各漁協、漁業士会等地域の事情に精通している関係者と連携し、発表課題、
発表者等を選出する。
⑤情報発信等の強化・改善
・海洋に関するイベントの開催については、県民に対し港湾行政に対する理解の向上を図るため、引き続き関係者と連携、協働し、
イベント等を行う。
⑥変化に対応した取組の改善
・ブルーカーボンに関する情報収集については、引き続き情報収集を行い、収集した情報を整理し、沖縄県ホームページ内のブルー
カーボンのページに掲載し、情報発信していく。

[成果指標]
・海洋政策事業に係る関係団体数（事業者、研究機関等）については、海洋政策の総合的な推進に向けて、関係部局や関係機関と連
携した効果的な情報収集・情報発信を図ることで、海洋政策事業に係る関係団体数の増加につなげる。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

5
しまくとぅば検定の実施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

72,062

しまくとぅば検定受検者数（累計） 　しまくとぅば普及センターにおいて、4級～6
級に相当する上級者層向けに会場検定を実施し
た。また７級～９級に相当する初心者層向けにE
ラーニングを３月21日から開始した。

1,000人
（2,000人）

474人
（1,396人）

大幅遅れ

4

しまくとぅば出前講座の
実施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

72,062

しまくとぅば関連講座への講師等派遣
件数（累計） 　しまくとぅば普及センターにおいて、人材バ

ンクを活用し、講師派遣による小学校等でのク
ラブ活動等での児童へのしまくとぅば講座・発
音指導を行った。

15件（30
件）

23件（43
件）

順調

○各地域のしまくとぅば養成講座や出前講座の実施

3

しまくとぅば講師養成講
座の実施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

72,062

しまくとぅば講師養成講座の実施回数
（累計）

　しまくとぅば普及センターにおいて、八重山
上級講座及び宮古初級講座を実施した。

60回（120
回）

51回（109
回）

概ね順調

順調

2

しまくとぅばに関する各
種啓発の実施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

72,062

しまくとぅば功労者表彰者数（累計）
　地域における「しまくとぅば」の普及に功績
のあった個人及び団体に対して、その功績をた
たえ、しまくとぅば普及功労者表彰を令和５年
９月17日の県民大会（第一部）で実施した。10個人・団

体（20個
人・団体）

８個人・２
団体（18個

人・２団
体）

順調

実績 進捗状況

○各地域のしまくとぅばの保存及び継承

1

「しまくとぅばアーカイ
ブ」の作成
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

16,496

しまくとぅばによる文法調査票の収集
地域数（累計） 　文法調査票88冊、教材の作成１セット、歌50

曲、文学的文章50編、自然談話２話を収集・収
録した。

88地域（132
地域）

88地域（132
地域）

施策の方
向

・言葉が生活又は文化芸術の基層をなし、文化そのものであることに鑑み、「しまくとぅばアーカイブ」の作成等によ
り、消滅の危機にある各地域のしまくとぅばの保存及び継承に取り組みます。

・しまくとぅば普及の中核的機能を担う「しまくとぅば普及センター」を中心に、関係機関や関係団体と連携を図りなが
ら、各地域のしまくとぅば養成講座や出前講座の実施に取り組みます。

・小・中学校や高等学校でのしまくとぅば教材を活用した学習活動への支援など、しまくとぅばの普及を推進するととも
に、各地域でしまくとぅばの普及に取り組む団体や民間企業等への支援を通して、県民のしまくとぅばを聞く機会や話す
機会の創出に取り組みます。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ア 沖縄文化の継承・発展・普及

施策 １－（４）－ア－① 各地域におけるしまくとぅばの保存・普及・継承の促進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

35

担当部課名 文化観光スポーツ部文化振興課

達成状況の説明

　令和５年度のしまくとぅば県民意識調査によると、「しまくとぅば」の使用頻度について、挨拶程度以上使うとした人の割合は、
36.8%であり、令和４年度（39.0%）から減少しているものの、成果指標で定める令和５年度の計画値32.9%を上回っている。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・普及に取り組む団体等への支援については、これまで県や市町村事業の経験が浅い団体等が多く、事務作業そのものについても不
慣れな団体がほとんどであることから、補助事業制度そのものの理解が難しく、事業の執行に多大な支援を要する。
③他地域等との比較
・「しまくとぅばアーカイブ」の作成については、話者が減少しつつある現状では、地域との信頼関係に基づく早期の調査が求めら
れる。

　外部環境の分析
⑤県民ニーズの変化
・しまくとぅばに関する各種啓発の実施については、令和５年度のしまくとぅば県民意識調査によると、「しまくとぅば県民大会」
の認知度については、17.4%であり、令和４年度（13.6%）から増加している。
・しまくとぅば講師養成講座の実施については、令和５年度のしまくとぅば県民意識調査によると、「しまくとぅば講師養成講座」
の認知度は、5.6%であり、令和４年度（4.3%）から増加している。
・しまくとぅば出前講座の実施については、令和５年度のしまくとぅば県民意識調査によると、「しまくとぅば講師の派遣」の認知
度は、4.3%であり、令和4年度（2.8%）から増加している。
・しまくとぅば検定の実施については、Eラーニングについては、開始から１週間で視聴回数338回と目標達成に向け順調といえる。
・しまくとぅば普及センターによる相談業務の実施については、令和５年度のしまくとぅば県民意識調査によると、「しまくとぅば
普及センター」の認知度は3.3%であり、令和４年度（2.2%）から増加している。
⑥他地域等の動向
・普及に取り組む団体等への支援については、県内団体で応募する団体や地域（中南部が主）に偏りがある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・しまくとぅばを挨拶程度以上使う人の割合については、「各地域におけるしまくとぅばの保存・普及・継承の促進」の施策に係る
「主な取組」において、計画で掲げた目標値をほぼ達成していることから、各種取組を多角的に推進した結果、「しまくとぅばを挨
拶程度以上使う人の割合」の計画値達成に繋がっている。

―

35 190.7% 目標達成
計画値

30.7 32.9

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

しまくとぅばを挨拶程度以上使う人
の割合

％ 28.6

39 36.8

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

7

しまくとぅば普及セン
ターによる相談業務の実
施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

72,062

普及団体や民間企業等からの相談対応
件数（累計） 　しまくとぅば普及への意見・提案、県の施策

に対する苦情、人材派遣の依頼、しまくとぅば
の表現に対する質問等の総合窓口として、幅広
い主体・年齢層に対応した。120件（240

件）
164件（283

件）
順調

○県民のしまくとぅばを聞く機会や話す機会の創出

6

普及に取り組む団体等へ
の支援
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

72,062

しまくとぅば普及促進事業費補助金の
交付団体数（累計）

　しまくとぅば普及継承の取組に対する補助事
業の公募を行ったところ、13団体の応募があっ
た。 
　審査の結果、８団体が採択され、しまくとぅ
ばの講座や公演、大会・コンテスト等の事業が
展開された。

８団体（16
団体）

8団体（16団
体）

順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・「しまくとぅばアーカイブ」の作成については、話者が減少しつつある現状においては、今後も調査を進める上で収集予定地域の
変更等が必要となってくる場合が想定されるため、目標値を達成できるよう県、受託者、対象地域の話者と連携を密にする。
・普及に取り組む団体等への支援については、補助金交付決定後においても、積極的に経理上の留意点などを各団体へ周知し、各団
体が補助事業を円滑に執行できるようサポートする。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・しまくとぅば講師養成講座の実施については、オンライン聴講者数の増加を図るため、情報発信を強化し、しまくとぅば講師養成
講座の認知度向上につなげる。
・しまくとぅば出前講座の実施については、「しまくとぅば講師派遣」のさらなる認知度向上を図るため、講師養成講座を修了した
講師による実践講座の回数を増やし、効率的なしまくとぅば普及継承を展開する。
⑤情報発信等の強化・改善
・しまくとぅばに関する各種啓発の実施については、しまくとぅば県民大会への来場者数をより増やすため、ステージ構成を工夫す
るとともに、各種SNSを活用した告知を積極的に行い、情報発信の強化を図る。
・しまくとぅば検定の実施については、Eラーニングを広く活用してもらうため、学習意欲を駆り立てる広報物を発行するなど、情
報発信を強化する。
・普及に取り組む団体等への支援については、補助の対象となる事業の取組例をより具体的にHP等で示し、事業の認知度向上を図
る。
・しまくとぅば普及センターによる相談業務の実施については、総合窓口機能を広く活用してもらうため、「しまくとぅば普及セン
ター」の取組活動をWEBサイトやSNSを活用し、積極的に発信する。

[成果指標]
・しまくとぅばを挨拶程度以上使う人の割合については、令和６年度以降もしまくとぅば普及の中核的機能を担う「しまくとぅば普
及センター」を中心に、関係機関や関係団体と連携を図りながら、県民のしまくとぅばを聞く機会や話す機会の創出に取り組む。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

12,000

担当部課名 文化観光スポーツ部文化振興課

達成状況の説明

　各種公演が開催されることで、参加者が増加し、目標値を達成した。

―

12,000 7,517.9% 目標達成
計画値

7,164 9,586

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

県の支援した伝統芸能関係団体が実
施したイベント（公演等）の参加者

数
人 4,750

35,783 368,318

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○伝統芸能の世代継承

4
伝統芸能公演への支援
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

54,577

かりゆし芸能公演への入場者数（累
計） 　県民及び来県者に伝統芸能の鑑賞機会を提供

するとともに若手実演家の育成を図るため、若
手実演家等の公演及び国の重要無形文化財保持
者の公演を実施した。

1,683人
（3,366人）

1,414人
（3,151人）

概ね順調

3
伝統芸能の海外公演
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

14,000

文化芸術団体による海外公演の開催数
（累計）

　令和5年度は予定通り事業を実施し海外公演と
してワシントンDCで創作劇を２公演開催した。

１公演 2公演 順調

順調

2
伝統芸能の県外公演
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

4,000

文化芸術団体による県外公演の開催数
（累計）

　令和5年度は予定通り事業を実施し長野県で１
公演を開催した。

１公演（２
公演）

1公演（２公
演）

順調

実績 進捗状況

○伝統芸能の継承と発展

1

国立劇場おきなわの伝統
芸能県外公演
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

4,056

国立劇場おきなわ運営財団による伝統
芸能の県外公演の開催数（累計） 　福岡県、岡山県における公演（鑑賞者：2,561

人）や、ワークショップ（参加者：71人）を開
催した。

１公演（２
公演）

3公演（４公
演）

施策の方
向

・組踊、三線を伴奏楽器とする三線音楽、琉球舞踊その他の伝統芸能等を県民向けに披露する機会の創出や、広く国内外
に向けた鑑賞機会の提供と情報発信を通して、伝統芸能の継承と発展に取り組みます。

・各地域の伝統芸能の担い手となる若手実演家等の公演機会の充実を図り、本県の伝統芸能の世代継承に取り組みます。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ア 沖縄文化の継承・発展・普及

施策 １－（４）－ア－② 伝統芸能の継承・発展
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・伝統芸能の県外公演については、メディアを活用し、実際に会場に来場した観客以外へも沖縄文化芸能を発信する。また、開催地
における各種イベントとのコラボ等開催方法を工夫することで、集客につなげる。
・伝統芸能の海外公演については、開催地における各種イベントとのコラボ等開催方法を工夫することで、集客につなげる。また、
メディアを活用し、実際に会場に来場した観客以外へも沖縄文化芸能を発信する。
⑤情報発信等の強化・改善
・国立劇場おきなわの伝統芸能県外公演については、県外でのワークショップや公演を通して沖縄伝統芸能の魅力を発信する。
・伝統芸能の県外公演については、公演周知の期間、周知の方法等広報の手段を強化し、集客につなげる。
・伝統芸能の海外公演については、公演周知の期間、周知の方法等広報の手段を強化し、集客につなげる。
・伝統芸能公演への支援については、公演実施団体による広報活動だけではなく、文化振興会においてもＳＮＳ等による広報活動を
図り、観光客を含めた誘客の強化を図る。

[成果指標]
・県の支援した伝統芸能関係団体が実施したイベント（公演等）の参加者数については、引き続き、各種県外公演の開催にむけて関
係団体を支援していく。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・伝統芸能の海外公演については、急激な円安にともなう旅費の増加や現地スタッフの人件費の高騰等により予算が圧迫し、広報面
で不十分となった。

　改善余地の検証等
⑦その他
・国立劇場おきなわの伝統芸能県外公演については、国内のみならず、国外に向けても沖縄伝統芸能の魅力を発信し、観光コンテン
ツとしての認知度向上を図る。
・伝統芸能の県外公演については、県人会や琉舞道場の支部等も無い地方都市において、集客に苦慮した。
・伝統芸能の海外公演については、琉球芸能の認知度が低い中で、集客に苦慮した。
・伝統芸能公演への支援については、令和５年度に実施した国立劇場おきなわ公演の入場率は73.9％と前年度から11.2ポイント増加
したが、さらなる入場者数の確保を図るため、広報活動を行い情報発信していく必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・県の支援した伝統芸能関係団体が実施したイベント（公演等）の参加者数については、各種公演が開催されることにより、伝統芸
能の魅力発信、鑑賞機会の提供、若手実演家の育成等を通じた、伝統芸能の継承と発展に寄与することができた。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

　沖縄の伝統的な食文化の保存・普及・継承を
図り次世代へ継承するため、学校関係者、食関
連業界団体及び修学旅行関係者等向けに琉球料
理伝承人出前講座を実施した。

100人（200
人）

97人（242
人）

順調

70人（140
人）

175人（228
人）

順調

4

伝統的食文化のユネスコ
無形文化遺産登録に向け
た県民の気運醸成
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

19,688

琉球料理伝承人出前講座の参加者数
（累計）

　地域の祭等で披露される伝統芸能５団体を集
め国立劇場おきなわで「第10回特選　沖縄の伝
統芸能」として開催した。

３回（６
回）

1回（３回） 大幅遅れ

○独特な食文化の保存・普及・継承及び魅力の発信

3

琉球料理伝承人の育成・
フォローアップ
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

19,688

講座参加人数（累計）
　沖縄の伝統的な食文化の保存・普及・継承を
図り次世代へ継承するため、フォローアップ講
座を実施した。

順調

５地域
5地域(10地

域)

2

地域や島でのシンポジウ
ムや座談会の開催
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

6,050

地域や離島でのシンポジウム・座談会
の開催回数（累計）

実績 進捗状況

○地域や島の伝統行事の伝承・復元等

1

地域伝統芸能を集めた公
演
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

6,050

国立劇場おきなわにおける伝統芸能を
集めた公演数、１公演あたりの取り扱
い地域数（累計）

　地域の祭等で披露される伝統芸能５団体を集
め国立劇場おきなわで「第10回特選　沖縄の伝
統芸能」として開催した。１公演

1公演(２公
演)

施策の方
向

・地域や島によっては、伝統行事をはじめ伝統的な生活文化が失われつつあることから、シンポジウムや公演等を通して
伝統行事等を見直すきっかけをつくり、地域や島の伝統行事の伝承・復元等に向けた取組を推進します。

・本県の文化や歴史の中で培われてきた伝統的な食文化である琉球料理や琉球泡盛については、琉球料理伝承人の養成や
ユネスコ無形文化遺産登録に向けた県民の気運醸成を図り、独特な食文化の保存・普及・継承及び魅力の発信に取り組み
ます。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ア 沖縄文化の継承・発展・普及

施策 １－（４）－ア－③ 伝統文化の保存・継承・発展
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

14,000

担当部課名 文化観光スポーツ部文化振興課

達成状況の説明

　市町村文化協会会員数は、会員の高齢化により年々減少傾向にあることに加え、直近の令和３年度においては、新型コロナウイル
ス感染症の影響による地域の文化活動の休止に伴い、更にその会員数を減少させている。今後も高齢化等により担い手の減少が見込
まれる中においては、まずはコロナ禍の前の水準に戻した上で、コロナ禍前（令和元年度）の活動水準を維持することを最優先に取
り組み、目標達成に努める。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・地域伝統芸能を集めた公演については、地域文化継承に関して、文化関連団体間の横の連携が十分とは言えず、各地の取組につい
て情報交換できるような場がない。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・地域伝統芸能を集めた公演については、各地域の住民が、自らの地域の伝統行事・伝統芸能の重要性や価値を共有できていない。
・地域や島でのシンポジウムや座談会の開催については、各地域の特色・違いを再発見してもらい、愛着を持ってもらうため、文化
の基層であり、地域ごとに特色がある「しまくとぅば」を絡めたシンポジウム・座談会を開催する必要がある。また、社会・経済情
勢等の変化を踏まえた情報発信のあり方を検討する必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・琉球料理伝承人の育成・フォローアップについては、沖縄の伝統的な食文化の保存・普及・継承を図るため、新たな担い手の育成
にも取り組む必要がある。
・伝統的食文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けた県民の気運醸成については、沖縄の伝統的な食文化は若い世代を中心とした伝
統料理離れが進み失われつつある中、沖縄の伝統的な食文化に関する認知度は依然低い状況となっている。

[成果指標]
⑪高齢化・後継者不足
・市町村文化協会会員数については、会員の高齢化により年々減少傾向にある。
⑫社会経済情勢
・市町村文化協会会員数については、新型コロナウイルス感染症の影響による地域の文化活動の休止に伴い、更にその会員数を減少
させている。

―

14,000 -43.1%
達成に努め

る
計画値

12,562 13,282

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

市町村文化協会会員数 名 11,844

10,737 11,224

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・地域伝統芸能を集めた公演については、引き続き、地域文化の普及継承に携わる各団体の連携を強化するため、情報交換の場を提
供し、今後の地域文化の普及継承に対する機運醸成を図る必要がある。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・地域伝統芸能を集めた公演については、引き続き、各地域の特色・違いを再発見し愛着を持ってもらうため、文化の基層であり、
地域ごとに特色がある「しまくとぅば」を絡めた地域の伝統芸能等を集めた公演を開催する。
⑥変化に対応した取組の改善
・地域や島でのシンポジウムや座談会の開催については、引き続き、各地域の特色・違いを再発見し愛着を持ってもらうため、文化
の基層であり、地域ごとに特色がある「しまくとぅば」を絡めたシンポジウム・座談会を開催する。また、予算額の確保に努める。
また、引き続き、シンポジウム・座談会のＷＥＢ配信を行い、当日会場で見ることができない方にも閲覧できるようにするととも
に、過去のアーカイブを蓄積するなど情報発信を強化する。
⑦取組の時期・対象の改善
・琉球料理伝承人の育成・フォローアップについては、令和６年度については、既存の琉球料理伝承人に対するフォローアップ講座
のほか、担い手育成講座を実施し、新たな担い手の育成にも取り組む。
⑧その他
・伝統的食文化のユネスコ無形文化遺産登録に向けた県民の気運醸成については、沖縄の伝統的な食文化について、伝承人活動を強
化するなどこれまで以上にＰＲ活動に尽力する。

[成果指標]
・市町村文化協会会員数については、今後も高齢化等により担い手の減少が見込まれることから、コロナ禍前（令和元年度）の活動
水準を維持することを最優先に取り組む。文化協会の活性化を図り、県内各地域における次世代の担い手の育成や伝統文化の魅力を
再認識させる取組を行うことで、伝統的な文化の継承を図る。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

6
基地内埋蔵文化財分布調
査事業
(教育庁文化財課)

66,380

文化庁補助による分布調査、試掘・確
認調査事業件数（内訳） 　普天間飛行場に所在する伊佐上原南遺跡の確

認調査を実施した。また、今後の報告書刊行に
備えて、過年度に実施した普天間飛行場内の確
認調査で得られた資料の整理作業を行った。５件（継続

５件）
5件 順調

○貴重な文化遺産の後世への継承

5
埋蔵文化財の発掘調査
(教育庁文化財課)

540,798

文化庁補助による埋蔵文化財緊急調査
事業件数（累計）

　令和５年度は25件の事業で埋蔵文化財の表面
踏査や試掘・確認調査及び記録保存調査を実施
した。また、報告書等の刊行で各種開発事業者
や県民へ周知を図るとともに、協議・調整等の
資料に資することができた。

25件（50
件）

25件 順調

○無形文化財の記録保存

4
無形文化財記録作成事業
(教育庁文化財課)

709

保持者調査に関する冊子の作成件数
（累計）

　琉球舞踊の保持者記録（聞き取り調査、演舞
記録、道具衣装作業）、九州地区民俗芸能大会
の記録集を作成。また、無形文化財・無形民俗
文化財を保存継承するための基礎・基本を示す
教則的なものとして活用した。１件（２

件）
1件 順調

3
組踊等教育普及啓発事業
(教育庁文化財課)

1,554

組踊・沖縄伝統芸能ワークショップの
実施回数（累計） 　ワークショップを計画通り3回実施した。内訳

は組踊ワークショップは3校３回（小学校２、小
中学校１）である。３回（６

回）
3回 順調

順調

2
史跡等の保存活用計画、
整備、買い上げ事業
(教育庁文化財課)

363,172

文化庁補助による整備事業件数（累
計）

　国指定史跡等で20件の保存修理事業を実施
し、石積みの修復工事、災害復旧工事、調査測
量、史跡公園整備等を行った。また、各事業の
整備委員会で整備方法や整備基本計画、基本設
計の策定について指導助言を行った。26件（52

件）
20件 概ね順調

実績 進捗状況

○文化財の保存・活用

1
民俗文化財の保存・継承
(教育庁文化財課)

1,965

民俗文化財の保存・継承に向けた取組
支援件数（累計） 　令和5年11月に福岡県で開催された九州地区民

俗芸能大会に我如古スンサーミー保存会（宜野
湾市）の出演・記録集作成を支援した。県指定
有形民俗文化財2件の修理を実施した。１件（２

件）
2件

施策の方
向

・無形文化財については、保存会等が行う取組への支援や映像資料・報告書等の記録保存に取り組みます。

・沖縄の先人たちの英知が刻まれた貴重な文化財の適切な保護と保存状態を考慮した効果的な利活用を推進するととも
に、地域に残る伝統行事等の民俗文化財の調査や映像・記録作成等に係る関係機関への支援を通して、文化財の保存・活
用に取り組みます。

・文化財の新たな指定に向けた調査、米軍基地内を含む埋蔵文化財の各種調査と保存・活用、在外文化財の調査、戦災文
化財の復元等を進め、貴重な文化遺産の後世への継承に取り組みます。

関係部等 教育庁

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ア 沖縄文化の継承・発展・普及

施策 １－（４）－ア－④ 文化財の保存・活用
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

1,458

担当部課名 教育庁文化財課

達成状況の説明

　国・県・市町村指定となった文化財件数は概ね計画どおりであり、目標を達成する見込みである。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・史跡等の保存活用計画、整備、買い上げ事業については、整備事業は委員会において整備の方針を決定していくが、その内容が指
定文化財の整備として適切なものであるよう留意する。
・基地内埋蔵文化財分布調査事業については、跡地利用計画の策定に先立ち埋蔵文化財の調査が必要だが、県・基地所在市町村とも
に諸開発に伴う調査も多いため、基地内調査に対応可能な埋蔵文化財専門職員数が不足している。
②他の実施主体の状況
・史跡等の保存活用計画、整備、買い上げ事業については、文化財担当職員数を含む文化財保護行政のスキルに対して事業内容が負
担過重となっている市町村があるので、整備の方針や申請書等の文書について特に留意して指導助言を行う。
・無形文化財記録作成事業については、これまで作成した琉球舞踊の映像記録集は、保持者の経歴・実演等残す資料として作成して
いるが記録資料は時間が経つにつれ価値が増すものである為、現時点では作成した映像記録の活用は十分されていない。また、九州
地区民族芸能大会で上映した民族芸能の記録（映像を含む）を作成しているが、活用についての周知が十分ではない。
・埋蔵文化財の発掘調査については、近年、一部の市町村で埋蔵文化財専門職員の定年退職及び管理職昇進に伴う新規採用が行われ
ているが、大規模調査に際して新規採用職員の経験不足等が懸念される。また、市町村の埋蔵文化財専門職員数は、現場件数に対し
て少数であることに加え、文化財全般の業務も兼ねるため、緊急の埋蔵文化財発掘調査が大規模もしくは同時多発的に生じた場合に
は対応が難しい。
・基地内埋蔵文化財分布調査事業については、返還跡地利用計画の円滑化には埋蔵文化財の試掘が不可欠となる。しかしながら米軍
施設内は制約が多く、十分な調査が進んでいない。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・史跡等の保存活用計画、整備、買い上げ事業については、国庫補助事業の交付額の割合が減少傾向にあるため、整備計画の事業期
間について見直しが必要となっている。
・埋蔵文化財の発掘調査については、平成25年の嘉手納飛行場以南の米軍基地14施設と区域の土地返還合意を受け、移転先の施設建
設に伴う発掘調査のほか、跡地関係市町村における跡地利用計画の策定が急務となる。また、今後、体制が未整備の市町村から県に
対して、埋蔵文化財保存措置に関する協力依頼が増加するとともに、各種開発への対応増も予想される。
・基地内埋蔵文化財分布調査事業については、毎年のように米軍施設内での調整条件が変更となるため、その調整に時間を要するこ
とで、調査期間の短縮等の影響が懸念される。
・戦災等により失われた琉球王国時代の文化遺産の調査研究については、模造復元に関して、昨今の社会情勢の変化による原材料の
枯渇や高騰に留意した原材料の確保が必要である。
⑤県民ニーズの変化
・無形文化財記録作成事業については、映像、記録集等は、保持者の経歴・実演等残す資料として作成されているが、伝承者研修は
実際に保持者の指導のもと研修を実施しているため、資料活用の機会が少ない。

　改善余地の検証等
⑦その他
・民俗文化財の保存・継承については、九州地区民俗芸能大会への派遣や補助事業の取り組み事例を紹介し、地域の伝統文化の保存
継承に対しての同事業の有用性について、市町村担当者への周知を図る必要がある。また、九州地区民俗芸能大会の派遣団体が所在
する市町村担当者にも民俗芸能を直に見る機会をつくり、大会参加が各地域の民俗芸能の保存・継承に対する意欲向上に寄与できる
ことを理解してもらう必要がある。
・組踊等教育普及啓発事業については、セリフの唱えなどの体験活動を組み込んだ結果、ワークショップの内容が充実したものに
なった。児童も積極的にワークショップに取り組んでいた。
・無形文化財記録作成事業については、保存会等において、映像や記録の作成にとどまり、成果物の効果的な活用方法について検証
されないケースもあると考えられることから、継続してその活用に助言を行う必要がある。
・戦災等により失われた琉球王国時代の文化遺産の調査研究については、模造復元の製作工程等を広く紹介するための発信方法を工
夫する必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・文化財の指定件数（累計）については、文化財の適切な保護を図るため、市町村等の関係機関と連携しながら、文化財指定に向け
た取組への指導・助言を行う必要がある。

―

1,458 81.2%
目標達成の

見込み計画値

1,442 1,450

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

文化財の指定件数（累計） 件 1,434

1,440 1,447

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

7

戦災等により失われた琉
球王国時代の文化遺産の
調査研究
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

18,173

調査研究等の監修者委員会の開催回数
（累計） 　戦災等によって失われた琉球王国の文化遺産

に係る模造復元品製作と発信業務の９分野の監
修者会議を実施し、実施設計を作成した。16回（24

回）
18回（36

回）
順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・史跡等の保存活用計画、整備、買い上げ事業については、整備委員会の議事の内容について事前に市町村から情報を提供頂き、適
切な指導助言ができるように準備をする。また、委員会で決定した事項については市町村、県、文化庁で情報を共有し、事業の円滑
化を図る。また、市町村の担当職員との連携を密にし、事業が遅滞なく年度内に完了できるよう目を配る。
・埋蔵文化財の発掘調査については、市町村との連携を強化するために、市町村が実施する現場の現地指導を積極的に行い、綿密な
情報共有を図る。また、特に嘉手納飛行場以南の米軍基地返還に伴う跡地利用計画等の円滑化及び、埋蔵文化財の調査体制強化につ
いては、綿密な情報収集を図りつつ、市町村に対して体制強化に関する助言を継続して行う。
・基地内埋蔵文化財分布調査事業については、基地内調査とその他開発に伴う調査の双方に対応し得る埋蔵文化財専門職員数を確保
するために、返還跡地利用計画に関する情報収集を行いつつ、関係機関への丁寧な説明を継続して行う。また、基地内調査につい
て、引き続き可能な限り早期に国や米軍との情報収集や調整、各種申請を開始するよう努める。
③他地域等事例を参考とした改善
・史跡等の保存活用計画、整備、買い上げ事業については、史跡等の整備における最新の技法や施工例等の情報を文化庁及び先進県
から収集し、県内の整備事業に反映させる。
⑤情報発信等の強化・改善
・無形文化財記録作成事業については、これまでに作成した映像や記録集を無形文化財の普及啓発において効果的に活用できるよう
支援をする。
・埋蔵文化財の発掘調査については、県が文化庁等が開催する研修会等への参加を促すために、文化財担当者が参加しやすい環境の
提供や研修内容について検討する。
・戦災等により失われた琉球王国時代の文化遺産の調査研究については、模造復元製作が始まるため、ＳＮＳ等を用いた継続的な情
報発信する。また、その運用方法について検討・工夫する。
⑥変化に対応した取組の改善
・組踊等教育普及啓発事業については、新型コロナ感染症が収束してきたため、解説と体験活動のバランスを重視したい。体験活動
を通して児童生徒が意欲的に取り組めるようにする。具体的にはセリフの唱えやすり足体験、音楽体験等を行う。
・戦災等により失われた琉球王国時代の文化遺産の調査研究については、科学分析や試作等を行いながら、原材料の検討や確保、入
手が難しい場合は代替材の使用等を監修委員の監修を受けながら検討する。
⑦取組の時期・対象の改善
・民俗文化財の保存・継承については、令和6年度の九州地区民俗芸能大会に向けて派遣団体を早めに募集することで、各市町村担
当者に当該大会について周知するとともに、参加を促す。また、市町村文化財保護行政担当研修会等において、九州地区民俗芸能に
ついては映像資料や等を用い、補助事業等については過去の取組事例や対象事業等の説明を行い、これらの事業を活用する有用性等
を周知する。

[成果指標]
・文化財の指定件数（累計）については、市町村等の関係機関と連携しながら、文化財指定に向けた取組を推進し、文化財の適切な
保護を図る。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

6,400

担当部課名 教育庁文化財課

達成状況の説明

　琉球王国交流史料デジタルアーカイブのWebサイトへの１年間のアクセス数（令和５年４月1日～令和６年３月31日）が18,000件に
達し、目標を達成することができた。

―

6,400 1,030.0% 目標達成
計画値

5,082 5,742

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

琉球王国交流史・近代沖縄史料デジ
タルアーカイブのアクセス数

件 4,424

8,945 18,000

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○沖縄戦及び戦後統治下の記録収集

4
在米沖縄関係資料収集公
開事業
(総務部総務私学課)

11,937

インターネット公開数（累計）
　米国国立公文書館から対象資料3,483点を収集
し、翻訳と目録整理を行い、すべて（3,483点）
をホームページで公開した。3,000点

（4,200点）
3,483点 順調

○琉球政府関係文書のデジタル・アーカイブ化

3
琉球政府関係文書デジタ
ル・アーカイブ事業
(総務部総務私学課)

112,090

インターネット公開数（累計）
　琉球政府関係文書をデジタル化し、過年度に
デジタル化した分も含めて個人情報等保護措置
を実施した上で簿冊情報の登録を行い、6,134簿
冊をインターネットで公開した。

4,000簿冊
（8,000簿

冊）
6,134簿冊 順調

順調

2

琉球王国外交文書等の編
集刊行及びデジタル化事
業
(教育庁文化財課)

29,186

事業関連刊行物数（累計） 　「歴代宝案訳注本全１５冊刊行記念シンポジ
ウム報告集」を刊行した。 
「歴代宝案概説」の刊行に向け、令和５年度の
原稿執筆依頼、校正、編集を進めた。デジタル
アーカイブの公開資料の拡充を図った。

０冊（１
冊）

1冊 順調

実績 進捗状況

○「新沖縄県史」や「歴代宝案」の編集刊行

1
史料編集事業
(教育庁文化財課)

13,294

史料編集刊行物数（累計） 　「新沖縄県史各論編言語」「沖縄県史ビジュ
アル版１４沖縄戦」は原稿の校正・編集等を行
い「新沖縄県史各論編芸能」は専門部会にて内
容構成の検討を行う。中国第一歴史𥹥案館と
は、研究者招聘事業を実施２冊（５

冊）
2冊

施策の方
向

・沖縄に関する歴史認識・文化意識をより一層深めるため、歴史に関する調査研究、資料収集を行い、ウェブ等を利用し
て県民等が効果的に資料の活用ができるよう取組を推進するほか、本県の自然・歴史・文化を網羅した体系的な歴史書
「新沖縄県史」及び琉球王国の外交文書集「歴代宝案」の編集刊行に取り組みます。

・琉球政府関係文書の貴重な資料を適切に保存し広く県民等の利用に供するため、資料の修復やデジタル化を進め、ウェ
ブ上で閲覧できるデジタル・アーカイブ化及び資料の調査・収集に取り組みます。

・米国国立公文書館に所蔵されている資料や映像の収集・公開など、沖縄戦及び戦後統治下の記録収集に取り組みます。

関係部等 教育庁

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ア 沖縄文化の継承・発展・普及

施策 １－（４）－ア－⑤ 歴史資料の保存・編集・活用
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・史料編集事業については、事業を円滑に実施するために、語学に通じた職員の安定した配置を人事に要望を行う。また沖縄県の他
機関に所属する通訳（翻訳）を行える職員に協力依頼を行う。また、事務局内部の業務の割振りを時期に応じて、柔軟に組み替え出
来るよう、柔軟な組織体制を作る。
・琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業については、様々な歴史資料等を活用し、琉球王国交流史に対しより興味を持
たせるなどの工夫が必要である。また、定期的な資料公開を目指し、公開する交流史資料の検討、デジタル化を計画的に進める必要
がある。
②連携の強化・改善
・史料編集事業については、教育委員会関係機関（沖縄県立総合教育センタ－、教育庁関係課）と連携を図り、学校現場での沖縄県
史資料の活用実践を推進する。
・琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業については、沖縄県立総合教育センターなどの関係機関と連携し、デジタル教
材の教員研修等での実践事例紹介、学校現場の教員への支援を進めながら、より使いやすい教材についての考察を進める。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・琉球政府関係文書デジタル・アーカイブ事業については、適切な状態で画像の保存と公開を行うため、県、指定管理者においても
データの確認作業を行う。また、デジタル化した画像の検査、長期保存及び公開までの工程を見直し、不具合検出時の作業効率を高
める。
⑧その他
・在米沖縄関係資料収集公開事業については、これまでの広報手段を見直し、より効率的･戦略的な広報活動を展開していく。

[成果指標]
・琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブのアクセス数については、Webサイト利用者数を維持し、かつ利用者層の幅を
広げるため、公開するデジタル資料をさらに充実させる必要がある。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・史料編集事業については、新沖縄県史の刊行について、コロナ禍で、編集会議が持てない等の要因から計画に遅れが出ており、令
和５年度の実施分では、元の計画ペースに戻せなかった。また、中国第一歴史𥹥案館と交流事業を行う際の事務局の執行体制とし
て、通訳（翻訳）を行える職員の確保が必要
・琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業については、琉球王国交流史への県民や教育関係者の理解を進めるためには、
より分かり易い説明や解説を用いた講座・展示の企画立案が課題である。また、ウェブサイト利用者数を維持し、かつ利用者層の幅
を広げるため、公開するデジタル資料をさらに充実させる必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・史料編集事業については、公立学校初任者研修等で沖縄県史資料の活用提案を行っているが、学校現場での実践につながっている
のか見えない。
・琉球王国外交文書等の編集刊行及びデジタル化事業については、デジタル教材の開発に関して、校種・教科ごとに対応する学習指
導要領に沿った活用方法や学習目標を設定し、効果的な活用を考慮したうえで、作成する必要がある。
・琉球政府関係文書デジタル・アーカイブ事業については、デジタル化した画像に不具合が検出された場合、再度のデジタル化だけ
でなく、長期保存用データ等の再書込作業等が必要になり、進捗が遅れてしまう。
・在米沖縄関係資料収集公開事業については、より一層の利用拡大を図るため、公開サイトの認知度を高める必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・琉球王国交流史・近代沖縄史料デジタルアーカイブのアクセス数については、ウェブサイトの利用者を増やすために、デジタル公
開資料をさらに充実させ、定期的な資料公開を目指し、公開する交流史資料の検討、デジタル化を計画的に進めた結果
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4

沖縄県立芸術大学におけ
る教育研究活動の推進
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

1,296,996

沖縄県立芸術大学への交付金の交付

　沖縄県立芸術大学に一般運営費交付金を交付
し、その運営を支援した。

交付 交付 順調

○沖縄県立芸術大学における支援体制の整備やキャリア支援の推進

3

沖縄県立芸術大学におけ
る就職支援
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

0

学内合同企業説明会の実施回数（累
計）

　学内合同企業説明会を2回開催した。

１回（２
回）

2回（５回） 順調

概ね順調

2
おきなわ文学賞の実施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

54,577

おきなわ文学賞作品応募者数（累計）
　文学活動の推奨及び県民文化の振興を目的と
して、おきなわ文学賞を実施し、40作品34名の
入賞を決定した。

150人（300
人）

158人（412
人）

順調

実績 進捗状況

○新たな文化芸術創出の促進や文化芸術の発展を担う人材の育成

1

九州芸術祭（文学賞）の
実施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

1,350

応募作品件数（累計）
　九州芸術祭文学賞として、未発表の文学作品
（小説）の公募を行い、県内からは24作品の応
募があった。

30件（60
件）

24件（49
件）

施策の方
向

・文学、音楽、美術、演劇、舞踊、メディア芸術など、県民の主体的・創造的な芸術文化活動による新たな文化芸術の創
出を促進するとともに、本県の文化芸術の発展を担う人材の育成に取り組みます。

・幅広い芸術を専門的に学ぶ教育機関である沖縄県立芸術大学については、様々な学生が心身ともに充実した学生生活を
送り、意欲的に学修に取り組むことができるよう、学修支援、生活支援等の学生へのきめ細かな支援体制を整備するほ
か、学生が個性や能力を生かし希望した進路に進むことができるよう、キャリア支援を推進します。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－イ 文化芸術の振興と文化芸術を支える環境づくり

施策 １－（４）－イ－① 創造的文化芸術の発展を担う人材の育成
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
⑤情報発信等の強化・改善
・九州芸術祭（文学賞）の実施については、応募作品数を増加させるため、応募件数が少ない若年層への広報周知を強化する必要が
ある。ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信を行う。
・おきなわ文学賞の実施については、令和５年度は学校からの応募が減少したことから、生徒たちを対象としたワークショップ等を
実施することにより、おきなわ文学賞の認知度向上を図り、応募者数の増につなげていく。
⑥変化に対応した取組の改善
・沖縄県立芸術大学における就職支援については、引き続き、学生と企業のマッチングを主な目的とした合同企業説明会を継続して
行い、学生の就職支援に努める。
・沖縄県立芸術大学における教育研究活動の推進については、引き続き、沖縄県立芸術大学に一般運営費交付金を年度毎に交付し、
その運営を支援していく。

[成果指標]
・沖縄県立芸術大学の卒業者数（累計）については、引き続き、大学運営の改善を行うほか、施設整備を計画的に実施するなど、良
好な教育環境の確保に努める。

4,542

担当部課名 文化観光スポーツ部文化振興課

達成状況の説明

　計画値を上回る卒業者数となった。引き続き、大学運営の改善を行うほか、施設整備を計画的に実施するなど、良好な教育環境の
確保に努める。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・沖縄県立芸術大学における就職支援については、引き続き、学生が専門性を活かせる就職先を構築するため、合同企業説明会等の
就職先のマッチングが図られる取組を行う必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・沖縄県立芸術大学における教育研究活動の推進については、社会・経済情勢の変化や、沖縄県立芸術大学の財務状況等に留意しつ
つ、一般運営費交付金を交付する必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・九州芸術祭（文学賞）の実施については、若い世代の応募が比較的少ない傾向がある。(30代：４人、40代：３人、50代：３人、
60代：７人、70代：５人、80代：２人）
・おきなわ文学賞の実施については、「おきなわ文学賞」については、平成17年度から継続して取組を実施しており、一定の応募作
品数があったが、令和５年度は大きく減少したことから、認知度向上のための取り組みが必要である。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・沖縄県立芸術大学の卒業者数（累計）については、合同企業説明会の開催や、運営費交付金の交付を通じて、良好な教育環境の確
保に努めた。

―

4,542 124.6% 目標達成
計画値

4,188 4,365

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

沖縄県立芸術大学の卒業者数（累
計）

人 4,011

4,303 4,452

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4

九州芸術祭（舞台公演）
の実施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

1,350

舞台公演数（累計） 　芸術文化の発展を担う人材の育成を図ること
や県民に国の重要無形文化財である組踊や琉球
舞踊等、伝統芸能の鑑賞機会を広く提供するこ
とを目的に、舞台公演として重要無形文化財保
持者等公演を実施している。１公演（２

公演）
1公演（２公

演）
順調

3
沖縄県芸術文化祭の実施
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

4,718

沖縄県芸術文化祭【展示部門】及び
【舞台部門】の観客数（累計）

　沖縄の芸術文化の発展及び発展を担う人材を
育成するため、作品を募集し、審査のうえ直接
文化芸術に触れる機会を創出した。

6,000人
（12,000

人）

7,000人
（13,157

人）
順調

概ね順調

2

北部・離島地域における
文化芸術体験機会の提供
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

2,942

北部・離島地域における文化芸術体験
機会の提供数（累計） 　令和５年度は、大宜味村・伊平屋村において

歌舞劇の公演を行い、伊平屋村で221人、大宜味
村で280人の集客があった。

２公演（４
公演）

2公演（５公
演）

順調

実績 進捗状況

○文化創造活動の尊さや芸術の感動を体感できる環境づくり

1

国立劇場おきなわ鑑賞層
拡大事業
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

891

鑑賞層を拡大するための支援件数（累
計）

　国立劇場おきなわの自主公演を鑑賞すること
の少ない層が国立劇場おきなわの公演鑑賞に足
を運ぶことを目的とし、国立劇場おきなわでの
自主公演鑑賞団体を対象とした貸切バス費用の
助成等を実施した。40件（80

件）
30件（87

件）

施策の方
向

・高齢者や障害者、青少年をはじめ広く県民が、国内外の優れた文化芸術を鑑賞できる機会を拡充し、文化創造活動の尊
さや芸術の感動を体感できる環境づくりに取り組みます。

・中学校・高等学校の総合文化祭への支援や中学校・高等学校生徒の派遣費支援のほか、こころの芸術・文化フェスティ
バル、身体障害者福祉展等の開催を通して、青少年や障害者等の文化活動の活性化に取り組みます。

・2022年に開催する「美ら島おきなわ文化祭2022」の成功に向けて、市町村、関係機関、県民等一丸となって取り組みま
す。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－イ 文化芸術の振興と文化芸術を支える環境づくり

施策 １－（４）－イ－② 県民等の文化芸術活動の充実
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

54,800

担当部課名 文化観光スポーツ部文化振興課

達成状況の説明

　令和5年度の入場者数は35,080人であり、目標値に達してはいないが、入場率向上のための広報等を行うことにより目標達成の見
込みである。

―

54,800 73.4%
目標達成の

見込み
計画値

29,024 41,932

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

国立劇場おきなわの入場者数 人 16,156

35,608 35,080

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○「美ら島おきなわ文化祭2022」の開催

9

美ら島おきなわ文化祭
2022の開催に向けた取組
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

―

美ら島おきなわ文化祭2022（国民文化
祭、全国障害者芸術・文化祭）の開催
に向けた取組 　県内市町村、全国の文化団体等と連携し,沖縄

文化の発信と継承、発展に係る事業を行った。

－ ― 順調

8
沖縄県身体障害者福祉展
(生活福祉部障害福祉課)

281

身体障害者福祉展における出展作品数
（累計）

　令和５年度はコロナ禍後初めて会場開催がさ
れた前年度と比べて、来場者数は減だが、出展
数は目標値を大きく上回る253点を記録した。前
年度同様、会場の様子をオンラインで配信する
バーチャル福祉展も実施した。240件（480

件）
253件 順調

7
青少年文化活動事業費
(教育庁文化財課)

15,878

中学校・高等学校生徒の大会派遣費補
助人数（累計） 　文化活動の発表の場を確保するとともに各分

野の技術向上を図るため、県中文連及び県高文
連の強化費、大会運営費、派遣費に関する補助
を行った。

2,000人
（4,000人）

1,929人 順調

○青少年や障害者等の文化活動の活性化

6
文化振興事業費
(教育庁文化財課)

496

芸術鑑賞実施校数（累計） 　文化庁、県、市町村との共催により芸術鑑賞
やワークショップ等を実施した。また、離島・
へき地の児童生徒に芸術鑑賞提供するため、バ
レエ鑑賞会を伊是名村立伊是名小学校・伊是名
中学校において２公演実施した。70校（140

校）
84校 順調

5

県内市町村等の文化芸術
に対する支援の促進
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

10,515

県内における助成事業の採用件数（累
計） 　財団法人地域創造は、地方公共団体等の自主

事業の企画制作能力の向上及び公立文化施設の
利活用の推進等を図るため、文化に係わる様々
な事業を支援している。

３件（６
件）

4件（９件） 順調
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・県内市町村等の文化芸術に対する支援の促進については、引き続き文化の基層であり、地域ごとに特色がある市町村の地域の伝統
芸能を集めた公演等の自主事業を支援する。
・文化振興事業費については、学校行事や教育課程との関連性もたせ、市町村教育委員会や学校との連携を強化する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・北部・離島地域における文化芸術体験機会の提供については、アンケート調査において住民ニーズを拾う項目を設ける。
・九州芸術祭（舞台公演）の実施については、沖縄県全域に沖縄芸術文化を広く提供できるよう公演の開催地域を選定する。
・青少年文化活動事業費については、県高校総合文化祭等への参加者数を増やすために文化連盟と連携し、吹奏楽部門等の運搬費補
助について継続して支援を行う。
⑤情報発信等の強化・改善
・沖縄県芸術文化祭の実施については、引き続き、県広報誌への掲載やコンビニエンスストアへのチラシ配布、県広報課ツイッター
での配信等の取り組みを行う。
・文化振興事業費については、過去、県内での実施実績のある芸術団体・個人に働きかけ、学校が希望する日程やニーズに対応でき
るように支援する。
⑥変化に対応した取組の改善
・国立劇場おきなわ鑑賞層拡大事業については、今後も運転手不足によって貸し切りバスの手配できない可能性があるため、新たな
手法（公演、ワークショップ等）を検討し、鑑賞層の拡大につなげる取り組みを実施する。
⑦取組の時期・対象の改善
・沖縄県身体障害者福祉展については、日程は可能な限り土日に設定するなど、多くの人々が来場しやすいように開催日程を設定す
る。
⑧その他
・美ら島おきなわ文化祭2022の開催に向けた取組については、沖縄文化芸術振興計画において、沖縄大会での経験や体験を活かし、
県民等の文化芸術活動の充実や、文化芸術交流の推進に取り組む。

[成果指標]
・国立劇場おきなわの入場者数については、入場率の向上を目指し、国立劇場おきなわでの組踊鑑賞教室やワークショップ等の取り
組みを強化し、初めての鑑賞や若い世代の鑑賞につなげる。 
また、多くの県民に、文化芸術に触れる機会を提供するための取り組みを行っていく。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・文化振興事業費については、本県は、学力向上対策が最重要課題であり、このため各学校とも授業時数の確保等が優先される傾向
が見られる。
②他の実施主体の状況
・文化振興事業費については、他県に比べても離島が多いことなどから、準備に要する時間や移動時間がかかるため開催回数が限ら
れ、芸術文化に触れる機会がまだまだ足りない。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・国立劇場おきなわ鑑賞層拡大事業については、運転手不足によって貸し切りバスが手配できなかった。国立劇場おきなわの客層に
ついては、高齢化が課題となっており、新たな客層の開拓のためバスの手配以外の支援について検討が必要である。
・青少年文化活動事業費については、離島生徒の参加については、県内大会そして県外大会と航空機や船等の利用が必須のため保護
者の経済的負担が大きい。

　改善余地の検証等
⑦その他
・北部・離島地域における文化芸術体験機会の提供については、より質の高い公演となるよう、住民ニーズを拾う必要がある。
・沖縄県芸術文化祭の実施については、沖縄県芸術文化祭において、観客者数を増やすためには、特に若い世代と芸術鑑賞になじみ
のない層にアプローチする必要がある。
・九州芸術祭（舞台公演）の実施については、沖縄芸術文化の幅広い地域での発展のために、公演を行う地域については、工夫を行
う必要がある。
・県内市町村等の文化芸術に対する支援の促進については、文化の担い手は小さい団体が多く、独力では企画能力等の人材育成に限
界がある
・沖縄県身体障害者福祉展については、多くの人々に出展した作品を見てもらうために、開催日程の検討が必要。
・美ら島おきなわ文化祭2022の開催に向けた取組については、今大会での経験や体験、新たな発見を、県民の文化芸術活動の充実や
文化芸術交流の推進として、未来への新たな創造に繋げていけるかが課題

[成果指標]
⑤周知・啓発不足等
・国立劇場おきなわの入場者数については、令和4年度に比べて令和5年度の来場者数が伸び悩んでいる。鑑賞者の層が高齢者に偏っ
ており、若い世代への周知・啓発が必要である。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
日本遺産普及啓発事業
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

1,400

Webサイトでの情報発信件数（累計）
　ホームページを活用し、琉球文化日本遺産ス
トーリーと構成文化財の魅力を県内外に広く発
信し、観光資源としての活用を促した。

12件（24
件）

10件（21
件）

概ね順調

3

琉球料理伝承人派遣事業
（出前講座）
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

20,997

琉球料理伝承人出前講座への参加者数
（累計） 　沖縄の伝統的な食文化の保存・普及・継承を

図り次世代へ継承するため、学校関係者、食関
連業界団体及び修学旅行関係者等向けに琉球料
理伝承人出前講座を実施した。

100人（200
人）

97人（242
人）

順調

大幅遅れ

○地域の個性豊かな文化資源の特性に応じたまちづくりに資する取組の推進

2

文化資源を活用した沖縄
観光の魅力アップに関す
る取組
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

25,340

文化体験プログラムの実施回数（累
計） 　文化団体派遣に係る周知（チラシの作成・配

布、ＨＰ・ＳＮＳ・イベントでの周知、電話・
訪問営業）・案内を行い、県内施設へ派遣を実
施した。

10回（20
回）

4回（10回） 大幅遅れ

実績 進捗状況

○県内各地で開催されている伝統芸能や地域行事の積極的な発信

1

琉球歴史文化の日周知啓
発推進事業
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

17,705

歴史・文化関連事業及び催物件数（累
計）

　市町村および関係団体に対し、琉球歴史文化
の日の特設サイトへの情報掲載や琉球歴史文化
の日ロゴマークの使用が可能な事業の調査を
し、那覇ハーリー等と連携し琉球歴史文化の日
の関連事業として実施した。110件（210

件）
52件（157

件）

施策の方
向

・地域の歴史、伝統的風習、伝統行事等に対する住民の愛着心を醸成し、地域外との交流を通じた地域文化の掘り起こし
に加え、県内各地で開催されている伝統芸能や地域行事の積極的な発信に取り組みます。

・地域に伝承するエイサー等の伝統行事や地域の食文化など、地域の個性豊かな文化資源の特性に応じたまちづくりに資
する取組を推進します。

・文化関係団体や企業の文化芸術活動に対する支援を促進し、社会全体で文化芸術活動を支える仕組みの充実に取り組み
ます。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－イ 文化芸術の振興と文化芸術を支える環境づくり

施策 １－（４）－イ－③ 文化資源を活用した地域づくり
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
⑤情報発信等の強化・改善
・琉球歴史文化の日周知啓発推進事業については、事業の調査時期を早めることにより実施件数を増やし、関連団体と連携するとと
もに、情報発信を強化していく。
⑦取組の時期・対象の改善
・文化芸術関係団体等への助成については、引き続き、文化芸術関係団体等へのハンズオン支援を行うとともに、助成する県内文化
芸術団体等が事業実施期間をより確保できるよう、補助対象期間の設定について検討を重ねていく。
⑧その他
・文化資源を活用した沖縄観光の魅力アップに関する取組については、事業周知時期を早め、周知先も増加させる。その他、文化団
体の派遣報酬額を見直す等により、文化団体の派遣に繋がるモデルの構築を目指す
・琉球料理伝承人派遣事業（出前講座）については、沖縄の伝統的な食文化について、伝承人活動を強化するなどこれまで以上にＰ
Ｒ活動に尽力する。
・日本遺産普及啓発事業については、引き続き、琉球文化日本遺産ストーリーと構成文化財の魅力を県内外に広く発信していく。

[成果指標]
・県内の文化芸術に関する取組を行う団体等への支援件数については、事業の調査時期を早めることにより実施件数を増やし、関連
団体と連携するとともに、情報発信を強化していく。

142

担当部課名 文化観光スポーツ部文化振興課

達成状況の説明

　市町村や関連団体の歴史文化関連事業の調査が遅れ、連携できる事業が終了していたため件数が減少した。市町村や関連団体とと
もに関連事業を実施することにより、県民の沖縄の歴史と文化への理解を深められた。また、故郷への誇りや愛着を感じられる地域
社会の形成に取り組むとともに、新たな歴史と文化を県民自らの手で創造していくことを図ることができた。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　改善余地の検証等
⑦その他
・琉球歴史文化の日周知啓発推進事業については、市町村や関連団体の歴史文化関連事業の調査および琉球歴史文化の日事業として
の連携の可否の調査をする前に事業が終了しているものがあったため、調査を早めに実施する必要がある。
・文化資源を活用した沖縄観光の魅力アップに関する取組については、事業の周知開始時期及び周知先を見直す他、文化団体の派遣
報酬額についても検討が必要。
・琉球料理伝承人派遣事業（出前講座）については、沖縄の伝統的な食文化は若い世代を中心とした伝統料理離れが進み失われつつ
ある中、沖縄の伝統的な食文化に関する認知度は依然低い状況となっている。
・日本遺産普及啓発事業については、令和６年度に日本遺産認定継続の審査を控えており、引き続き、琉球文化日本遺産ストーリー
と構成文化財の魅力を県内外に広く発信していく必要がある。
・文化芸術関係団体等への助成については、県には多様で豊かな文化資源がある一方で、伝統芸能の実演家やアーティストが活躍で
きる場が少なく、文化芸術創造活動を支える仕組みが十分とはいえないことから、取組を更に充実させる必要がある。

[成果指標]
⑧他の事業主体の取組進展
・県内の文化芸術に関する取組を行う団体等への支援件数については、市町村や関連団体の歴史文化関連事業の調査が遅れ、連携で
きる事業が終了していたため件数が減少した。

―

142 -233.3%
達成に努め

る計画値

124 133

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

県内の文化芸術に関する取組を行う
団体等への支援件数

件 115

127 73

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○文化芸術活動を支える仕組みの充実

5

文化芸術関係団体等への
助成
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

73,874

県内文化芸術団体等への助成件数（累
計）

　県内文化芸術活動の持続的発展に資する取組
等を公募、審査、採択し、支援を行った。

22件（44
件）

21件（43
件）

順調
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
文化発信交流拠点の充実
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

6,098

文化発信交流拠点の充実に向けた取組
　県内文化施設の稼働率について調査を実施す
るとともに、今後の取組について検討を実施し
た。

調査等実施 調査等実施 順調

3

琉球歴史文化の日に歴史
文化に関する取組を行う
催物等への公共施設の無
料開放
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

17,752

琉球歴史文化の日に県有施設で実施す
る歴史文化関連催物件数（累計）

　市町村や関連団体とともに歴史と文化への理
解を深めるための関連事業を実施した。

10件（20
件）

4件（9件） 大幅遅れ

順調

2

美術館資源発信基盤整備
事業
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

12,766

美術館収集資料のデータベース構築に
向けた資料群の整理件数（累計） 　美術館が保管している膨大な二次資料情報に

係る資料群の整理（梱包単位に分類した上でリ
スト化を行い、出納ができる状況に整理）を２
件行った。

２件（４
件）

2件（４件） 順調

実績 進捗状況

○文化芸術活動の場の創出及び文化発信交流拠点の充実

1

沖縄県立博物館・美術館
の管理運営
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

95,683

来館者数（累計）
　収蔵資料を展示する常設展・コレクション展
のほか、企画展・特別展を計８回開催した。ま
た、学芸員講座、バックヤードツアー、文化講
座等を実施した。

33万人（54
万人)

48.8万人
（81.5万

人）

施策の方
向

・国立劇場おきなわや沖縄県立博物館・美術館、その他の文化芸術施設及び文化芸術施設以外の公共の施設を活用した文
化芸術活動の場の創出と、伝統芸能、郷土芸能、大衆芸能等の多様な文化芸術や文化産業等の振興にも寄与する文化発信
交流拠点の充実に取り組みます。

・NPO、文化ボランティア活動、企業等の芸術文化支援を促進するなど、社会全体で文化活動を支える環境づくりに取り
組みます。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－イ 文化芸術の振興と文化芸術を支える環境づくり

施策 １－（４）－イ－④ 文化芸術活動を支える基盤の強化
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

55

担当部課名 文化観光スポーツ部文化振興課

達成状況の説明

　○実績値は調査中。 
○実績値は6月末に確定の見込み。 
〇現時点で把握している令和４年度の実績値54.9%によると、目標値の達成率が99.8％であること、また、令和２年度の基準値と比
較すると1.73倍の伸長となっていることから、目標達成が見込める。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・沖縄県立博物館・美術館の管理運営については、開館から１６年が経過し、空調設備等をはじめ施設・設備の経年劣化等による不
具合・故障等が増えている状況にあり、館の安定的な管理運営に支障を生じさせる可能性がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・美術館資源発信基盤整備事業については、館の収蔵資料等に係る各分野の検索・情報発信システムがＩＴ技術の進歩等により相対
的に旧式化しており、利用者の利便性の向上の観点から、館全体として見直し・更新を進める必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・美術館資源発信基盤整備事業については、web型システムパッケージの導入については、確認を進めていた技術的諸条件等に適合
する業者が今後新規契約を行わないこととなり、令和６年度において必要な予算を確保することができなかった。
・琉球歴史文化の日に歴史文化に関する取組を行う催物等への公共施設の無料開放については、使用料減免に係る周知広報等の不足
・文化発信交流拠点の充実については、県内文化施設の令和４年度の稼働率を調査したところ、約55％の稼働率で、前年度から大幅
な改善がみられた。引き続き、文化施設の稼働率を向上させる取組の検討が必要である。
・企業の文化芸術に対する支援の促進については、文化の担い手は小さい団体が多く、独力では企画能力等の人材育成に限界がある

[成果指標]
①計画通りの進捗
・県内文化施設の稼働状況については、実績値の更なる伸長のため、県内文化施設の稼働率向上に向けた取組を実施していく必要が
ある。

―

55 149.4%
目標達成の

見込み

（令和４年
度）

計画値

39.4 47.2

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

県内文化施設の稼働状況 ％ 31.6

54.9 54.9

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○社会全体で文化活動を支える環境づくり

5

企業の文化芸術に対する
支援の促進
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

10,515

県外の財団等が、県内の文化団体等へ
対して行う助成等の件数（累計） 　財団法人地域創造は、地方公共団体等の自主

事業の企画制作能力の向上及び公立文化施設の
利活用の推進等を図るため、文化に係わる様々
な事業を支援している。

６件（12
件）

15件（25
件）

順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・企業の文化芸術に対する支援の促進については、引き続き文化の基層であり、地域ごとに特色がある市町村の地域の伝統芸能等を
集めた公演等の自主事業を支援する。
⑤情報発信等の強化・改善
・美術館資源発信基盤整備事業については、館全体として効果的・効率的なシステム構築を図るため、各分野の閲覧・情報発信シス
テムの共用可能な機能確保の検討など、博物館および美術館が協働してシステムの見直し・更新に向けた検討を進める。
・琉球歴史文化の日に歴史文化に関する取組を行う催物等への公共施設の無料開放については、琉球歴史文化の日（11月1日）の広
報（Webサイトの作成等）に併せ、施設の使用料免除等を周知していく。
⑦取組の時期・対象の改善
・美術館資源発信基盤整備事業については、資料群の整理を継続しながら令和６年度においてweb型システムパッケージの導入に向
けた技術的諸条件等の再検討や適合業者等の情報を収集し、令和７年度以降の導入に向けた取組・予算確保につなげていく。
⑧その他
・沖縄県立博物館・美術館の管理運営については、施設設備の稼働状況を随時確認しながら、必要な緊急修繕等を行いつつ、緊急
度・優先度を勘案しながら計画的な修繕・更新を行う。
・文化発信交流拠点の充実については、文化施設の稼働率を向上させる取組の検討を行う。

[成果指標]
・県内文化施設の稼働状況については、文化発信交流拠点の充実に向けて、令和５年度の調査で得られた結果等を精査しつつ、より
効果的な施策を検討する。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○幼少期における空手の体験機会の創出

4
学校への講師の派遣
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

8,507

小中高校への空手指導者の派遣校数
（累計）

　県内保育所等19校、小学校５校、中学校１校
に空手指導者を派遣し、計1,263名の児童生徒が
出前講座に参加した。

小中高校４
校（７校）

25校（32
校）

順調

3
国内への指導者の派遣
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

15,716

沖縄空手の指導者派遣及びセミナー等
の実施数（累計）

　大阪府に空手指導者を６名派遣して、現地で
セミナーを１回開催し、沖縄空手の普及・啓発
に取り組んだ。

１都道府県 
（２都道府

県）

1都道府県
（２都道府

県）
順調

順調

○沖縄空手の技及び精神性の継承並びに指導体制の確立

2
指導者の育成
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

9,623

指導者の育成に係る取組の実施（累
計） 　伝統的な鍛錬法や技法を次世代へ確実に継承

していくため、各流派毎に審判講習会を実施し
た。

講習会等開
催４回

審判講習会
開催6回

順調

実績 進捗状況

○沖縄空手を支える道場や関係団体の運営基盤の強化

1

関係団体の自主事業に対
する支援
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

1,757

関係団体が実施する自主事業に対する
支援件数（累計） 　沖縄空手オリジナルキャラクターの制作、商

標登録、ネーミング募集・決定・表彰等に対す
る補助を行い、順調に取組を推進できた。

１件（２
件）

1件（２件）

施策の方
向

・沖縄空手を支える道場や関係団体の運営基盤の強化を図り、次世代を担う指導者及び後継者の育成並びに県民が沖縄空
手に接する機会の創出等に取り組みます。

・継承プログラムや指導体系書の策定のほか、各流派や道場間での技術講習会・情報交換会の開催等を行い、沖縄空手の
技及び精神性の継承並びに指導体制の確立に取り組みます。

・競技空手と伝統空手を両輪として、運動会や学習発表会等への沖縄空手の導入を広げ、感性を育む大切な時期である幼
少期における空手の体験機会の創出に取り組みます。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ウ 沖縄空手の保存・継承・発展

施策 １－（４）－ウ－① 沖縄空手の指導者及び後継者の育成
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

36

担当部課名 文化観光スポーツ部空手振興課

達成状況の説明

　令和５年度時点の門下生数について、県内道場へのアンケート調査にて調査中。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・学校への講師の派遣については、派遣先の学校に対して、近隣の市町村に道場を持つ指導者を派遣したが、子ども向けに指導でき
る指導者が不足しており、派遣者選定に課題が残った。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・国内への指導者の派遣については、熟練指導者は国内外からのセミナー等の招聘があるが、若手指導者が同行する機会がなく、海
外または県外支部とのつながりが希薄化するとともに、若手指導者にノウハウが継承されないという課題がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・関係団体の自主事業に対する支援については、今後、沖縄空手オリジナルキャラクターを活用した商品開発などを行っていく前
に、キャラクターの認知度向上を図る必要がある。
・指導者の育成については、これまでの講習会及び世界大会等をとおして、指導体制のノウハウが一定程度確立されてきた。
・巡回展の開催については、引き続き、多方面からの集客を図るため、他事業との連携を含めて、効果的な取組を実施する必要があ
る。

[成果指標]
⑦人手・人材の確保
・県内空手道場における門下生数（１道場あたりの平均）については、空手に興味を持った子供たちが、近隣の道場へ通うきっかけ
となるよう、近隣の市町村に道場を持つ指導者を学校・保育所等へ派遣している。しかし、子ども向けに指導できる指導者が不足し
ており、派遣者選定に課題が残った。 
⑫社会経済情勢
・県内空手道場における門下生数（１道場あたりの平均）については、指導者の育成を図ることで門下生数の増加にも寄与するもの
であるが、門下生数の減少は新型コロナウィルス感染症の影響もあり、近年は成果指標が未達成となっている。 

―

36 -296.7%
達成に努め

る

（R4年度）

計画値

33 35

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

県内空手道場における門下生数（１
道場あたりの平均）

人 32

23.1 23.1

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

5
巡回展の開催
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

10,200

巡回展の開催回数（累計） 　宜野座村立博物館にて巡回展を開催し、沖縄
空手が国内外へ普及した歴史や背景等を紹介し
た。また、専門性が高いため、監修委員会を開
催し、専門家の意見を取り入れながら実施し
た。１回（２

回）
1回（２回） 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・学校への講師の派遣については、幼少期の子どもが空手に触れる機会を創出する観点から、子どもに対して体験レベルの指導がで
きるよう指導者の育成を図る。
②連携の強化・改善
・巡回展の開催については、沖縄空手少年少女世界大会と連動した企画により、県民のほか、世界大会参加者に対する広報活動も併
せて行い、効果的な集客を図る。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・指導者の育成については、今後は、さらなる発展に向けて、審判講習会のあり方について検討を進める。
⑤情報発信等の強化・改善
・関係団体の自主事業に対する支援については、８月に開催される沖縄空手少年少女世界大会や沖縄空手の普及啓発イベント等に登
場させ、キャラクターの認知度向上を図る。
⑥変化に対応した取組の改善
・国内への指導者の派遣については、令和６年度事業より、若手指導者を育成するため、熟練指導者が海外または県外からの招聘に
よりセミナーおよび演武をする際、若手指導者が同行する渡航費を助成することで、ノウハウの継承に取り組む。

[成果指標]
・県内空手道場における門下生数（１道場あたりの平均）については、引き続き、指導者の育成を継続的に行っていく。 特に、幼
少期の子どもが空手に触れる機会を創出する観点から、子どもに対して体験レベルの指導ができるよう保育所等専門指導者育成セミ
ナーを開催する。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

6

沖縄空手関連コンテンツ
の制作
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

9,457

コンテンツ制作に対する支援件数（累
計） 　修学旅行を誘致することを目的に制作した沖

縄空手映像コンテンツ（１件）、観光関連事業
者が造成する空手ツーリズム商品（２件）に対
する補助を行い、順調に取組を推進できた。

１件（２
件）

3件（３件） 順調

○沖縄空手の魅力発信

5
沖縄空手の普及・啓発
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

7,301

県外イベントにおける演武等の実施回
数（累計）

　令和５年度は、東京都、千葉県、京都府の
３ヵ所で空手演武ステージを実施した。

４回（８
回）

3回（６回） 概ね順調

4
出前講座の開催
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

120

沖縄空手会館における出前講座の開催
回数（累計） 　沖縄空手の学術研究を推進するとともに、沖

縄空手の理解促進や知識を深めることを目的
に、空手の専門家が発表する場を設け、研究会
を実施した。

１回（２
回）

1回（２回） 順調

○沖縄空手会館の利活用促進

3
企画展の開催
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

10,200

沖縄空手会館における企画展の開催回
数（累計）

　「欧米人のみた琉球・沖縄の武術」をテーマ
とした企画展を開催し、併せてオープニングイ
ベントや展示解説会等も開催した。また、専門
性が高いため、監修委員会を開催し、専門家の
意見を取り入れながら実施した。１回（２

回）
1回（２回） 順調

順調

2

国内外の空手愛好家の受
入
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

11,545

コーディネーターの配置人数（内訳） 　沖縄空手に関する各種問合せに対応する窓口
開設、コーディネーター３名の配置を行い、県
内町道場と空手家とのコーディネート業務を
行った。

３名（継続
３名）

3名（継続３
名）

順調

実績 進捗状況

○学術研究の深化・発信及び空手愛好家の受入体制強化

1
沖縄空手ガイドの養成
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

12,090

沖縄空手専門ガイドの養成人数（累
計）

　沖縄空手の歴史や特徴等を学ぶ養成講座を実
施し、沖縄空手の専用のガイドを養成した。

24人（48
人）

35人（36
人）

施策の方
向

・博物館相当施設としての機能を有する沖縄空手会館による沖縄空手に関する資料収集、調査研究、展示、教育普及等の
博物館法に規定される諸活動により、学術研究の深化・発信を推進するとともに、沖縄空手会館を拠点に官民挙げて世界
大会や各種セミナーの開催、沖縄空手案内センターによるコーディネートなど、空手愛好家の受入体制の強化を進め、広
く国内外に対し「空手発祥の地・沖縄」の発信に取り組みます。

・沖縄空手を見て、触れて、体感できるよう、遠足や修学旅行など、児童生徒の校外学習、県民の生涯学習、観光客向け
の体験プログラム等の場として、沖縄空手会館の利活用促進に取り組みます。

・沖縄空手に関する様々なコンテンツの制作や国内外のイベントでの空手家による演武披露のほか、女性の美容やシニア
の健康を目的としたエクササイズ等による魅力発信に取り組みます。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ウ 沖縄空手の保存・継承・発展

施策 １－（４）－ウ－② 沖縄空手会館を拠点とした「空手発祥の地・沖縄」の強力な発信
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

55

担当部課名 文化観光スポーツ部空手振興課

達成状況の説明

　県外で開催される物産展・旅行展での空手演武等を行うイベントの観覧者へは「空手発祥の地・沖縄」を普及できているが、イベ
ント外（観覧していない人、イベント開催地以外の地域）の一般層への普及活動ができていないため、目標達成に至らなかった。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「達成に努める」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・沖縄空手の普及・啓発については、新型コロナウィルスの影響によりイベントへの参加回数が実施計画時点から３回となってい
た。また、イベントの観覧者へは「空手発祥の地・沖縄」を普及できているが、イベントを観覧していない人やイベント開催地以外
の一般層への普及活動ができていないため、県外に幅広く情報発信する必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・沖縄空手ガイドの養成については、聖地・沖縄での空手修行や縁の地訪問といった強固な目的意識をもったインバウンドが増えて
きており、今後、空手ガイドの需要の増加が想定される。
⑤県民ニーズの変化
・沖縄空手関連コンテンツの制作については、空手映像コンテンツ制作については、事業者からの応募が少ない。

　改善余地の検証等
⑦その他
・沖縄空手ガイドの養成については、研修期間については受講生の負担のかからないカリキュラムになるよう見直す必要がある。
・国内外の空手愛好家の受入については、沖縄空手案内センターHPや沖縄空手ナビ、空手ツーリズムHPなど、沖縄空手に関するウェ
ブコンテンツが複数あり、一般の方からは使い分けがわかりにくい。
・企画展の開催については、幅広い層の県民に沖縄空手の企画展に関心を持っていただけるように、わかりやすいパネルや資料作成
に留意する必要がある。
・出前講座の開催については、県民における沖縄空手の理解促進と知識を深めるため、他事業との連携を図るなど、相乗効果を高め
る取組を検討する必要がある。
・沖縄空手関連コンテンツの制作については、空手ツーリズム商品の造成について、より多くの観光事業者に参画してもらう必要が
ある。

[成果指標]
⑤周知・啓発不足等
・県外における「空手発祥の地・沖縄」の認知率については、県外で開催される物産展・旅行展での空手演武等を行うイベントの観
覧者へは「空手発祥の地・沖縄」を普及できているが、イベントを観覧していない人やイベント開催地以外の一般層への普及活動が
できていないため、県外に幅広く情報発信を行う必要がある。

―

55 -50.4%
達成に努め

る計画値

42.9 48.9

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

県外における「空手発祥の地・沖
縄」の認知率

％ 36.8

30.8 30.7

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・沖縄空手の普及・啓発については、新型コロナウィルスが５類へ移行したことに伴い、仕様書上のイベント参加回数を４回へ変更
している。また、イベント開催地以外の一般層への普及活動が不十分なため、SNS広告等を活用して県外に幅広く情報発信する。
②連携の強化・改善
・出前講座の開催については、ユネスコ無形文化遺産登録を目指すため、沖縄空手の民俗学的な観点から実施した悉皆調査に係る調
査報告と連動した出前講座を開催して、相乗効果を高める。
・沖縄空手関連コンテンツの制作については、より多くの観光事業者に参画してもらえるよう、事業者向け説明会の開催や関係団体
との連携を通して、空手ツーリズム受入体制構築事業の周知を図る。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・沖縄空手ガイドの養成については、受験生の負担のかからないカリキュラムになるよう見直しを行う。
⑤情報発信等の強化・改善
・国内外の空手愛好家の受入については、他事業とも連携し、各ウェブコンテンツの対象者・内容等が一見してわかるような構成を
検討し、改善を図る。
・企画展の開催については、幅広い層の県民に沖縄空手の企画展に関心を持っていただけるように、幅広い広報活動を展開するとも
に、わかりやすいパネルや資料作成を行う。
⑥変化に対応した取組の改善
・沖縄空手ガイドの養成については、空手ガイドの需要の増加に対応できるよう、英語以外のガイドの養成にも取り組んでいく。
・沖縄空手関連コンテンツの制作については、空手映像コンテンツ制作については、事業者の参画が見込まれないことから、公募を
休止する。今後は、空手ツーリズム商品の造成に力を入れて取り組んでいく。

[成果指標]
・県外における「空手発祥の地・沖縄」の認知率については、県外イベントでの空手演武を実施するにあたって、より多くの人々に
観覧してもらえるよう情報発信を行うとともに、ＳＮＳの活用や沖縄空手映像コンテンツ制作等、イベント外の一般層にも普及でき
るよう広報の充実を図る。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

12,700

担当部課名 文化観光スポーツ部空手振興課

達成状況の説明

　令和５年５月より新型コロナウイルスが５類感染症に移行したことにより、国内外からの空手関係者来訪数が増加している。 
令和６年８月には沖縄空手少年少女世界大会を開催予定であることから、令和６年度はより多くの空手関係者の来訪が見込まれる。

―

12,700 108.7%
目標達成の

見込み計画値

4,276 8,495

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

県外・海外からの空手関係者来訪数 人 71

1,971 9,228

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○沖縄空手を通した国際交流の推進

4

沖縄空手に関するイベン
トの開催
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

12,000

奉納演武及び記念演武祭の実施回数
（累計） 　10月25日に空手会館特別道場にて奉納演武、

10月29日に那覇市国際通りにて記念演武祭を開
催した。１回（２

回）
1回（２回） 順調

○沖縄空手の海外普及の促進とグローバルネットワークの構築

3
海外への指導者の派遣
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

15,716

沖縄空手の指導者派遣及びセミナー等
の実施数（累計）

　ドイツおよびベルギーに空手指導者３名を派
遣し、現地でのセミナーや空手演武を実施し、
沖縄空手の普及・啓発に取り組んだ。海外２カ国

（３カ国）
海外2ヵ国

（３ヵ国）
順調

順調

2

沖縄空手少年少女世界大
会の開催
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

30,129

各種規程の策定等 　令和６年度に開催する「第２回沖縄空手少年
少女世界大会」に向け、事務局体制の構築、大
会開催に向けた準備を行い、県内予選を実施し
た。各種規程の

策定等
各種規程の

策定等
順調

実績 進捗状況

○世界レベルの大会や国際的なイベントの実施

1
沖縄空手世界大会の開催
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

30,129

各種規程の検討等 　令和６年度に開催する「第２回沖縄空手少年
少女世界大会」に向け、事務局体制の構築、大
会開催に向けた準備を行い、県内予選を実施し
た。各種規程の

検討等
各種規程の

策定等

施策の方
向

・世界に１億３千万人いるといわれる空手愛好家を対象に、沖縄空手世界大会や空手の日記念演武祭など、世界レベルの
大会や国際的なイベントを実施し、沖縄空手を通した国際交流の活性化に取り組みます。

・世界各地への指導者の派遣や海外の空手関係団体等との連携を通して、沖縄空手の海外普及の促進とグローバルネット
ワークの構築に取り組みます。

・「空手の日」や「世界のウチナーンチュ大会」等のイベントを活用して空手演武のギネス記録更新に取り組むほか、来
沖した海外空手家と県内児童生徒の交流の場を創出するなど、沖縄空手を通した国際交流を推進します。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ウ 沖縄空手の保存・継承・発展

施策 １－（４）－ウ－③ 沖縄空手世界大会の定期開催等を通じた国際交流
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・沖縄空手に関するイベントの開催については、記念演武祭の構成段階から空手団体と意見交換等を行い、県内外から多くの空手家
に協力いただけるよう連携を取る。
⑤情報発信等の強化・改善
・沖縄空手世界大会の開催については、大会の開催に向けた機運醸成を図るため、関連イベントを複数回開催するとともに、TV・ラ
ジオ等を活用した周知啓発を行う。
・沖縄空手少年少女世界大会の開催については、大会の開催に向けた機運醸成を図るため、関連イベントを複数回開催するととも
に、TV・ラジオ等を活用した周知啓発を行う。
⑥変化に対応した取組の改善
・沖縄空手世界大会の開催については、国内外からの参加者等の記念になるよう、開閉会式、フェアウェルパーティー等について規
模を拡充して実施する。また、大会参加以外の日も楽しめるよう空手フェスティバルを開催する。
・沖縄空手少年少女世界大会の開催については、国内外からの参加者等の記念になるよう、開閉会式、フェアウェルパーティー等に
ついて規模を拡充して実施する。また、大会参加以外の日も楽しめるよう空手フェスティバルを開催する。
・海外への指導者の派遣については、令和６年度事業より、若手指導者を育成するため、熟練指導者が海外または県外からの招聘に
よりセミナーおよび演武をする際、若手指導者が同行する渡航費を助成することで、ノウハウの継承に取り組む。

[成果指標]
・県外・海外からの空手関係者来訪数については、国内外からの参加者等の記念になるよう、開閉会式、フェアウェルパーティー等
について規模を拡充して実施するとともに、大会参加以外の日も楽しめるよう空手フェスティバルを開催することで、大会参加者の
満足度向上を図り、再来訪を促進する。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・沖縄空手に関するイベントの開催については、記念演武祭は、多くの空手家に演武の参加協力を行う必要があり、県内主要４団体
を中心に参加の呼びかけが求められる。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・海外への指導者の派遣については、熟練指導者は国内外からのセミナー等の招聘があるが、若手指導者が同行する機会がなく、海
外または県外支部とのつながりが希薄化するとともに、若手指導者にノウハウが継承されないという課題がある。
⑤県民ニーズの変化
・沖縄空手世界大会の開催については、今大会は、コロナ後に開催する最初の大会であることから、県外・海外からの参加者数につ
いても前回大会より増加が見込まれる。
・沖縄空手少年少女世界大会の開催については、今大会は、コロナ後に開催する最初の大会であることから、県外・海外からの参加
者数についても前回大会より増加が見込まれる。

　改善余地の検証等
⑦その他
・沖縄空手世界大会の開催については、引き続き、大会の開催に向けた機運醸成を図る必要がある。
・沖縄空手少年少女世界大会の開催については、引き続き、大会の開催に向けた機運醸成を図る必要がある。

[成果指標]
⑫社会経済情勢
・県外・海外からの空手関係者来訪数については、令和６年度に開催する「沖縄空手少年少女世界大会」は、コロナ後に開催する最
初の大会であることから、県外・海外からの参加者数についても前回大会より増加が見込まれる。 
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
県民等の気運醸成
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

11,109

沖縄空手関連イベント等を通じた普及
啓発の取組件数（累計） 　沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録を目指

すため、県民等の機運醸成に向けた取組（シン
ポジウム等）を実施した。

４件（８
件）

4件（８件） 順調

○沖縄空手の学術研究の推進やユネスコ無形文化遺産登録に向けた気運の醸成

3
調査研究の実施
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

11,109

県内集落の悉皆調査の実施数（累計）

　沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録を目指
すため、空手が生活文化に浸透している実態を
民俗学的観点から悉皆調査を実施した。

調査50カ所
（100カ所）

調査76カ所
（110カ所）

順調

順調

2

沖縄空手会館の収蔵資料
整理
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

10,200

整理した資料点数（累計）

　収蔵資料整理件数14万件を実施し、沖縄空手
会館の収蔵資料の充実を図った。

140,000点
（280,000

点）

140,000点
（280,000

点）
順調

実績 進捗状況

○沖縄空手の型に秘められた精緻な技と平和を希求し礼節を重んじる精神性の研究

1

沖縄空手に関する資料収
集・調査研究
(文化観光スポーツ部空手
振興課)

10,200

沖縄空手に関する戦前の新聞記事等の
収集件数（累計）

　沖縄空手会館閲覧室の新規資料の収集を実施
し、収蔵資料の充実を図った。

200件（400
件）

216件（417
件）

施策の方
向

・先人が築きあげてきた沖縄空手の型に秘められた精緻な技と平和を希求し礼節を重んじる精神性を研究し、その保存・
継承及び普及・啓発に関係機関や団体と協働して取り組みます。

・沖縄空手に関する学術研究を推進し深めるとともに、人格を高め「平和の武」といわれる沖縄空手の伝統文化としての
価値を広く啓発し、ユネスコ無形文化遺産登録に向けた気運の醸成に取り組みます。

関係部等 文化観光スポーツ部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－ウ 沖縄空手の保存・継承・発展

施策 １－（４）－ウ－④ ユネスコ無形文化遺産の登録に向けた取組の推進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・沖縄空手会館の収蔵資料整理については、引き続き、予算確保及び増額など、当課や関係機関における学芸員や研究員等の配置・
確保について調整を行い、取り組んでいく。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・調査研究の実施については、昨年度までに実施した悉皆調査において、さらに深掘りする必要がある場合は、補足調査を行い、ユ
ネスコ無形文化遺産登録を目指すための報告書作成に活かしていく必要がある。
⑤情報発信等の強化・改善
・県民等の気運醸成については、沖縄空手に関する県内集落の悉皆調査の結果については、他事業との連携を図りながら、情報発信
を強化して、県民に対する普及啓発と機運醸成を図っていく。
⑧その他
・沖縄空手に関する資料収集・調査研究については、引き続き、予算の確保や増額など、当課や関係機関における研究員の配置・確
保について調整を行い、取り組んでいく。

[成果指標]
・県民気運の醸成及び普及啓発のためのイベント参加人数については、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録に向けて、引き続き、
沖縄空手関連イベントの開催による相乗効果を図るとともに、沖縄空手の学術研究を深めていき、空手が生活文化に浸透している実
態について県民向けに周知し、沖縄空手だけではなく、琉球料理等食文化などの分野とも連携した効果的な取組について検討する。

12,800

担当部課名 文化観光スポーツ部空手振興課

達成状況の説明

　ユネスコ無形文化遺産登録に向けた県民の機運醸成を図るため、シンポジウムを開催し、アーカイブ動画の配信を行っている。ま
た、空手の日関連イベントのほか、沖縄空手の普及啓発のためのイベントも実施した。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・沖縄空手会館の収蔵資料整理については、令和６年度より学芸員の配置が認められたものの、年度当初において応募がなく欠員と
なっている。
・調査研究の実施については、県内集落における悉皆調査の実施体制を強化することで、実施数が大きく伸びた。

　改善余地の検証等
⑦その他
・沖縄空手に関する資料収集・調査研究については、専門知識を有する作業となるため、学芸員の配置について継続して行う必要が
ある。
・県民等の気運醸成については、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録を目指すため、民俗学的観点から実施している悉皆調査の結
果を周知して、県民に対する普及啓発と機運醸成を図る必要がある。

[成果指標]
③周知・啓発の効果
・県民気運の醸成及び普及啓発のためのイベント参加人数については、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録に向けたシンポジウム
のほか、沖縄空手関連イベントの開催による相乗効果より、県民の機運醸成や普及啓発に向けたイベント参加者数は計画通り進捗し
ている。
⑥その他個別要因
・県民気運の醸成及び普及啓発のためのイベント参加人数については、沖縄空手のユネスコ無形文化遺産登録に向けて、沖縄空手の
学術研究をさらに深めていき、県民向け周知を図るとともに、沖縄空手だけではなく、琉球料理等食文化などの分野とも連携した県
民の機運醸成のほか、効果的な取組について検討する必要がある。

―

12,800 188.6% 目標達成
計画値

11,933 12,367

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

県民気運の醸成及び普及啓発のため
のイベント参加人数

人 11,500

3,942 13,135

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
製造技術の向上
(商工労働部ものづくり振
興課)

20,923

検査所配置数（累計） 　県内10ヵ所（那覇市2ヵ所、宮古島市、石垣
市、沖縄市、大宜味村、読谷村、南風原町、久
米島町、与那国町）に「沖縄県伝統工芸製品検
査員」を11名配置し、染織物工芸品の検査を実
施した。10箇所（20

箇所）
10箇所 順調

○工芸事業者等の経営基盤の強化

3
技術講習等の実施
(商工労働部ものづくり振
興課)

5,826

技術講習会の実施回数（累計） 　施策説明会を宮古石垣で開催し、産地組合と
原材料確保について意見交換を行うとともに、
壺屋焼の原材料となる化粧土の賦存量調査を実
施した。調査の遅れにより化粧土の評価・結果
の講習会についてＲ６に実施する。１回（２

回）
2回 順調

概ね順調

2
工芸技術者の育成
(商工労働部ものづくり振
興課)

26,669

工芸技術研修修了者数（累計）
　令和５年4月～令和６年３月までの１年間研修
を実施し、織物３名、紅型２名、漆芸４名、木
工４名の計1３名が修了した。８人（16

人）
13人 順調

実績 進捗状況

○伝統的な技術・技法の継承と高度化

1
県工芸士の認定
(商工労働部ものづくり振
興課)

3,434

県工芸士認定者数（累計） 　工芸産地組合または市町村からの推薦を受け
た工芸従事者４名について、外部有識者等で構
成される認定委員会による書類審査、作品審査
の上、沖縄県工芸士として４名を認定した。

５人（10
人）

4人

施策の方
向

・原材料の安定確保、製造技術の向上、工程の見直し等により安定した製品供給体制の確立を図り、工芸事業者等の経営
基盤の強化に取り組みます。

・沖縄県工芸士認定制度の活用や人材育成を通して、伝統的な技術・技法の継承と高度化に取り組みます。

・おきなわ工芸の杜を活用した伝統工芸の体験学習や情報発信等により、消費者と作り手との交流を広げ、伝統工芸の啓
発普及と消費の拡大を図ります。

関係部等 商工労働部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－エ 伝統工芸の振興

施策 １－（４）－エ－① 伝統的な技術・技法の継承と経営基盤の強化
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

1.9

担当部課名 商工労働部ものづくり振興課

達成状況の説明

　従事者一人あたりの工芸品生産額は１年後に実績値が確定する。直近の令和４年度の実績値は、工芸品生産額が増加したことによ
り、計画値を上回っており、順調に推移している。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・工芸技術者の育成については、今年度より開始する随時受入研修の実施に対応するための指導方法の検討が必要である。
②他の実施主体の状況
・技術講習等の実施については、伝統工芸品に使用される原材料の持続的供給を可能とするため各原材料の枯渇状況に合わせた施策
を長期・具体的な取組計画を立て実施する必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・製造技術の向上については、染織従事者は減少傾向にあり、伝統工芸製品検査員の確保が困難になりつつある中、検査員を早めに
確保する必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・県工芸士の認定については、引き続き、産地組合と連携を図り、候補者の掘り起こしをする必要がある。加えて、組合に所属しな
い工芸従事者および産地組合が形成されていないその他工芸品分野の人材の掘り起こしを継続する必要がある。
・おきなわ工芸の杜の活用については、供用開始後２年が経過したが、いまだ近隣住民や工芸従事者でも当該施設を知らない人は多
いため、イベントの周知に加え、施設の取組や実施事業についても広報を強化する必要がある。
・作り手と消費者との交流促進については、貸し工房については、各入居者の事業進捗度合いによって早期退去する場合があるた
め、インキュベート施設としてのＰＲは継続して行う必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・従事者一人あたりの工芸品生産額については、品質および商品価値の向上や、製造工程の見直しおよび経営改善、販路開拓が一定
程度できたことに加え、県内観光客数の増加等で観光消費が促進されたこともあり、工芸品生産額が増加したことに伴い、１人あた
りの生産額も増加した。

―

1.9 150.0% 目標達成
R3年度 R4年度

計画値

1.7 1.8

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

従事者一人あたりの工芸品生産額 百万円 1.6

1.6 1.9

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

6

作り手と消費者との交流
促進
(商工労働部ものづくり振
興課)

74,873

入居事業所数（累計）

　入居事業者の募集及び選定を行った。 
各工房やイベントにて体験学習を実施し、自主
事業イベントは２回開催した。10事業所

（20事業
所）

19事業所 順調

○おきなわ工芸の杜を活用した伝統工芸の啓発普及と消費の拡大

5
おきなわ工芸の杜の活用
(商工労働部ものづくり振
興課)

74,873

施設の総利用者数（累計）
　セミナー、ワークショップを４回、異業種等
との交流会を２回開催した。 
また、入居者への事業支援、相談対応やイベン
ト情報の発信、マスコミ取材対応を行い、自主
事業イベントについては２回開催した。

36,000人
（72,000

人）
65,671人 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・工芸技術者の育成については、委託業者と当該の課題解決について協議し方針を定めていく。
②連携の強化・改善
・製造技術の向上については、各産地組合への事業説明により、事業の重要性および必要性への理解を得た上で、検査員の推薦を依
頼し、検査員の確保および確実な事業実施につなげる。
⑤情報発信等の強化・改善
・おきなわ工芸の杜の活用については、ＳＮＳにおけるイベント情報の投稿をはじめとした情報発信に加え、近隣施設の空手会館や
小学校等と連携を図り、広報を強化する。
⑥変化に対応した取組の改善
・作り手と消費者との交流促進については、引き続きホームページ等で施設案内を行うとともに、業界団体等へ積極的に周知を行
う。
⑧その他
・県工芸士の認定については、市町村等を対象に実施する工芸産業振興施策説明会において、候補者の調査、把握について協力を呼
びかけるなど、市町村および産地組合と連携強化を図り、推薦にふさわしい工芸従事者の掘り起こしを行う。
・技術講習等の実施については、R5調査にて出土した土の試験研究を行い、化粧土の評価結果を組合へ講習会を行うとともに、産地
組合の原材料確保に向け、原材料確保計画を策定する産地組合を支援する。

[成果指標]
・従事者一人あたりの工芸品生産額については、引き続き、工芸従事者のさらなる生産額増加のため、技術力やデザイン性の向上に
より品質および商品価値を高めつつ、製造工程の見直しや経営改善、販路開拓など多角的な支援を広げる必要がある。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
販路拡大
(商工労働部ものづくり振
興課)

3,000

沖縄工芸ふれあい広場開催件数（累
計）

　東京銀座および沖縄県内にて沖縄の工芸品を
一堂に集めた展示会を開催した。

１件（２
件）

2件 順調

○おきなわ工芸の杜における作り手と異業種の交流促進及び国内外への効果的な販路拡大等

3

作り手と異業種の交流促
進
(商工労働部ものづくり振
興課)

74,873

異業種交流会の実施件数（累計）
　県内外の工芸従事者、支援者等のネットワー
クと入居者との交流を目的としたセミナー及び
ワークショップを２回開催した。

１件（２
件）

2件 順調

順調

2
技術支援事業
(商工労働部ものづくり振
興課)

1,452

工芸技術指導事業所数（累計）
　工芸産地組合および織物・染色、漆芸、木工
等の工芸縫製製品生産者、従事者向けの講習会
開催、専門職員による現場指導、技術相談や情
報提供をした。100事業所

（200事業
所）

229事業所 順調

実績 進捗状況

○新たな工芸品の開発及び二次加工製品製造の支援

1
工芸研究事業
(商工労働部ものづくり振
興課)

897

工芸技術の試験研究・開発実施件数
（累計） 　染織・木漆工に関する試験研究、開発研究業

務を２テーマ（染織分野、木漆工分野等）実施
し、工芸業界関係者へ周知した。

２件（４
件）

2件

施策の方
向

・産地や試験研究機関等との有機的な連携を図り、工芸の要素・資源や技術・技法を活用した新たな工芸品の開発及び二
次加工製品の製造の支援に取り組みます。

・おきなわ工芸の杜において、作り手と異業種の交流を促進し、新たな市場開拓や商品開発、ビジネスモデルの創出を推
進するとともに、消費者の感性に働きかける感性型製品の開発やブランド力の向上、おきなわ工芸の杜やICTを活用した
県民や観光客に対する情報発信の強化、国内外への効果的な販路拡大等に取り組みます。

・工芸品の認知度向上のため、展示会の開催や文化施設等との連携など、県民をはじめ多くの方々へ伝統工芸に触れる機
会を提供し、沖縄工芸の魅力や価値の向上に取り組みます。

関係部等 商工労働部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（４）－エ 伝統工芸の振興

施策 １－（４）－エ－② 伝統工芸を活用した感性に働きかける魅力的なものづくりの振興
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

3,007

担当部課名 商工労働部ものづくり振興課

達成状況の説明

　工芸品生産額は、１年後に実績値が確定する。直近の令和４年度の実績値は、観光客等の増加等により計画値を上回っており、回
復傾向にある。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・技術支援事業については、例年年度当初、各産地組合等に要望調査を発出し回答を求めている。多様な要望に対して、より詳細に
聞き取り、適切な企画・立案が必要である。
②他の実施主体の状況
・販路拡大については、催事内容等に関しては、工芸産地事業協同組合で構成される産地調整会議において決める。新たな取り組み
等の検討にあたっては、多くの産地の意見を集約できるよう留意する必要がある。

　外部環境の分析
⑤県民ニーズの変化
・工芸研究事業については、業界の課題の変化を踏まえた研究テーマを設定する。

　改善余地の検証等
⑦その他
・工芸研究事業については、技術情報、研究成果の広報を充実し、周知の強化を図る必要がある。
・作り手と異業種の交流促進については、異業種交流については、入居者及び異業種事業者双方にニーズがあり、事業者としての経
営力強化や販路拡大につながる効果的な交流の場となるよう引き続き取り組む必要がある。
・販路拡大については、毎年度、同時期・同場所で開催し、認知度も高まり多くの来場者がある。高まった認知度を活かし、産地組
合のさらなる収益につなげるよう、新たな取組を検討する必要がある。
・展示会の開催については、作り手の技術向上という観点から、作品応募者数の増加に向けて取り組む必要がある。
・webサイト等による情報発信については、ページ閲覧数を維持または増加させるため、利用者がより使いやすいサイトとなるよう
工夫する必要がある。

[成果指標]
⑫社会経済情勢
・工芸品生産額については、新型コロナウィルス感染症の影響により落ち込んでいた観光客が徐々に回復の兆しを見せ、工芸品の需
要が高まったことにより、生産額の増に寄与した。

―

3,007 106.8% 目標達成
R3年 R4年

計画値

2,670 2,839

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

工芸品生産額 百万円 2,502

2,374 2,862

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

6

webサイト等による情報発
信
(商工労働部ものづくり振
興課)

74,873

ページ閲覧数（累計）
　企画展やイベント、施設設備等のお知らせ情
報を掲載。 
施設利用料や入居者募集に関する情報を状況に
応じて随時更新した。30,000件

（60,000
件）

76,000件 順調

○伝統工芸に触れる機会の提供

5
展示会の開催
(商工労働部ものづくり振
興課)

2,420

工芸公募展の開催件数（累計）
　おきなわ工芸の杜にて沖縄県工芸公募展を開
催し、作品の応募者数76人、応募点数91点、来
場者数は719人となった。

１件（２
件）

1件 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・販路拡大については、産地調整会議、産地報告会等、産地組合との意見交換の場を複数回設けて、催事内容や開催場所等について
検討を重ねる。
③他地域等事例を参考とした改善
・技術支援事業については、要望調査の回答をベースに、必要に応じて現地訪問を行い、直接要望を聞き取り、現場確認を行う等、
各産地組合等のニーズに沿った講習会の内容を検討する。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・販路拡大については、従来の広報に加え、インターネットやSNSを活用し、既存客と新規来場者の集客に努める。　また、継続的
な取引が見込める商談の機会等を増やす等の新たな取り組みを検討する。
⑤情報発信等の強化・改善
・工芸研究事業については、産業まつりや工芸の杜でのイベントなどと連携し、センター展を開催するなど、周知を強化する。
・展示会の開催については、作品募集を工芸産地組合や市町村と連携し、作品募集を周知することに加え、工芸従事者に届くようＳ
ＮＳ等での広報方法を検討する。
・webサイト等による情報発信については、ＳＮＳアカウントにホームページＵＲＬを連携しているため、ＳＮＳでの情報発信を引
き続き強化する。
⑥変化に対応した取組の改善
・工芸研究事業については、業界の課題を踏まえた即効性のある技術研究テーマ設定に向け関係団体等の意見の聴取等を行い検討す
る。
・作り手と異業種の交流促進については、工芸品の更なる認知度向上、販路開拓及び入居事業者の収益向上を図る為に、交流する異
業種の分野については、面談やアンケート等を実施してニーズを把握したうえでセミナー及びワークショップを開催する。

[成果指標]
・工芸品生産額については、引き続き、工芸品製造額の増加を図るため、製品開発力の強化や販路拡大等の取組を支援する。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

11件

○「見せる復興」の推進

4

見せる復興での催事開催
と復興状況の情報発信
(土木建築部首里城復興
課)

27,000

復興に関する催事開催及び情報発信件
数（累計）

　令和5年度は、12月9日・12月10日の２日間及
び2月17日・2月18日の２日間、首里城復興イベ
ントを開催した。また、首里城復興に関する情
報発信については、月平均11回発信を行った。

催事 １件
（２件）

2件

順調

情報発信 月
１件

○首里城の早期復元

3
寄附金活用による復元
(土木建築部首里城復興
課)

1,248,624

寄附金活用による復元部位数（累計）

　正殿の礎石・礎盤を調達し、国への引き渡し
を行った。

３部位（５
部位）

1部位（4部
位）

概ね順調

順調

2

首里城赤瓦についての調
査研究
(商工労働部ものづくり振
興課)

2,964

支援件数（累計）

　首里城瓦の試作時の立会、首里城瓦製造時の
各工程の立ち会いを11回実施、助言した。

３件（８
件）

11件 順調

実績 進捗状況

○復元・修復に携わる人材の確保・育成及び県産資材の利活用

1

県内技術者及び県産資材
の活用による復元
(土木建築部首里城復興
課)

1,248,624

県内技術者及び県産資材の活用による
復元部位数（累計）

　正殿の礎石・礎盤を調達し、国への引き渡し
を行った。

１部位（２
部位）

1部位（2部
位）

施策の方
向

・国及び首里城復元に関係する技術者・関係機関との連携の下、復元・修復に携わる人材の確保と育成を推進するととも
に、復元に必要とされる木材や赤瓦等の県産資材の調査・研究を進めるなど、県産資材の利活用に取り組みます。

・県民をはじめ国内外から寄せられた寄附金に関しては、国との連携の下、正殿の木材や赤瓦など首里城の象徴的な箇所
に活用し、首里城の早期復元に向けて取り組みます。

・今般の首里城火災に対し、国内外より激励や復興に向けた支援が数多く寄せられている中、首里城の復興に当たって
は、正殿及び関連施設の復元過程の公開を行うとともに、「復興」の理念と道筋について、国内外へ積極的に情報発信
し、県民や多くの方々の復興に対する継続的な関心につながるよう、観て、学び、楽しめる「見せる復興」に取り組みま
す。

関係部等 土木建築部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（５）－ア 首里城の復興

施策 １－（５）－ア－① 正殿等の早期復元と復元過程の公開
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

担当部課名 土木建築部首里城復興課

達成状況の説明

　沖縄県国営沖縄記念公園（首里城地区）の供用面積は、首里城公園（有料区域）の供用面積によって、復元整備の進捗を示す成果
指標としている。正殿等の施設の段階的工事完了に伴い、供用面積が増加していく。正殿完成の令和８年度以降に供用面積が増えて
いく予定。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・首里城赤瓦についての調査研究については、現在のところ、事業は順調に進んでいるが、複数の担当者で実施していないので、人
事異動があると技術の継承が難しい。

　改善余地の検証等
⑦その他
・県内技術者及び県産資材の活用による復元については、国内外からの寄付者の想いを受けて資材調達や制作物を製作していること
から、調達・製作の様子や進捗状況をより積極的に情報発信する必要がある。
・寄附金活用による復元については、国内外からの寄付者の想いを受けて資材調達や制作物を製作していることから、調達・製作の
様子や進捗状況をより積極的に情報発信する必要がある。
・見せる復興での催事開催と復興状況の情報発信については、令和５年度は安全面の観点から参加人数を限定しため参加できなかっ
た方が多く発生した。できるだけ多くの県民に復興中の首里城に足を運んでいただけるようイベントに参加しやすくする工夫が必
要。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・沖縄県国営沖縄記念公園（首里城地区）の供用面積については、令和８年度の正殿完成に向けて順調に整備が進んでいる。

[主な取組]
①執行体制の改善
・首里城赤瓦についての調査研究については、事業を担当する者を複数配置し、技術継承を図る組織体制にする。
⑤情報発信等の強化・改善
・県内技術者及び県産資材の活用による復元については、首里城復興サイトやＳＮＳ等をより一層活用して、資材調達や製作に関す
る情報を発信する。
・寄附金活用による復元については、首里城復興サイトやＳＮＳ等をより一層活用して、資材調達や製作に関する情報を発信する。
⑧その他
・見せる復興での催事開催と復興状況の情報発信については、多くの県民がイベントに参加できるよう、開催期間をこれまでより長
く設定する。

[成果指標]
・沖縄県国営沖縄記念公園（首里城地区）の供用面積については、引き続き、首里城正殿完成に向けた取り組みを推進していく。

6,324 100% 目標達成
計画値

6,324 6,324 6,324

沖縄県国営沖縄記念公園（首里城地
区）の供用面積

㎡/㎡ 6,324

6,324 6,324 ―

達成率 達成状況
R4 R5 R6 R6年度

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○歴史文化遺産の計画的な整備や歴史・文化を体験できる行催事等の推進

4
中城御殿跡の整備
(土木建築部首里城復興
課)

69,182

中城御殿跡地整備の進捗率
　歴史文化遺産である中城御殿跡の整備するた
めに、中城御殿跡地整備検討委員会に諮り、基
本設計・実施設計等を行った。

4.0％ 3％（７％） 概ね順調

3
首里城跡景観整備事業
(教育庁文化財課)

14,807

首里城跡の景観を保全するための整備
件数（累計） 　南城郭石積み及び継世門櫓の修復工事を実施

した。前者は事故繰越が不承認となったため本
年度で一時中止となったが、後者は次年度に繰
り越した。

１件（２
件）

1件 概ね順調

順調

○「新・首里杜構想」による歴史まちづくりの実現

2

自然・歴史・文化を感じ
る景観の創出
(土木建築部首里城復興
課)

62,621

歴史まちづくりの促進に向けた協議会
の開催回数（累計）

　首里杜地区まちづくり推進協議会を２回開催
し、地域住民と検討・課題の共有を図った。

１回（２
回）

2回（４回） 順調

実績 進捗状況

○首里城公園の防火対策の強化

1

首里城公園の防災機能の
強化
(土木建築部首里城復興
課)

29,070

公園管理センター及び首里杜館の改修
工事進捗率 　公園管理センター増築・改修及び首里杜館の

改修工事に向けた実施設計を行っており、工事
発注図、積算などを完了した。

10.0％ 10％

施策の方
向

・首里城公園の特性や想定される様々な出火要因等を踏まえた新たな防火対策等の実施や公園全体の防火対策の強化を図
り、国や関係機関と連携した再発防止策の策定及び安全性の高い施設管理体制の構築により、二度と火災により焼失を生
じさせないよう取り組みます。

・首里城を中心とした首里杜地区において、「新・首里杜構想」による歴史まちづくりの実現に向けて、行政・有識者・
住民・企業等の関係者が連携して、自然・歴史・文化を感じる景観の創出に取り組みます。

・県営公園内の中城御殿跡や円覚寺跡等の歴史文化遺産の計画的な整備や、歴史・文化を体験できる行催事等を推進し、
首里城公園の魅力の向上を図るとともに、御茶屋御殿等の地域に点在する文化資源の段階的な整備について、事業主体や
保存に係る調査等の課題解決に向けて、那覇市、国と連携して実現可能な方策や観光資源としての利活用の検討に取り組
みます。

・観光交通の分散化を促す取組及び大型バス駐車場やパーク・アンド・ライドの推進等による観光客の受入環境の整備、
龍潭線及び周辺道路の無電柱化や道路整備による交通環境の整備、公共交通網の充実やICTを活用した情報提供による歩
行者が周遊しやすい環境の形成に取り組みます。

関係部等 土木建築部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（５）－ア 首里城の復興

施策 １－（５）－ア－② 首里城公園の管理体制の強化と首里杜地区の歴史まちづくりの推進
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

880,000

担当部課名 土木建築部首里城復興課

達成状況の説明

　令和５年度の首里城公園来場者数は、1，446，286人となり、目標値である880，000人を大きく上回った。

―

880,000 306.5% 目標達成
計画値

518,409 699,475

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

首里城公園来場者数 人 337,884

997,368 1,446,286

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○歩行者が周遊しやすい環境の形成

7

観光地マネジメントの推
進
(土木建築部首里城復興
課)

62,621

交通環境改善等の対策数（累計） 　首里杜計画の事業に係る交通・観光マネジメ
ント計画を策定した。対策として、首里杜館駐
車場の平準化関連調査と公共交通利用促進にむ
けた調査を実施した。

１対策 1対策 順調

6

首里城公園の観光資源と
しての活用
(文化観光スポーツ部観光
振興課)

0

イベント等後援の実施
　令和５年10月29日～11月３日まで開催された
「令和５年度 首里城復興祭」について後援を
行った。

実施 実施 順調

5
円覚寺跡三門復元整備事
業
(教育庁文化財課)

39,140

円覚寺跡三門復元整備 　三門本体の復元工事に向けて、木材の購入や
部材の製作・彫刻を実施した。文化財保護法や
建築基準法第３条適用の除外に伴う許認可は令
和３年度に受けているため、次年度から復元工
事に着手する準備を整えた。

三門完成 復元工事 大幅遅れ
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・首里城跡景観整備事業については、当該事業は文化財の修復であるため、公園管理者等や文化庁との綿密な協議を行いながら、文
化財としての価値を毀損せず安全性が確保できるように事業を進める。
②連携の強化・改善
・首里城跡景観整備事業については、文化財の修復工事に対応可能な業者が限定されていることから、現在国が進めている首里王正
殿等復元工事と競合することがないよう、発注時期の調整や事業計画の見直しなどを検討する。
・円覚寺跡三門復元整備事業については、文化庁と三門背後の境内の整備計画の策定の必要性及び重要性について、引き続き協議を
行う。
③他地域等事例を参考とした改善
・円覚寺跡三門復元整備事業については、これまでに県内の史跡等で整備計画等の策定を受注した業者の情報等の収集を行う。
⑥変化に対応した取組の改善
・自然・歴史・文化を感じる景観の創出については、首杜地区全体をおおきく３エリアに分割し、エリアごとの課題抽出を行い、対
応策について検討していく。
・観光地マネジメントの推進については、通年の施設運営に有用できるよう継続的な運用に向けての評価システムを作成していく。
⑧その他
・首里城公園の防災機能の強化については、防災関連業務に支障が生じないよう工事フェーズを分け、施設管理者と密に情報共有を
図りながら施工計画を立てる。
・中城御殿跡の整備については、各関係機関・関係者との調整を密に図りながら、工事の進捗を管理していく。
・首里城公園の観光資源としての活用については、引き続き首里城に関するイベント等の後援を行い、首里城公園の観光資源として
の活用を促す。

[成果指標]
・首里城公園来場者数については、首里城公園の管理体制の強化対策としては、防災機能強化のための公園管理センター増築・改修
工事の完成、防災設備整備に向けた実施設計を行う。首里杜地区の歴史まちづくりの推進については、観光交通の分散化を促す取組
を継続実施や中城御殿跡地整備事業の整備を推進していく。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・首里城跡景観整備事業については、当該事業は文化財の修復であることから、事業を円滑に進めるには公園管理者等だけでなく文
化庁との綿密な協議が必要となる。
・円覚寺跡三門復元整備事業については、三門の復元後、かつて境内にあった建造物の復元に向けて、首里城正殿等の火災等の状況
を基本に円覚寺跡復元整備委員会にて、防火防災設備について検討する必要がある。また、現在復元工事を進めている円覚寺三門に
引き続き、今後の境内の整備や活用方法等について、整備委員会で検討する必要がある。
②他の実施主体の状況
・首里城跡景観整備事業については、文化財の修復工事に対応可能な業者が限定されているため、現在国が進めている首里城正殿等
復元工事と競合することがないよう、今後の事業計画を検討していく必要がある。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・円覚寺跡三門復元整備事業については、首里城正殿等火災があったことから、円覚寺に所在する建造物の復元計画に基づき、円覚
寺跡復元整備委員会において、防火防災設備の計画を策定し、審査を受けたい。
・首里城公園の観光資源としての活用については、新型コロナウイルスの収束及び首里城の復興を見据え、イベント等も開催しやす
くなっている。

　改善余地の検証等
⑦その他
・首里城公園の防災機能の強化については、工事期間中に防災関連業務（警備、設備監視など）に支障が生じる可能性があるため、
施設管理者と密に情報共有を図り、施工計画を立てる必要がある。
・自然・歴史・文化を感じる景観の創出については、首杜地区全体での課題について抽出していくなかで、景観や地域資源の活用方
法などエリアごとの課題が見えてきた。
・中城御殿跡の整備については、工事施工者が複数になるため、工事期間中も他工事との調整、遺構の保護、展示収蔵部分の取合い
等について、関係機関との連携を図りながら、計画的に工事を進める必要がある。
・観光地マネジメントの推進については、シャトルバス実証実験を実施したが、イベント等の単発的な評価になっていた。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・首里城公園来場者数については、首里城公園の管理体制強化としては、防災拠点機能強化のための公園管理センター増築・改修に
向けた実施設計業務を行った。首里杜地区の歴史まちづくりの推進としては、イベント時のシャトルバス運行を実施するなど交通渋
滞対策を実施した。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

4
在外琉球沖縄関連文化財
調査
(教育庁文化財課)

0

在外琉球沖縄関連文化財の調査地数
（累計） 　引き続き、新型コロナ収束後の令和６年度の

調査再開を目指すとともに新たな調査先の検討
を行う。

－ - 未着手

○被災した文化財等の修復・復元や琉球王朝時代の文化財等の所在調査

3
県指定文化財の修復
(教育庁文化財課)

791

修復を終了した文化財の件数（累計）
　令和３年度から３か年かけて、県指定有形文
化財「黒漆牡丹七宝繋沈金食籠」を修復する。
令和５年度末修復を完了した。

１件 1件 順調

順調

○首里城及び周辺文化財の発掘調査の成果発信

2
首里城及び周辺文化財の
情報発信
(教育庁文化財課)

0

首里城及び周辺文化財に関する企画展
の開催回数（累計） 　首里城跡及び周辺文化財に関する情報を広く

発信するため、発掘調査報告書のウェブ発信を
行うとともに、県立埋蔵文化財センター等で企
画展を開催した。

１回（２
回）

1回 順調

実績 進捗状況

○首里城正殿遺構の保護対策や公開

1
首里城正殿遺構の適切な
保護及び公開
(教育庁文化財課)

0

沖縄総合事務局が実施する水分量計測
のデータを基にした「遺構水分量計測
値チェック」の実施回数

　首里城正殿復元工事に伴う遺構の毀損等を防
ぐため、覆砂や発泡スチロールでの保護を図る
とともに、沖縄総合事務局による水分量計測の
実施を指示した。

月１回 月1回

施策の方
向

・最新デジタル技術を活用し、首里城及び周辺文化財の発掘調査の成果発信に取り組みます。

・関係機関と連携の下、被災した文化財の修復・復元や国内外に所在する琉球王朝時代の文化財等の所在調査に取り組み
ます。

・世界遺産である首里城正殿遺構については、損傷の状態を的確に把握し、国と連携しながら保護対策や公開に取り組み
ます。

関係部等 教育庁

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（５）－ア 首里城の復興

施策 １－（５）－ア－③ 首里城に関係する文化財等の保護・復元・収集
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

67,735

担当部課名 教育庁文化財課

達成状況の説明

　国立文化財機構奈良文化財研究所運営のウェブサイト「全国遺跡報告総覧」に掲載している、県立埋蔵文化財センター刊行の首里
城関係文化財調査報告書等の令和５年度アクセス数が計画値を超えて、目標を達成することができた。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・首里城及び周辺文化財の情報発信については、今後も蓄積される発掘調査成果等の情報については、県立埋蔵文化財センターから
「全国遺跡報告総覧」へ逐次掲載を行うよう依頼する必要がある。
・在外琉球沖縄関連文化財調査については、米国からの文化財返還に伴い、当該文化財にかかる詳細調査の方法を検討する必要があ
る。
②他の実施主体の状況
・首里城正殿遺構の適切な保護及び公開については、当初予定では復元工事の最終段階で再公開を実施するとのことだが、沖縄総合
事務局から工程等の都合で再公開の時期を早めたいとの依頼があるため、時期や公開後の保護措置等について対応する必要がある。
また、水分量計測で土中の状況を把握しているが、再公開時に遺構の毀損等が発生した場合は、関係機関と速やかに連携して対応す
る必要がある。
・首里城及び周辺文化財の情報発信については、ウェブでの情報発信を進めていない機関については、「全国遺産報告総覧」の活用
等も含め、積極的な公開を促す必要がある。
・県指定文化財の修復については、修理方針にしたがい、予定されていた期間内で修復を完了した。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・琉球王国時代の文化財等の調査研究、史料収集については、円安の影響で、旅費や現地コーディネーターの費用などが高騰する可
能性がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・琉球王国時代の文化財等の調査研究、史料収集については、アメリカの博物館施設等は積極的な調査受け入れをしていない施設も
ある。琉球王国関係文化財の現状や、本事業について理解を促しながら、調査体制を構築する必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・首里城関係文化財のＷＥＢ公開の累計アクセス件数については、首里城関係文化財調査報告書等の情報について、県立埋蔵文化財
センターから「全国遺跡報告総覧」へ逐次掲載を依頼し、ウェブでの情報公開及び発信を進めていない機関には、「全国遺跡報告総
覧」の活用等も含め、積極的な公開を促したことが要因と考えられる。

―

67,735 78.7%
目標達成の

見込み
計画値

43,943 55,857

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

首里城関係文化財のＷＥＢ公開の累
計アクセス件数

件 32,065

42,325 50,790

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

5

琉球王国時代の文化財等
の調査研究、史料収集
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

4,711

年間を通した情報収集の成果発表報告
会等の開催回数（累計）

　9/24～10/３に渡米し、国務省等で情報収集す
るとともに、スミソニアン博物館にて琉球王国
関係文化財50件を調査した。調査成果をまと
め、12/23の報告会で紹介し、3月末に論文とし
て発表した。

２回 2回 順調
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様式２（施策）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
①執行体制の改善
・首里城及び周辺文化財の情報発信については、今後も蓄積される発掘調査成果等の情報については、県立埋蔵文化財センターから
「全国遺跡報告総覧」へ逐次掲載を行うよう依頼する。
②連携の強化・改善
・首里城正殿遺構の適切な保護及び公開については、引き続き水分量計測で土中の遺構状況を把握するとともに、再公開時に遺構の
毀損等が発生した場合は、関係機関と連携して速やかに対応する。また、正殿遺構の再公開の時期や公開後の保護措置等について
は、文化庁や沖縄総合事務局等の関係機関と協議しながら、適切に対応する。
・首里城及び周辺文化財の情報発信については、ウェブでの情報発信を進めていない機関については、「全国遺産報告総覧」の活用
等も含め、積極的な公開を促す。
・県指定文化財の修復については、令和６年度より新たに修復を行う予定の文化財については、過去３カ年で修復を実施した文化財
よりも毀損が激しいことから、修復の進捗について所有者と適宜情報共有を行う。
・在外琉球沖縄関連文化財調査については、有識者委員会など関係機関から、助言を適切に受けて科学分析の手法を決定し、今後の
保存修復に向けた体制を整える。
・琉球王国時代の文化財等の調査研究、史料収集については、調査先について情報収集しながら、事前の連絡や調整を丁寧に行い、
事業について理解を促すとともに、充分な調査ができる体制を構築する。
⑥変化に対応した取組の改善
・琉球王国時代の文化財等の調査研究、史料収集については、円安が進む可能性も考慮して、できるだけ早めに渡航の準備や、航空
券手配等を行い、経費削減に努める。

[成果指標]
・首里城関係文化財のＷＥＢ公開の累計アクセス件数については、今後も蓄積される発掘調査成果等の情報については、県立埋蔵文
化財センターから「全国遺跡報告総覧」へ逐次掲載を行うよう依頼するとともに、ウェブでの情報公開及び発信を進めていない機関
については、「全国遺跡報告総覧」の活用等も含め、積極的な公開を促す。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

順調

復元製作に
向けた調査
研究等の監
修者委員会

順調

○工芸技術等の伝承者養成に向けた体制の整備

3

無形文化財工芸技術の保
持団体・保存会等の伝承
者養成事業の実施
(教育庁文化財課)

2,032

伝承者養成事業の実施件数（累計）

　国（６団体）および県（３団体）指定無形文
化財工芸技術等の保持団体・保存会等における
伝承者養成事業を実施する。

９件（18
件）

9件

順調

木工１回 木工1回

○最新デジタル技術等を活用した伝統技術の継承

2

戦災等により失われた琉
球王国時代の文化遺産の
復元
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

18,173

復元製作に関する取組の実施
　戦災等によって失われた琉球王国の文化遺産
に係る模造復元品製作と発信業務の９分野の監
修者会議を実施し、実施設計を作成した。復元製作に

向けた調査
研究等の監
修者委員会

実績 進捗状況

○漆芸や木工等の技術者育成

1

伝統工芸技術者（漆芸・
木工）の育成
(商工労働部ものづくり振
興課)

26,691

工芸技術研修（漆芸・木工）実施回数
（累計）

　おきなわ工芸の杜の貸し工房や共同工房を活
用して、漆芸、木工の人材育成研修を行う。漆芸１回 漆芸1回

施策の方
向

・国との連携の下、県内の漆芸や木工等の技術者を活用した首里城の復元工事を進めるとともに、復元後の維持管理・修
繕にも活用されるよう技術者の育成に取り組みます。

・琉球王朝時代から伝承された伝統技術について、最新デジタル技術等を活用した伝統技術の継承に取り組みます。

・文化財等保存技術の習得に関する体制や工芸技術等の伝承者養成に向けた体制を整備し、適正な技術の継承に取り組み
ます。

関係部等 商工労働部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（５）－ア 首里城の復興

施策 １－（５）－ア－④ 首里城に関連する伝統技術の活用と継承
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

担当部課名 商工労働部工芸振興センター

達成状況の説明

　高度な技術を持った人材を育成するため、おきなわ工芸の杜の貸し工房や共同工房を活用し、若手工芸技術者に対して技術研修を
行い、令和５年度は漆芸４名、木工４名が研修を修了した。研修修了者は計画値580名に対して累計で588名（漆芸252名、木工336
名）となった。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・戦災等により失われた琉球王国時代の文化遺産の復元については、模造復元に関して、昨今の社会情勢の変化による原材料の枯渇
や高騰に留意した原材料の確保が必要である。

　改善余地の検証等
⑦その他
・伝統工芸技術者（漆芸・木工）の育成については、新設したカリキュラムを円滑に進めるため、首里城施工技術者との連携を行
う。
・戦災等により失われた琉球王国時代の文化遺産の復元については、模造復元の製作工程等を広く紹介するための発信方法を工夫す
る必要がある。
・無形文化財工芸技術の保持団体・保存会等の伝承者養成事業の実施については、伝承者養成事業の成果発表会（展示会）を企画す
るなど、関係機関との連携を行い成果の発信方法を再考する必要がある。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・工芸技術研修（漆芸・木工）累計修了者数については、県内２紙の情報誌や県広報課のＳＮＳ媒体を複数活用し研修生募集の周知
を行い、漆芸・木工研修を実施することができた。なお、近年は首里城復元作業の影響で工芸に関心を持った人も多く、漆芸分野の
応募者は多い傾向である。

[主な取組]
②連携の強化・改善
・伝統工芸技術者（漆芸・木工）の育成については、首里城施工技術者と首里城壁面を想定したカリキュラムの具体的な内容や進め
方について調整を行う。
・無形文化財工芸技術の保持団体・保存会等の伝承者養成事業の実施については、各保存会、市町村との連携をさらに強化し、博物
館施設やインターネットなどで本事業の成果発信を図る。
⑤情報発信等の強化・改善
・戦災等により失われた琉球王国時代の文化遺産の復元については、模造復元製作が始まるため、ＳＮＳ等を用いた継続的な情報発
信する必要がある。また、その運用方法について検討・工夫する必要がある。
⑥変化に対応した取組の改善
・戦災等により失われた琉球王国時代の文化遺産の復元については、科学分析や試作等を行いながら、原材料の検討や確保、入手が
難しい場合は代替材の使用等を監修委員の監修を受けながら検討する必要がある。

[成果指標]
・工芸技術研修（漆芸・木工）累計修了者数については、より首里城復元に資するような研修内容の一部見直しを行い、引き続き人
材育成のための研修を実施、人材の確保を行う。

584 214.3% 目標達成
計画値

577 580 584

工芸技術研修（漆芸・木工）累計修
了者数

人 573

580 588 ―

達成率 達成状況
R4 R5 R6 R6年度

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

○伝統芸能の県外公演・海外公演に対する支援等

4

国立劇場おきなわの伝統
芸能県外公演
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

4,056

国立劇場おきなわ運営財団による伝統
芸能の県外公演の開催数（累計）

　ワークショップ参加人数：71人。 
公演鑑賞者：2,561人。

１公演（２
公演）

3公演（４公
演）

順調

3
日本遺産普及啓発事業
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

1,400

Webサイトでの情報発信件数（累計）
　ホームページを活用し、琉球文化日本遺産ス
トーリーと構成文化財の魅力を県内外に広く発
信し、観光資源としての活用を促した。

12件（24
件）

10件（21
件）

概ね順調

大幅遅れ

2

地域や島でのシンポジウ
ムや座談会の開催
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

6,050

地域や離島でのシンポジウム・座談会
の開催回数（累計）

　地域の伝統行事や伝統芸能など、文化の継承
をテーマとする座談会を開催した。

３回（６
回）

1回（３回） 大幅遅れ

実績 進捗状況

○琉球文化を体感できる機会や新たな琉球芸能創作機会の創出等

1

琉球歴史文化への理解を
深め普遍的価値の再発見
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

17,752

歴史・文化関連事業及び催物件数（累
計）

　市町村や関連団体とともに歴史と文化への理
解を深めるための関連事業を実施した。

110件（210
件）

52件（157
件）

施策の方
向

・首里城及びその周辺エリアにおいて、国立劇場おきなわ等の関係団体と連携し、組踊、空手や県内各地の伝統芸能の鑑
賞など琉球文化を体感できる機会の創出や、芸術性・エンターテイメント性の高い新たな琉球芸能の創作機会の創出等に
取り組みます。

・伝統芸能の県外公演・海外公演に対する支援等や琉球の美術工芸品等を保有する国内外の美術館での公開、最新技術を
活用し制作した琉球文化のデジタルコンテンツの世界へ向けた発信に取り組みます。

・異分野・異業種間の連携する仕組みを構築し、多様性・独自性を持つ本県の文化資源を活用した新たなビジネスモデル
の創出やおきなわ工芸の杜を活用した商品開発、マーケティング、ブランド力向上等を推進し、沖縄の伝統工芸の魅力や
価値向上に取り組みます。

関係部等 土木建築部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（５）－ア 首里城の復興

施策 １－（５）－ア－⑤ 首里城を中心とした琉球文化のルネサンス
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様式２（施策）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

43.8

担当部課名 土木建築部首里城復興課

達成状況の説明

　個人旅行者が伝統工芸・芸能を体験する機会が増えたことにより、目標値を達成した。

―

43.8 792.6% 目標達成
R3 R4

計画値

41.1 42.5

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

伝統工芸・芸能を体験した個人旅行
者の割合

％ 39.8

63.2 61.2

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

9
おきなわ工芸の杜の活用
(商工労働部ものづくり振
興課)

74,873

施設の総利用者数（累計）
　セミナー、ワークショップを４回、異業種等
との交流会を２回開催した。 
また、入居者への事業支援、相談対応やイベン
ト情報の発信、マスコミ取材対応を行い、自主
事業イベントについては２回開催した。

36,000人
（72,000

人）
65,671人 順調

8

文化資源を有効活用した
ビジネスモデルの創出や
商品開発
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

39,920

文化資源を活用したビジネスモデル・
商品件数（累計） 　琉球の歴史・文化資源をテーマとした新たな

コンテンツを制作する取組を公募し支援（補
助）を行った。

10件（16
件）

10件（16
件）

順調

○文化資源を活用した新たなビジネスモデルの創出等

7

文化資源を活用した沖縄
観光の魅力アップ支援事
業
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

25,340

プログラムモデル構築件数（累計）

　旅行商品造成の他、説明会や、プロモーショ
ン活動を実施した。

２件（４
件）

2件（４件） 順調

6
伝統芸能の海外公演
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

14,000

文化芸術団体による海外公演の開催数
（累計）

　令和５年度は海外公演としてワシントンDCで
創作劇を２公演実施し、208名を集客した。

１公演 2公演 順調

5
伝統芸能の県外公演
(文化観光スポーツ部文化
振興課)

4,000

文化芸術団体による県外公演の開催数
（累計） 　令和５年度は、県外公演として長野県で琉球

古典芸能の公演を１公演実施し、151名が参加し
た。

１公演（２
公演）

1公演（２公
演）

順調
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・伝統芸能の県外公演については、開催地における各種イベントとのコラボ等開催方法を工夫することで、集客につなげる。また、
メディアを活用し、実際に会場に来場した観客以外へも沖縄文化芸能を発信する。
・伝統芸能の海外公演については、開催地における各種イベントとのコラボ等開催方法を工夫することで、集客につなげる。また、
メディアを活用し、実際に会場に来場した観客以外へも沖縄文化芸能を発信する。
⑤情報発信等の強化・改善
・琉球歴史文化への理解を深め普遍的価値の再発見については、事業の調査時期を早めることにより実施件数を増やし、関連団体と
連携するとともに、情報発信を強化していく。
・伝統芸能の県外公演については、公演周知の期間、周知の方法等広報の手段を強化し、集客につなげる。
・伝統芸能の海外公演については、公演周知の期間、周知の方法等広報の手段を強化し、集客につなげる。
・おきなわ工芸の杜の活用については、ＳＮＳにおけるイベント情報の投稿をはじめとした情報発信に加え、近隣施設の空手会館や
小学校等と連携を図り、広報を強化する。
⑥変化に対応した取組の改善
・地域や島でのシンポジウムや座談会の開催については、引き続き、シンポジウム・座談会のＷＥＢ配信を行い、当日会場で見るこ
とができない方にも閲覧できるようにするとともに、過去のアーカイブを蓄積するなど情報発信を強化する。また、引き続き、各地
域の特色・違いを再発見し愛着を持ってもらうため、文化の基層であり、地域ごとに特色がある「しまくとぅば」を絡めたシンポジ
ウム・座談会を開催する。また、予算額の確保に努める。
⑧その他
・日本遺産普及啓発事業については、引き続き、琉球文化日本遺産ストーリーと構成文化財の魅力を県内外に広く発信していく。
・国立劇場おきなわの伝統芸能県外公演については、ワークショップ含み、県外での上演を引き続き行う。
・文化資源を活用した沖縄観光の魅力アップ支援事業については、関係者の意見を取り入れながら、販売期間を加味した旅行商品造
成に取り組む。
・文化資源を有効活用したビジネスモデルの創出や商品開発については、引き続き、講演会や事業者報告会の他、新聞やSNS広告等
により認知度の向上を図る。

[成果指標]
・伝統工芸・芸能を体験した個人旅行者の割合については、引き続き、琉球文化を体験できる機会の創出に繋がる、様々な事業の実
施に取り組む。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「目標達成」である。

[主な取組]
　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・地域や島でのシンポジウムや座談会の開催については、各地域の特色・違いを再発見してもらい、愛着を持ってもらうため、文化
の基層であり、地域ごとに特色がある「しまくとぅば」を絡めたシンポジウム・座談会を開催する必要がある。また、社会・経済情
勢等の変化を踏まえた情報発信のあり方を検討する必要がある。
・伝統芸能の海外公演については、急激な円安にともなう旅費の増加や現地スタッフの人件費の高騰等により予算が圧迫し、広報面
で不十分となった。

　改善余地の検証等
⑦その他
・琉球歴史文化への理解を深め普遍的価値の再発見については、市町村や関連団体の歴史文化関連事業の調査および琉球歴史文化の
日事業としての連携の可否の調査をする前に事業が終了しているものがあったため、調査を早めに実施する必要がある。
・日本遺産普及啓発事業については、令和６年度に日本遺産認定継続の審査を控えており、引き続き、琉球文化日本遺産ストーリー
と構成文化財の魅力を県内外に広く発信していく必要がある。
・国立劇場おきなわの伝統芸能県外公演については、県外において、伝統芸能の上演やワークショップを開催し沖縄文化体験の機会
を増やすことで、沖縄観光の誘客を図る。
・伝統芸能の県外公演については、県人会や琉舞道場の支部等も無い地方都市において、集客に苦慮した。
・伝統芸能の海外公演については、琉球芸能の認知度が低い中で、集客に苦慮した。
・文化資源を活用した沖縄観光の魅力アップ支援事業については、旅行商品の造成に時間を要したことで、販売期間が短くなり販売
に苦慮している。
・文化資源を有効活用したビジネスモデルの創出や商品開発については、新たなコンテンツ制作に関する周知及び過去に作成された
コンテンツの認知度向上が課題。
・おきなわ工芸の杜の活用については、供用開始後２年が経過したが、いまだ近隣住民や工芸従事者でも当該施設を知らない人は多
いため、イベントの周知に加え、施設の取組や実施事業についても広報を強化する必要がある。

[成果指標]
⑧他の事業主体の取組進展
・伝統工芸・芸能を体験した個人旅行者の割合については、沖縄県において琉球文化を体験できる機会創出に繋がる様々な事業が実
施されていることから、伝統工芸・芸能を体験できる機会が充実していることで、体験した個人旅行者の割合が基準値と比較する
と、高くなっていると考えられる。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

98

担当部課名 土木建築部都市計画・モノレール課

達成状況の説明

　景観アセスメント数について、対象事業の進捗状況を考慮し実施できなかった事業があったが、今後はさらなる事業課との連携強
化を図るとともに対象事業を増やし達成に努める。

―

98 85.2%
目標達成の

見込み計画値

71 85

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

景観アセスメント数（累計） 件 58

76 81

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○風景・まちなみの再生を先導し専門的な知識を有する人材の育成等

3

沖縄らしい風景づくり支
援事業（景観形成に係る
人材の育成）
(土木建築部都市計画・モ
ノレール課)

64,835

講習会等参加者数（累計）
　４地区において、地域住民を対象とした地域
人材の育成に取り組むとともに、景観行政担当
職員を対象とした研修会を実施した。

300人（600
人）

729人 順調

順調

○景観アセスメントの実施

2

沖縄らしい風景づくり支
援事業（公共事業におけ
る景観アセスメントの推
進）
(土木建築部都市計画・モ
ノレール課)

64,835

沖縄県景観評価委員会の開催回数（累
計）

　「沖縄県景観検討の基本方針（H29本格運用
版）」に基づき、５件の公共事業を対象に景観
アセスメントとして景観評価システムの運用を
実施し、沖縄県景観評価委員会を２回開催し
た。２回（４

回）
2回 順調

実績 進捗状況

○風景づくりの推進

1

沖縄らしい風景づくり支
援事業（景観行政の推
進）
(土木建築部都市計画・モ
ノレール課)

64,835

景観まちづくりシンポジウム参加者数
（累計） 　令和６年１月17日に、「沖縄らしい風景まち

なみづくりシンポジウム」を開催し、インター
ネットでの配信も実施した。

200人（400
人）

393人

施策の方
向

・風景づくりの主体である市町村の景観行政団体への移行促進や地域住民が主導的役割を担う風景づくりの推進体制の構
築を促進するとともに、市町村間連携による広域的な風景づくりに取り組みます。

・道路や沿道空間の緑化、無電柱化等に加え、都市部での公園・緑地等の配置など、景観地区の指定や景観アセスメント
の実施も踏まえ、潤いのある公共空間の形成に取り組みます。

・沖縄らしい風景づくりや景観形成に向けて、風景・まちなみの再生を先導し専門的な知識を有する人材の育成や技術開
発に取り組みます。

関係部等 土木建築部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（５）－イ 沖縄の歴史と景観に配慮した千年悠久のまちづくり

施策 １－（５）－イ－① 沖縄固有の景観・風景・風土を重視した魅力的な景観形成
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・沖縄らしい風景づくり支援事業（公共事業における景観アセスメントの推進）については、景観評価システムの円滑な運用に向け
て、引き続き、景観検討の前年度から事業課との連携強化を図る。
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観形成に係る人材の育成）については、地域住民の景観への関心を高めるため、地元市町村お
よび実施地区と連携を図りながら、引き続き景観形成に向けた活動やワークショップ等を開催し、継続的に人材育成に取り組んでい
く。
⑤情報発信等の強化・改善
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観行政の推進）については、風景づくりに関する県民の意識の向上や知識の普及を図るため
に、情報発信の手法等について風景づくり協議会等で検討する。
・沖縄らしい風景づくり支援事業（公共事業における景観アセスメントの推進）については、景観評価システムに係る実務的な研修
等の実施に継続して取り組む。また、実務を通じて県事業担当者や県内コンサルタントの技術力向上を図るため、有識者を交えた景
観アドバイス会議を開催し、景観評価システムに係る実務的な研修等の実施に継続して取り組む。
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観形成に係る人材の育成）については、地域住民の景観への関心を高めるため、地元市町村お
よび実施地区と連携を図りながら、地域景観協議会設立に向け引き続き取り組んでいく。

[成果指標]
・景観アセスメント数（累計）については、景観評価システムの円滑な運営に向けて、景観検討の前年度からの事業課との連携強化
を図るとともに、対象事業を増やし対応する。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
①県の制度、執行体制
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観行政の推進）については、風景づくりに関する県民の意識の向上や知識の普及を図るために
は、情報発信の手法等について検討する必要がある。
・沖縄らしい風景づくり支援事業（公共事業における景観アセスメントの推進）については、景観評価システムの目的やしくみ等に
ついて、県事業担当者の知識を深化させることが必要である。また、景観評価システムの対象となる事業について、予算要求事務の
スケジュールに留意しつつ早い段階から事業課と連携する必要がある。
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観形成に係る人材の育成）については、風景・まちなみづくりに対する地域住民の関心を高め
るには、長期的な視点から継続的な取組が求められる。
②他の実施主体の状況
・沖縄らしい風景づくり支援事業（公共事業における景観アセスメントの推進）については、県内には景観設計の十分な経験および
技術力をもつコンサルタントが少なく、景観評価システムを円滑に運用するには、県内技術者の育成が不可欠である。

　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・沖縄らしい風景づくり支援事業（景観形成に係る人材の育成）については、風景づくりに係る人材育成後、育成された人材が活動
を実施できる体制が整備されていない。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・景観アセスメント数（累計）については、対象事業の進捗状況が実績値と関連することから、今後はさらなる事業課との連携強化
を図る。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

42.3

担当部課名 土木建築部都市公園課

達成状況の説明

　歴史景観と調和する都市公園の供用面積について、首里城公園、中城公園、浦添大公園の公園整備は計画通りに進捗しており、R5
年度計画値値38.4ha※に対し、直近の実績値（R4年度）は39.1haとなっている。 
※当該成果指標の実際の計画値は、上表記載の計画値ではなく、R4年度35.7ha、R5年度38.4ha、R6年度42.3haとする。

―

42.3 達成
目標達成の

見込み

R3年度 R4年度

計画値

37.9 40.1

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

歴史景観と調和する都市公園の供用
面積

ha 35.7

35.7 39.1

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○文化的な歴史遺産や風土等と調和し、自然と共生する憩いの場となる都市公園の整備

3
都市公園における風景づ
くり事業
(土木建築部都市公園課)

297,885

中城公園、浦添大公園、首里城公園の
供用面積（累計）

　沖縄らしい文化的な歴史資産、風土および自
然と共生する憩いの場を創出するため、中城公
園においては休養施設整備、用地取得等、浦添
大公園においては遊具改築等、首里城公園にお
いては文化財調査等を行った。2.7ha

（38.4ha）
3.4ha

（39.1ha）
順調

概ね順調

○地域の歴史・文化等の特性を生かしたまちづくり

2
古民家の保全・継承に関
する情報提供
(土木建築部住宅課)

2,204

講習会の開催回数（累計） 　①「建築物の維持保全に関する研究」や「沖
縄における新たな木造住宅の考え方」をテーマ
とする技術講習会を開催した。 
②県内の建築技術向上や建築人材獲得を目的と
した建築講演会を開催した。１回（２

回）
1回（２回） 順調

実績 進捗状況

○歴史と調和した景観の創出

1
世界遺産の保存と活用に
ついての協議
(教育庁文化財課)

―

世界遺産における適切なイベントの開
催回数（累計）

　世界遺産における各種イベントについて、構
成資産の普遍的な価値を損なわずに、適切な保
護措置を図りながら実施することができるよ
う、国・県・市町村等の関係機関による協議を
行った。６回（11

回）
5回

施策の方
向

・琉球王国のグスク及び関連遺産群の持つ恒久的な文化遺産としての価値を次世代に残し、地域に根ざした歴史教育等に
も活用できるよう、中城城跡をはじめ９つの遺産の保全や周辺の整備を進め、歴史と調和した景観の創出を図ります。

・古民家等の保全に向けた技術者の育成や資材の確保等により、古民家や御嶽・拝所・石垣・赤瓦など各地域の景観資源
の保全等に努め、地域の歴史・文化等の特性を生かしたまちづくりに取り組みます。

・本県の文化的な歴史遺産や風土等と調和し、自然と共生する憩いの場となる都市公園の整備に取り組みます。

関係部等 土木建築部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（５）－イ 沖縄の歴史と景観に配慮した千年悠久のまちづくり

施策 １－（５）－イ－② 世界遺産の環境整備と歴史的景観を活用したまちづくりの促進
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・世界遺産の保存と活用についての協議については、世界遺産で開催される各種イベントに伴い、構成資産の普遍的な価値を損なう
ことがないよう、所有者や管理者等の関係機関による協議を実施する。
・都市公園における風景づくり事業については、公園用地取得に向け、地権者等の同意が得られるよう粘り強く交渉を続けるととも
に、市町村を通じて地元関係者等の協力を得ながら事業を推進する。また、発掘調査を担当する関係機関と連絡調整を密に行い、文
化財に対して適切な対応を図りながら、事業を推進していく。
④創意工夫による取組の改善(合理化・効率化)
・都市公園における風景づくり事業については、整備の効果が早期に発現できるよう部分的な供用開始に取り組む。
⑤情報発信等の強化・改善
・古民家の保全・継承に関する情報提供については、受講対象を施工関係や工業系高等学校の学生などにも幅広く範囲を広げて周知
を図ることで、受講者数をさらに増やしていきたい。

[成果指標]
・歴史景観と調和する都市公園の供用面積については、公園用地の取得に長期間を要することから、地権者等の同意が得られるよう
粘り強く交渉し続けるとともに、市町村を通じて地元関係者等の協力を得ながら事業を推進する。また、整備の効果が早期に発現で
きるよう部分的な供用開始も含めた効率的かつ効果的な整備に努める。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「概ね順調」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　内部要因の分析
②他の実施主体の状況
・世界遺産の保存と活用についての協議については、世界遺産で開催される各種イベントに伴い、構成資産の普遍的な価値を損なう
ことがないよう、所有者や管理者等の関係機関による協議を継続するとともに、イベント主催側への広報等も強化する必要がある。

　改善余地の検証等
⑦その他
・古民家の保全・継承に関する情報提供については、いかに多くの建築技術者が受講し、県内の建築物における総合的な技術力向上
を図ることが課題である。特に若年技術者の受講者数を増やしていくことが重要である。
・都市公園における風景づくり事業については、公園用地の取得に長時間を要することから、地権者等の同意が早期に得られるよ
う、市町村を通じて地元関係者等の協力を得ながら事業を推進する必要がある。また、整備の効果を早期に発現させるため、部分的
な供用開始も含めた効率的かつ効果的な整備に努める必要がある。また、発掘調査を並行しながら整備を進める箇所については、関
係機関との連携が必要である。

[成果指標]
①計画通りの進捗
・歴史景観と調和する都市公園の供用面積については、首里城公園、中城公園、浦添大公園の供用開始に向け、園路広場等、公園利
用に供する施設の整備を行った。
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様式２（施策）

Ⅰ　主な取組の進捗状況（Plan･Do）

Ⅱ　成果指標の達成状況（Do）

180.5

―

180.5 104.7%
目標達成の

見込み計画値

169.8 175.2

達成状況
R4 R5 R6 R6年度

無電柱化整備総延長 km 164.5

172.3 175.7

成果指標名 単位 基準値
実績値 目標値

達成率

○無電柱化等の推進

3
無電柱化推進事業
(土木建築部道路管理課)

222,173

県管理道路の無電柱化整備総延長（累
計）

　県管理道路における無電柱化整備総延長につ
いて、令和５年度は約0.9kmを整備した。

1.5km
（80.8km）

0.9km やや遅れ

順調

2
自然環境に配慮した海岸
の整備
(土木建築部海岸防災課)

254,713

整備延長（累計） 　中城湾港海岸（川田地区）や伊佐海岸、兼久
海岸等において、自然環境に配慮し地域の特性
に応じた海岸保全施設の整備を実施した（L=約
0.25km）。

0.3km
（0.5km）

0.25km
（0.45km）

概ね順調

実績 進捗状況

○環境保全や景観に配慮した河川や海岸の整備

1
自然環境に配慮した河川
の整備
(土木建築部河川課)

1,919,000

整備延長（累計）
　安里川ほか17河川にて、環境・景観に配慮し
た多自然川づくりにむけた用地取得および護岸
工事等を行った。

0.3km
（0.6km）

0.3km

施策の方
向

・河川や海岸等の水辺環境においては、水と緑の貴重な空間や憩いの場としてのニーズが高まっていることに加え、景観
を構成する重要な要素であることから、環境保全や景観に配慮した河川や海岸の整備に取り組みます。

・都市景観の向上については、防災面での機能も併せた電線共同溝による無電柱化等を推進し、良好な景観の創出に取り
組みます。

関係部等 土木建築部

R5年度

主な取組
（アクティビティ）

（所管部課）

決算
見込額

（千円）

活動指標（アウトプット）
活動概要

目標

「施策」総括表
施策展開 １－（５）－イ 沖縄の歴史と景観に配慮した千年悠久のまちづくり

施策 １－（５）－イ－③ 沖縄固有の景観資源の保全・継承
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様式２（施策）

Ⅲ 施策の推進状況の分析（Check）

Ⅳ　施策の推進戦略案（Action）

[主な取組]
②連携の強化・改善
・無電柱化推進事業については、関係機関等と情報共有を図り、無電柱化の推進に連携して取り組む。
⑤情報発信等の強化・改善
・自然環境に配慮した河川の整備については、河川事業は多大な期間を要することから、事業説明会等で事業説明および効果発現状
況を説明することで、事業の効果を実感してもらい事業への協力を得ることで進捗を図る。また、引き続き、関係機関（沖縄防衛
局、現地米軍）および地権者との調整を密に行い、事業の進捗を図る。
⑦取組の時期・対象の改善
・自然環境に配慮した海岸の整備については、工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討を踏まえ、発注計画を行う。

[成果指標]
・無電柱化整備総延長については、関係機関等と情報共有を図り、無電柱化の推進に連携して取り組む。

担当部課名 土木建築部道路管理課

達成状況の説明

　無電柱化整備総延長について、令和５年度は国・県・市町村合計合計約3.4kmを整備し、令和５年度の計画値175.2kmに対して実績
値は175.7kmとなっており、目標達成見込みとなっている。

 
　当該施策の主な取組の進捗状況は「大幅遅れ」である。令和6年度目標値は「目標達成の見込み」である。

[主な取組]
　外部環境の分析
④社会・経済情勢の変化
・自然環境に配慮した河川の整備については、米軍提供施設内の河川整備や用地取得の難航等により、事業進捗に遅れが生じてい
る。

　改善余地の検証等
⑦その他
・自然環境に配慮した河川の整備については、河川整備は、下流側から整備するという事業の特殊性から、事業効果をあげるには多
大な期間を要する。
・自然環境に配慮した海岸の整備については、工事発注に際しては、十分な施工計画等の検討が必要であり、それを踏まえた発注計
画を図る必要がある。
・無電柱化推進事業については、電線共同溝の整備にあたり、関係機関等との調整に時間を要する。

[成果指標]
④関係機関の調整遅れ
・無電柱化整備総延長については、電線共同溝の整備にあたり、関係機関等との調整に時間を要する。
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